
～この10年を振り返って～ 

の位置付け等についても考え方を整理することが求められている。これまで

の審議では，漢宇使用の目安となる 「国語施策としての漢字表」の必要性が

再確認され,現行の常用漢字表に追加する必要のある宇種や削除する必要の

ある字種の検討を行っている。 

また，平成19年7月25日には，漢字小委員会に加えて，国語分科会に日本

語教育小委員会も設世された。日本語教育小委員会では，関係者からのヒア

リングと審議を経て，「国語分科会日本語教育小委員会における審識につい

て」をまとめた。このまとめは, 国語分科会から，20年2月1日の文化審議

会総会に報告された。平成20年3月現在，このまとめで述べられている検討

課題（日本語教育における内容の改善，体制の整備，連携協力の推進）につ

いて順次審議を進めている。 

0年間の文化行政のあらまし 
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文化振興施策の総合的な推進 

第 1章 文化振興施策の総合的な推進 

国語課・宗務課の 3課），文化財部（伝統文化課，美術学芸課，記念物課， 

参事官の3課1参事官）の .1 官房 2部 9課1参事官として現在に至ってい

る。 

第1節 文化庁の組織 

1．文化庁の設置と沿革 

昭和43年に政府全体として行政機構の簡素化のため，各省庁の内部部局に

ついて1局を整理削減することが決定された。文部省（当時）においては， 

これを機に，文化行政の一体的な推進を図るため，芸術文化に関する行政と

国語，著作権及び宗教に関する行政とを所掌していた文化局と，外局である

文化財保護委員会を統合して，新たに文化庁を設世することとした。 

このように文化庁創設は，直接的には行政改革の流れを受けて実現したも

のではあるが,従前は分離していた文部省文化局所掌の芸術文化行政と，文

化財保護委員会所掌の文化財保護行政とを一体化し，文化行政を総合的な形

で調和的・効果的に推進しようとしたものである。このことにより，我が国

に古くから伝えられた文化を継承し発展させつつ，その基盤の上に立つ新し

い文化の振興を図る体制が整えられた。 

文化庁は，このような経緯で，昭和43年6月15日 「文化の振興及び普及並

びに文化財の保存及び活用を図るとともに,宗教に関する国の行政事務を行

うこと」 を任務とし，長官官房（庶務，会計，国際文化の 3課），文化部 

（文化普及，芸術,国語，著作権，宗務の5課），文化財保護部（管理，記

念物，美術工芸，建造物，無形文化の5課）の1官房 2部13課及び10付属機

関（国立の博物館，美術館，国語研究所，文化財研究所，日本芸術院）の組

織で文部省の外局として設置された。 

その後，昭和49年，59年，平成6年，10年，13年．の 5度にわたる改組を

経て，長官官房（政策課，著作権課，国際課の3課），文化部（芸術文化課， 
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2，現在の組織 

現在・文化庁の組織は，図1-1のとおり，内部部局 特別の機関，審議

会及び所管する独立行政法人から成っている。 

内部部局は・長官官房，文化部及び文イヒ財部から構成されている。長官官

房においては・文化庁全体の事務の連絡調整をはじめ，人事，会計，広報

著作権制度の整備に係る事務，基本的な政策の企画,文化の振興及び普及に 

図1一 文化庁の組織（平成20年3月31日現在） 
文部科学大臣

畏富 

次長 

長官官房 	 ~文化部 

ー 審議官 	部畏 
	

部長 

一 政策線 

「会計室 

L 文化広報 I 
I 地域避携室 

喫電経継 

ー 曹作権課 

L苦作物流通准進室 

ー 国除課 

I隣又It交沿室 
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ー 芸術文化課 

「 支援推進室 

I-文化活動振興塗 

ー 国語課 

ー 宗務課 

I宗勤去人室 

I特8」の機関 

一 月本芸術院 

I文化財部 

ー 文化財鑑査官 

ー 伝統文化課 

「郵測保議男整室 

L文化需麟協力量 

ー 災術学芸課 

「美術館 匪史博物館霊 

I. 古班壁画室 

ー 記念物課 

"'l冨（II通物担当） 

ー宗教法人審眼会 

富議会 

文化審議会 

ー文化政策部会 

ー 国譜分科会 

ー著作権分科会 

ー文化財分科会 

一鷲勢纏 

独立行政法人 

一国立国語研究所 

ー 尉立美術館 

ー東京国立近代美暫館 

ー京細立近代臭術館 

ー田立西洋美術館 

ー国立周際英婿舘 

ー国立新美術館 

ー岡立文化財機構 

ー贈京国立僻物館 

ー京都国立博切雷 

ー奈良岡立柳物館 

ー九州目立加物館 

ー束京文I剛研究所

一系良文化財研究所 

ー日本芸術文化振興会 



図1-2 文化審議会組織図（平成20年3月31日現在） 

文化審議会． 又化の振興及び国際文化交蔵の損興に開する重要事項の謂蒼畜証等 

文化政策部会 	文化の振奥に閲する基本的な政策の形成に係る血要事項に関する調査冒離 

国語分科会 	 漢字小委員会 情報Iロ寺代に対応する調宇致策4培り方に園すること 

綴認纂その普及に開する事 日本諜舞員会I：器器農；:;；ること 

著作橿分科会 	 法制問題小委員会 著作傷藤航の在り万に関すること 

i雄制度に埼する重要奪頃の調置 	私的録音録画小委員会 払的嘩音線画に留丁る竜度の在り方に関すること 

ー 	 鏑蹟讐怨嚢と遥去の普作切に聞する保議と，蝿の在り方に開すること 
国際小委員会 目際剛レール作りM琳価の在り方に関すること

第一専門調査会 美術1芸品に聞すること 

文化財分科会 一 	第二専門調査会 迫造物」受び伝お湖運造物書俣存地区に関すること 

瑠鍍器押に網する曲餐 	第三専門調査会記ネ吻，文化的景媛及び堰蔵文化財に関すること 
第四専門調資会 割彫文化財及び文化自の保停技術に関すること

第五専門調査会 民俗文化財に関すること 

企画調査会 菱，の保存及び活用に開’る総合的な政策の企画に関す 

’ 世界文化遺産特別委員会欝織譜g欝言讐護に関する就の異施に 
・ー一晋騒編贋鯵条約に鷲鵬言讐週に関する条加実施に閉する臓・の在 

文化功労者選考分科会 Zrヒ功労者年金法により 審蟻会の極限に属させられた事瞬の処理 

国語分科会 

岡葱の改善及びその普及に開する事 
頂の国臨雲遣筆 

i議尋 

著作橿分科会 

晋作樋制度に埼する重要奪頃の調置 
余：暑言 

文化財分科会 

文化I」の保存及び活用に網する曲餐 
事項の調警審諮等 

~10年問の文化行政のあらまし～ 	 第 1章 文化振興施策の総合的な推進 

係る国際的諸活動についての総合的な企画などを行っている。文化部におい

ては，芸術創造活動の振興．地域における文化の振興，国語の改善，日本語

教育の振興，宗教法人制度の運用等を行っている。文化財部においては，文

化財の保存と活用のため，その指定．管理‘修理・復旧，現状変更等の規

制，公開，調査等を行っているC 

このほか，特別の機関として，功績顕著な芸術家優遇のための日本芸術院

がある。 

所管する独立行政法人としては，文化財を収集‘保管し，観覧に供すると

ともに，関連する調査研究を行う四つの博物館と，美術，芸能及び文化財の

保存等に関する調査研究等を行う二つの文化財研究所を有する国立文化財機

構，美術作品等を収集・保管し，観覧に供するとともに，関連する調査研究

を行う五つの美術館を有する国立美術館．国語に関する調査研究等を行う国

立国語研究所，芸術家等が行う芸術の創造又は普及を図るための活動等への

援助や，我が国占来の伝統的な芸能や現代の舞台芸術の振興及び普及等を行

う日本芸術文化振興会がある。 

さらに，諮問に応じて文化行政に係る重要事項を調査審議し，必要と認め

られる事項を建議する文化審議会と．宗教法人法の規定によりその権限に属

せられた事項を処理する宗教法人審議会の二つの審議会が設識されている。 

3．省庁再編と文化審議会の発足 

平成13年1月の中央省庁等改革により，文化行政における政策の企画立案

機能の充実を図るため，従来の国語審議会．著作権審議会，文化財保護審議

会及び文化功労者選考審査会の機能を整理・統合し, 新たに文化審議会が設

置された（13年 2月発足）。 

文化審議会には，国語分科会，著作権分科会．文化財分科会，文化功労者

選考分科会の4 分科会のほかに，文化政策部会などが置かれ，審議が行われ

ている0  

（これまでの主な答巾等） 
「

ーー“ーー ー 一 一 一 ～” ーー一 一 ー一一ー 一一 一ーー一・  

「文化を大切にする社会の構築につい7- よ一 AhしA皿*,\ Iーノ十ニ土ユう‘心 I入 Iし’4ハ I1Jにりも’1上云I-Iソ儒引遥にーノいし 人一人か心豊かに生きる社会 

を目指して（答申）」（平成14年4月） 

「文化芸術の振興に関する基太的な方針につい7-‘答目E、l パ立片廿lA ;;1り口 \ I-,、Iしユ工1“リ Vノ」1氏’天lし閑り石）曇本廿、」ノci'力釘にンい C（合甲刀 （平)1 4年12月） 

「これからの時代に求められる国語力について（答申）」（平成16年2月） 

「文化芸術の振興に関する基太的な7片針の自直II7つ \7 (零中\ I (?I7にI I入Iしコ工FIリvノ』氏9モに開 9 石）曇本げリノd、力正丁の見旦しについて（答申）」 （平成 

19年2月） 

敬語の指針（答申）」（平成19年2月） 

人―人が心豊かに生きる社会 
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文化庁シンポルマーク 

わかりやすく親しみのあるイメージを活用し．文化の重要性や文化施策への

理解を増進するとともに，文化施策を広く内外に印象づけるため，平成14年抱

月に文化庁のシンボルマークを作成した。 

本シンボルマークは，一般公募により応募された作品527件（応募者数221 
名）の中から‘文化庁内において選考を重ね，決定した。 

文化庁の「文」の文字をモチーフに3つの楕円で，「過去・現在・未来」「創

造・発展」「保存・継承」の輪をイメージし，芸術文化を創造し，伝統文化を

保存・伝承していく人の姿（文化庁）・広がりを表現している。色彩は日本伝

統色のーつである「朱色」である。 

文化庁の催す行事や各種支援による公演等で表示していただくとともに，封

筒，各種パンフレットなどで表示することにより．文化を大切にする社会の構

築に向けて活用している。 

第2節 文化芸術振興基本法と文化芸術の振興に関する基本

的な方針 

文化芸術の振興に対する国民の要望の高まりなどを背景に．議員立法とし

て，「文化芸術振興基本法」が，平成13年11月ま）日に成立し，同年12月 7 日

に公布・施行された。 

また，文化芸術振興基本法の成立後，平成14年12月10日に，「文化芸術の

振興に関する基本的な方針」が，19年2月9日に，第2 次の「文化芸術の振

興に関する基本的な方針」（以下,「第2 次基本方針」 という。）が閣議決定

された（参照：第 I 部第1章）。 
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三第3節 文化芸術に関する法律の整備 

文化芸術振興基本法の成立をはじめとして，近年，文化芸術に関する法令

の整備がー層進んでいる。 

1 ．文字・活字文化振興法 

(1）立法の経緯 

文字’活字文化は，人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識・知恵の継

承 向上や豊かな人間性の蒲養 健全な民主主義の発達に欠くことのできな

いものであり・知的で心豊かな国民生活と活力ある社会の実現に寄与するも

のである。 

このような重要性にかんがみ，従来，文字・活字文化の振興が図られてき

たが・国民の読書・活字離れに関する指摘や，平成15年 7月にOECD（経

済協力開発機構）が実施したP1 SA調査（生徒の学習到達度調査）におい

て読解力の低下傾向が明らかとなったことなどを受け，文字・活字文化の振

興が重要な政策課題として認識されるようになった。 

そのような状況を踏まえ それまで趣旨や目的が異なる各種の制度．枠組

みの下で行われてきた個々の施策について, 文字・活字文化を振興する観点

から それらを貫く基本理念を定め, 施策の総合的な推進を図るべく 平成 

17年 7月に議員立法により 「文字・活字文化振興法」が制定された。 

(2）法律の内容 

本法律は 文字・活字文化の振興に関し，基本理念を定め，国や地方公共

団体の責務を明らかにするとともに, 地域における文字・活字文化の振興

や，学校教育にお‘ナる言語力の蒲養 文字・活字文ィ七の国際交流の促進 10 
月27日を「文字・活字文化の日」 とすることなどを定めている。 このことに

より・我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を

図り・知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目 
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的としている。 

(3）法律の内容に関連した文化庁の取組 

本法律の内容に関連して．文化庁では，我が国の優れた文学作品等を英語

等に翻訳して諸外国で出版することにより，我が国の文化を海外へ発信する

とともに我が国の文学水準の向上を図る，「現代日本文学の翻訳・普及事業」 

を実施している。また．法律施行後初めての「文字・活字文化の日」である

平成17年10月27日には，「文字・活字文化の日シンボジウム」を文化庁主催

で開催した。 

2．知的財産・著作権分野 

文化芸術施策の基盤としての重要性がますます増大している知的財産分野

においては，平成14年に「知的財産基本法」が制定され, これに基づく 「知

的財産推進計画」 を毎年策定している。また．16年には，「コンテンツの創

造，保護及び活用の促進に関する法律」が制定され，コンテンツの創造，保

護，活用の促進に関する基本理念が定められた。 

著作権分野については，著作物などa) 1リ滑な利用を促進するために，契約

システムのうち．他人の権利を信託などによって預かり管理する 「管理事

業」について，平成13年に施行された著作権等管理事業法により規制緩和が

実施された。また，著作権法については，rw I P 0（世界知的所有権機関） 

著作権条約」等への対応，障害者の著作物利用に係る権利制限規定の見直

し，実演家への人格権の付与，映画の著作物の保護期間の延長，音楽レコー 

ドの環流防止措置，放送の同時再配信の円滑化や罰則の強化など，Ii年度か

ら19年度までに，6度にわたって改正されている（参照】第 11部第7章第1 

節1.）。  

3．文化財保護分野 

文化財の保護に関しては，平成12年に施行された「地方分権の推進を図る

ための関連法律の整備等に関する法律」により，文化財保護法について，機

関委任事務制度の廃止等を内容とする改正が行われた。また,14年には，不

法な文化財取引を防止し，各国の文化財を不法な輸出入などの危険から保護

することを目的として，「文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律」 

の制定と文化財保護法の改正を行い，「文化財の不法な輸入．輸出及び所有

権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」を締結した。さらに，16年

には・「文化的景観」や「民俗技術」を新たに保護の対象にすることなどを

内容とする文化財保護法の改正が行われ，17年4月に施行された（参照：第 

II部第4章第2節）。 

平成18年 6月には，「海外の文化遺産の保護に関する国際的な協力の推進

に関する法律」が制定・施行されている（参照：第I部第11章）。 

さらに，「武力紛争の祭の文化財の保護に関する条約」及び関係議定書を

締結し・その国内実施法として平成19年4月に「武力紛争の際の文化財の保

護に関する法律」を制定した（参照】第II 部第4章第2節）。 

第4節 文化芸術振興のための予算措置 

1．文化庁予算の沿革 

文化庁が発足した昭和43年度の予算は，それまでの文部省文化局関係予算

と文化財保護委員会関係予算を一本化したもので，総額49億5.993万円で

あった。その後，文化財保護法の画期的な改正や芸術文化の振興施策の充

実・国立文化施設の整備等により，その増額が図られてきた。10年後の53年

度予算は334億564万円で，43年の6.7倍という高い伸び率を示した。 

その後，昭手1155年度までは増加し，400億2.453万円に達したが，国立文化

施設の整備がー段落したことや厳しし羽・政事情もあって，大幅な伸びを見な

いまま推移した。20年後の63年度予算は378億円2,318万円で，43年度の7.6倍 
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国の一般会計，文部科学省（文部省）及び文化庁予算の伸び 

（単位：百万円） 

年
轟
「
一
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※平成13年度より文部科学省（旧科学技術庁を含む）の予算額を掲示 

図1 -3 文化庁予算の推移 

1.200 
	 （単位】億円） 

U叩 	施設費 

ロ―般経費 
	

1,0161.OlSi 、 1.0171.018 
1（厭〕 icx刃 

となっているものの，53年度に比べると1.l倍にとどまっている。しかしな

がら平成元年度以降，国民の文化への関心の高まりなどを踏まえ，芸術文化

の振興の充実，文化財の保存整備・活用など文化庁予算は大幅な伸びを示

し，特に平成6年度から9年度まで毎年10％を超える高い伸び率となった。 

平成13年には文化芸術振興基本法が制定され，さらに，同法に基づく基本 
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第 1 章 文化振興施策の総合的な推進 

図1一4 平成20年度文化庁予算（分野別） 

（単位：百万円） 

方針が策定されたことにより，国の具体的な施策の方向性が明らかになり， 

文化庁予算も15年度に初めて1,0叩億円を超え，20年度はlp17億5,458万円と

過去最高額となっている。 

昭和43年度の文化庁発足当初から40年問における文化庁予算の推移は図1 

-3のとおりである。 

また，平成20年度の文化庁予算は，図1-4のとおりである。 

文化庁予算を分野別に見ると，全体の40％弱が「芸術文化の振興」，60% 

弱が「文化財保護の充実」に関する経費となっており，この傾向はほぼ―貫

している。 

2 文化庁予算の重点事項における最近の状況 

文化芸術振興基本法及び第2次基本方針を踏まえた文化庁予算の重点事項

について，最近の状況を概観すると以下のようになっている。 

(1）日本文化の発信及び国際文化交流の推進 

日本の伝統文化や現代の芸術文化を積極的に海外に発信し，アジアをはじ

めとする海外の文化芸術振興に資するような施策により国際文化交流を推進

するとともに，文化財保護の国際協力を積極的に推進する。 

これらの目的を達成するため．平成20年度は，アジアにおける日本映画特

集上映事業に5,900万円，メディア芸術振興総合プログラムに5億4,4叩万円， 

アジア美術館長会議に2,400万円, 文化庁「文化交流使」の派遣等に 1億 

L000万円，文化財保護国際貢献事業に1億9,100万円を計上するなど，様々

な事業を推進している。 

(2）子どもの文化芸術活動の充実 

子どもの豊かな心や感性，創造性をはぐくむため,伝統文化や現代の芸術

文化に触れる機会を充実するとともに，学校の文化芸術活動を地域ぐるみで

支援する仕組みを構築する。 

これらの目的を達成するため，平成20年度は，本物の舞台芸術に触れる機

会の確保に34億9,100万円，伝統文化こども教室事業の推進に19億9,500万円， 

学校の文化活動の推進に 2億3,3叩万円を計上するなど，様々な事業を推進

している。 
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(3）地域文化の振興 

居住する地域にかかわらず等しく文化芸術の鑑賞・参加が可能となるよ

う，拠点作りなどの活動への支援が必要であるとともに，地域の文化力を地

域経済・観光・教育・福祉をはじめ広くまちづくりに生かすことが必要であ

る。 

これらの目的を達成するため，平成20年度は，舞台芸術の魅力発見事業に 

5億4p00万円，ミュージアムタウン構想の推進に1億8,000万円，ふるさと

文化再興事業に5億200万円，を計上するなど，様々な事業を推進している。 

(4）日本の文化芸術の継承，発展，創造を担う人材の育成 

関係機関が連携・協力を図り，人材の計画的・系統的な育成を促進すると

ともに，文化芸術活動を支えるアートマネジメント担当者などの人材育成や

質の高い文化ボランティア活動の活発化などが必要である。 

これらの目的を達成するため，平成20年度は，新進芸術家海外留学制度に 

6億7.500万円，芸術団体人材育成支援事業に10億4,300万円，アートマネジ

メント人材の育成に2200万円，文化ボランティア支援拠点形成事業に2,800 

万円を計上するなど，様々な事業を推進している。 

(5）文化財の保存及び活j：甘の充実 

文化財は我が国の歴史，伝統，文化等の理解に不可欠なものであると同時

に社会の発展の基礎を成すものであり，実効性ある保存・活用の充実が必要

である。 また，文化財を国民共通の財産として親しみ，守っていく機運の醸

成が必要である。 

これらの目的を達成するため，平成20年度は，史跡等整備活用事業に57億 

9,900万円,文化財の保存修理等に78億5.5叩万円, 国宝・重要文化財等の買

上げに巧億9,100万円，文化財総合的把握モデル事業に1億5,200万円を計上

するなど，様々な事業を推進している。 

第1章 文化振興施策の総合的な推進 

(6）文化芸術活動の戦略的支援 

中長期的な観点に立って,水準の高い活動への重点的支援とその普及や地 

域性等に配慮した幅広く多様な支援とのバランスを図り，より効果的で戦略

的な支援となるよう見直しを行うことが必要である。 

これらの目的を達成するため，平成20年度は，芸術創造活動戦略的支援事

業に46億600万円・映画製作への支援に 6億1,900万円，優れた芸術の国際交 

流に17億9・600万円 芸術祭の開催に 3億6,3叩万円を計上するなど，様々な

事業を推進している。 

3・地方公共団体の文化関係経費の推移 

地方財政が年々厳しさを増す中，地方公共団体の文化関係経費は，平成 5 

年をピークに減少のー途をたどっている。地方公共団体の文化関係経費の総

額は 5年度のピーク時9,553億円から18年度の3,776億円へと約60％減少して 

おり・その中でも文化施設建設費は 5年度の5.878億円から18年度の472億円
へと約92％の大幅な減少があった。 

この十年を振り返ってみても，芸術文化経費は，都道府県で平成11年度の 
L045億円から18年度の734億円へと約30％減少し，市町村でも11年度の3,593 
億円から18年度の2,408億円へと約33％減少した。 

また・文化財保護経費についても，都道府県で平成11年度の523億円から 
18年度の233億円へと約55％減少し，市町村でも11年度の831億円から18年度
の400億円へと約52％減少しており，地方公共団体における文化芸術の振興

が少なくとも予算面において十分担保されていないのが現況である（なお

芸術文化経費のうち・芸術文化事業費は11年度の5“億円から18年度の5昭億

円ヘ・文化施設経費は11年度の2,206億円から18年度の2,106億円へと，ほぼ 

横ばいであり・芸術文化経費の減少は主に前述の文化施設建設費であること

が窺える。）。 
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第1章 文化振興施策の総合的な推進 

図1 -5 地方文化経費（グラフ） 

A）文化関係経費の推移 
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第5節 文化芸術活動に関する税制措置 

1．総 論 

近年，国や地方公共団体において厳しい財政状況が続く一方で，文化芸術

に対する国民の意識の高まりにより，非営利活動やポランティア活動が盛ん

になり，企業のメセナ（芸術文化支援）活動が多様な広がりを見せるなど， 

民間の果たす役割への期待が大きくなっている。 

そもそも，文化芸術を担う主役は国民自身であり，国民一人ー人が文化芸

術を支えていく環境を醸成することが重要である。 

そこで，それら民間における文化芸術活動の発展を支える環境作りを進め

るため，文化芸術団体やそれらの団体への寄附者，文化財の所有者などの文

化芸術の振興に携わる者に係る税制上の特例措遣が講じられている。 

特に，文化財は，我が国の歴史．文化等の正しい理解のために欠くことの

できないものであると同時に，文化の向上発展の基礎を成すものであり，そ

の保存・活用を図ることは極めて重要である。そのため，文化財の保護に関

しても,種々の税制上の特例措置が講じられている。 

2．文化芸術団体に対する寄附金に関する税制措置 

ー般に．企業が寄附を行った場合は，当該寄附金について，ー定額まで損

金算入することが認められている。さらに，芸術の普及向上や文化財などの

保存活用，博物館の設澄運営等を主な目的とする公益法人のうち，一定の要

件を満たす「特定公益増進法人」に対する寄附金については，個人の場合に

は所得控除，企業などの法人の場合には一般の寄附金の損金算入限度額に加

えて，さらに別枠で損金算入することが認められている。 

特に個人の寄附に関しては，平成18年分の所得税から，所得控除の対象と

なる寄附金の適用下限額が「1万円を超える額」から 「5千円を超える額」 

に引き下げられるとともに，19年度分の所得税より，所得控除の対象となる

寄附金の適用限度額が所得の30％から40％に引き上げられるなど，個人によ 

（単位】億円） 

・一ーー“ー一＋ー一’笈ィ諭（蔀置府県）ーーーーーーにこここここ二二二こ 
U 

（単位：億円） 
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る文化芸術に関する支援が行いやすくなってきている。 

また, 企業などの法人による寄附に関しては，平成20年分の法人税より， 

前述の損金算入限度額が拡充されることとなり，寄附を促進する環境の醸成

が図られている。 

3．文化財に関する税制措置 

文化財の分野でも，重要文化財などとして指定，選定，登録された家屋や

その敷地については，固定資産税を非課税や2分のI課税とするなど．所有

者が文化財を適切に管理する上で必要な税制上の特例措置を講じている。ま

た，重要文化財を国や地方公共団体などへ譲渡した場合は所得税が非課税 

（史跡などに指定された土地については,特別控除）となり，建造物（登録

有形文化財・重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物を含む。）及び

その敷地については．相続税額の算出において，一定の評価減を行うことと

されている。 

さらに，優れた美術品の美術館・博物館における公開を促進するために． 

登録美術品として登録された美術品については，相続税の物納の特例措置を

設けている。 

なお，平成20年度の税制改正においては，20年12月からの新たな公益法人

制度において，公益認定を受けた公益法人が保有する能楽堂など重要無形文

化財の公演のための施設について，固定資産税を軽減する措置を設けてい

る。 
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芸術創造活動の推進 

図2一1 アーツプラン21の概要 

I我が国の芸術水準を高める上で牽引力と 

	

i l 	I なる公演活動が期待される芸術団体に対 

	

…」 	I する重点支援や ,国際芸術交流の推進・ 
t 芸術創造基盤整備への支援 

的な公演活動への取組により，我が

舞台芸術の水準向上を図る上で．直

な牽引力となることが期待される芸 
I 術団体を対象に年間の公演活動を総合的 
iに支援 

序iラニステイバルへの参加等の海界唇1 
~演や，国際フエステイバルの開催及ぴ海 

~外の芸術家，芸術団体との国際兵両面葬 
~公演を支援 

芸術創造基盤整備事業 
若手芸術家の養成・研修．芸術活動の調 

~査研究など協会等団体が1テうソフト基盤
！の整備を支援 

芸痛癌i言衝藤剰 

表2一1 アーツプラン21予算額の変遷 	（単位：百万円） 

平成8薙1平成§年度で平成1昨度平成il年度平成1詳薦葺蔵i蕪1 
（単位：百万円） 

i三讐台芸術振興事乗 一
 

第2章 芸術創造活動の推進 

第1節 芸術創造活動への様々な支援 

文化庁では，我が国の文化芸術の振興を図るため，芸術家や芸術団体に対

し様々な支援を行っている。 

1．総合的なプランによる支援の充実 

(1）アーツプラン21 

多彩で豊かな芸術を生み出す源泉は，芸術家や芸術団体の自由な発想に基

づく創造活動にある。このため，芸術家や芸術団体が創造活動に活発に取り

組めるような安定した環境を整備するため，それまでの様々な芸術創造活動

に対する支援事業を抜本的に拡充する「アーツプラン21」が平成 8年度に創

設された。 
けん 

「アーツプラン21」は，①我が国の舞台芸術の水準向上の牽引力となる芸

術団体への重点支援，②芸術団体による海外公演や我が国で行われる舞台芸

術の国際フエスティバル等の国際交流活動への支援，③次代を担う若手芸術

家等の養成研修や調査研究などの芸術創造基盤整備活動への支援，④芸術文

化振興基金を通じた優れた公演への支援を総合的に行うものである。 

’予算額 

I前年度比 

3.206. 

ー 

3,805 

599 

4, 2081 

403 

4.583 

375 

4,968 

385 

6.369 6.369 

1.401 
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日本芸術文化振興会に対する補助金によ

り，我が国の舞台芸術の水準の向上に資
する優れた公演を支援 

(2）文化芸術創造プラン 

平成14年度・「世界水準の芸術家 世界に羽ばたく新進芸術家，感受性豊

かな子どもたち」の育成を総合的に行うことを目的として，「アーツプラン 

21」など従来の支援施策を再構築して始められたものであり，19年度現在も

同プランの下・支援の充実が図られている（参照：第I部第4章）。 

① 最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能等への重点支援等 

現代舞台芸術（オーケストラ オペラ 4睡輸 g富I1Iはさ、 右＝』玄士七“二 I",hビ '‘．でで”Fr;uユ可m 、41ソノ、I'フ・オヘフ・舞期，硬劇等），伝統芸能（能楽， 

歌舞伎，文楽等）．大衆芸能（落語 濁ナ 消 iIIi些 ' i7/-IIIPJ,,、r =bユ, つハ7'1' I.'., 一、7W 'ゴ‘ノ’ ノ、フKコ‘ H巳 U合百LI・ l’とイ・ 1艮聞寺’の分’！】‘において, 我が 

国の芸術水準向上の直接的な輩引力となる優れた公演に対して 重点的な支 
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最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能等に対しての重点支援や，音楽．舞

踊，演劇の国際フエスティバル．芸術による国際交流を推進し，世界水

準の芸術家・芸術団体を養成する。 

芸術創造活動重点支援事業等の推進 

（最高水準の芸術創造活動に対する重点支援を実施。） 

① 芸術創造活動重点支援事業 

1r高水準の現代舞台芸術（音楽，舞踊．演劇）・伝統芸能 

~（能楽・歌舞伎・文楽等）及び大衆芸能に対する重点支援 

t を実施。 

-C戸蔭蒋霧ミ擁蕪 

「公立文化会館や劇場等における我が国の芸術拠点の形成に 

~つながそ優れた自主企画‘制作の公演・そのl也の事業に対 

I,する支後を笑施。 

へ
ー
 

予算額

前年度比 

-"-10年間の文化行政のあらまし～ 	 第2章 芸術創造活動の推進 

図2-2 最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能等への重点支援等の概要 

最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能等への重点支援等 

舞台芸術の国際フェステイバルの開催 
‘、ーー一~ 

「我が国において，世界的な芸術団体 芸術家の参加を得て 音 

l楽・演劇・舞踊等の国際フエスティバルを開催（平成18年まで）。 

国際芸術交流支援事業 

「二国間における芸術交流の推進 海外との優れたオペラ等の共同 

勝や世界で開催される有名なフエステイバル等への参加を支 

表2-2 文化芸術創造プラン予算額の推移 （単位：百万円） 

平繭葬蔵弾繭弾蓄転m羅葺繭葺篇与 18J W-J19薙葬成泳「度~ 

19.259; 	19.0621 	20,208 	20.328 	19.0921 	18.592 	18.446i 

A197 

援を行うことにより，芸術文化・伝統文化活動の飛躍的向上を図るととも

に・その成果を広く国民が享受できる環境を酸成する。平成19年度からは， 

異なる分野のトップレベルの芸術団体と国内各地の芸術拠点である中核的な

劇場が各々持てる力を結集し，共同で制作する舞台芸術公演に対して，新た

に支援を実施している。 

また・優れた芸術の国際交流として，我が国と外国との二国間における芸

術交流と海外の優れた芸術団体との共同制作公演や世界で開催される有名な

フェスティバル等への参加を支援することにより，芸術による国際交流を推

進するとともに，世界最高水準の芸術家の養成を図っている。 

② 「日本映画・映像」振興プラン 

多くの人々に支持され剃lしまれている総合芸術であり，かつ海外への日本

文化を発信する有効な媒体である映画・映像について,五つの柱に基づき振

興を進めている（参照：本章第2節）。 

特に・日本の新しい強みであるメディア芸術について，我が国を創造と発 

い ーつ 

ーノ
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応募件数（件） 交付件数（件） i助成金額（干円、 

,  
一一 1距旦 	 78O 	I 	3,133,9叩 

1,437 
1.533 
1.613 
1.475 
1,545 
1.619 
1.635 
1.624 
1.534 
1.599 
1.629 
1.677 
1,722 
1,565 

1.622 
1,606 

27,475 

3.133,900 
2.973.500 
2,753.4加 

2.308,900 
2.078,400 
1.821,100 
1.736,270 
1.506.075 
1.319,070 
976,650 

1.104,250 
1.191.750 
1.飽5.000 
1.388,100 
1.452,700 

1.565,900 
1.7698叩 

32,445.868 13,303 

780 
865 
896 
808 
771 
779 
793 
826 
802 
634 
673 
692 
694 
699 
659 
722 
789 
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信の国際拠点とするため，平成19年度から①メディア芸術の総合的発信，②

創造的人材の育成，③推進拠点とネットワークの形成から成るメディア芸術

振興総合プログラムを開始した。19年度現在，メディア芸術祭,若手クリエ

イターの創作支援事業，メディア芸術ラボラトリー事業などを展開してい

る0 

③ 世界に羽ばたく新進芸術家等の人材育成 

多様で優れた文化芸術を継承し，発展させ，創造していくためには，その

担い手となる優秀な人材が不可欠である。 

このため，高い技術と豊かな芸術性を備えた芸術家等を養成することを目

的に，「新進芸術家海外留学制度」を実施している。美術，音楽，演劇，舞

台美術等，映画．メディア芸術の各分野における新進の芸術家，技術者，プ

ロデューサー，アートマネジメント担当者等が,海外の大学や芸術団体等で

実地に研修する際の渡航費・滞在費に係る支援を行っている。1年派遣，2 

年派遣，3年派遣及び特別派遣 (80日間）があり，平成19年度は158名を派

遣した。 

昭和42年度の制度発足以来，すでに40年が経過しているが，平成19年度ま

でに約2500名が海外で研修を行っており，多くの人が各分野における中核的

な人材として活躍している。 

また海外での研修の成果を発表する事業も行っており，美術分野では 

IDOMANI 明日展」と題する展覧会を平成8年度から継続している。19年

度は芸術家在外研修制度40周年を記念し，通常より規模を拡大した形で「旅

展ー異文化との出会い，そして対話」と題する展覧会を開催した。このほか

音楽分野（「明日を担う音楽家による特別演奏会」8年度～)，演劇分野 (17 

年度～)，舞踊分野 ('7年度～）でもそれぞれの研修修了者が出演する公演

を行った。 

芸術各分野の人材の育成については,それぞれの関係団体や教育機関等が

主たる役割を担っており，これらが行う事業に対する支援施策として「芸術 

186 

団体人材育成支援事業」 を実施している。平成19年度は，音楽，舞踊，演

劇・伝統芸能，大衆芸能，美術，映画等の各分野で188件の事業に対する支

援を行うこととした。 

(3）芸術文化振興基金 

芸術文化振興基金（以下，「基金」 という。）は，芸術文化の振興又は普及

を図るための活動，その他の文化の振興又は普及を図るための活動に対する

援助を継続的・安定的に行うため，政府の山資金500億円と民間からの出輸

金を原資として，平成 2年 3月末に設けられた。基金総額は，20年1月現

在・約653億円（政府出資金Ml億円，民間出指金112億円）となっており， 

その運用益が芸術文化活動に対する助成に充てられている。基金の運用，助 

表2-3 芸術文化振興基金による助成実績 
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「平成2年度一

平成3年度

平成4年度

平成5年度

平成6年度

平成7年度 

L9越旦隻鷹ー 
I 平成9年度 

王成四左度
平成11年度 l 
華成12犀履’一 

i平成13年度 

I平成14年度 

「平成巧年度

平成16年度 ‘ 

一  I 
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成対象活動の募集・決定・交付等の管理業務は独立行政法人日本芸術文化振

興会が行っている。2年度の助成開始時から19年度までの助成金の交付実績

は1万3,303件・約324億円に上る。 

助成の対象としては，すべての国民が芸術に親しみ，自らの手で新しい文

化を創造するための環境の醸成とその基盤の強化を図る観点から，芸術家及

び芸術団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動，地域の文化振興を

目的として行う活動, 文化団体が行う文化振興又は普及を図るための活動に

ついて助成している。 

,第2節 メディア芸術の振興 

科学技術やネットワークの発達，そして国際化が進展する中で，我が国の

映画，アニメ，マンガなどのメディア芸術は，“ジャパン・クール”と呼ば

れ，国際的に高い評価を受けている。今後さらに，我が国のメディア芸術

が，日本の新しい強みとして重要な役割を果たすことが期待される。 

平成19年度より，映画の自律的な創造サイクルの確立を目指した，①魅力

ある日本映画・映像の創造，②日本映画‘映像の流通の促進，③映画・映像

人材の育成と普及等, ④日本映画フィルムの保存・継承，の四つの柱に，⑤

メディア芸術振興総合プログラムを加え，「「日本映画・映像」 振興プラン」 

として推進している（参照：第I部第4 章第3 節）。 

1．メディア芸術祭をはじめとした振興 

文化庁では，優れたメディア芸術作品の発表や顕彰，鑑賞の場である「文

化庁メディア芸術祭」を平成 9年度から毎年開催している。来場者数，応募

作品数はともに年々増加し，19年度は過去最高の2,091作品の応募があり， 

この10年間で約 3倍に増加している。また，15年度からは海外のメディア芸

術祭への参加を支援するなど，我が国の優れたメディア芸術作品の発表の場

の拡火にも努めている。 
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図2-6 国内における公開本数と興行収入 
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第2章 芸術創造活動の推進 

ン第3節 芸術祭 

終戦直後の昭手1121年, 国民の生活に再建の希望と勇気をもたらすことを目

的としてスタートした芸術祭も，平成20イF度で63回目となる。 

芸術祭は，内外の優れた芸術作品を鑑賞する機会を広く一般に提供すると

ともに，芸術の創造とその発展を図ることを目的に，毎年秋に開催されてい

る。芸術家・芸術団体はもとより，広く国民に親しまれている芸術の祭典で

ある。 

実施内容としては，オペラやバレェ 荻舞夜 能楽 舞踊，文楽などの文

化庁主催公演をはじめ，関東・関西それぞれの地区での演劇, 音楽，舞踊， 

大衆芸能の 4 部門の参加公演，そのほか，テレビ，ラジオ，レコードの3部

門の参加作品の出品などがある。そして，参加公演，参加出品のうちからそ

れぞれの部門の優れた公演・作品に対して，芸術祭大賞，芸術祭優秀賞．芸 

ンヌ 
カルノ 

船の森 
愛の予夢 
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術祭新人賞，芸術祭放送個人賞などが授与される。 

平成17年度には芸術祭60周年を記念し，開催期間を例年より長く9-12月

に拡大して開催された。数々の記念公演が行われたほか，「芸術祭第60回記

念回顧展」 として，芸術祭の歴史をたどるパネル展示が国立劇場内において

実施された。また，18年度，19年度はそれぞれ国立劇場開場40周年，新国立

劇場開場10周年に当たっていたことから，芸術祭のオープニングと併せ記念

式典が挙行された。 

第4節 企業等による文化活動への支援 

1 ーメセナとは 

メセナとは，一般的には“曲接的な見返りを期待しない芸術文化支援‘‘を

指す。メセナ活動は，企業の社会貢献に対する関心の高まりや人々の芸術文

化に対する関心を背景に,広く知られるようになったものである。 
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第2章 芸術創造活動の推進 

2.（社）メセナ協議会 

芸術文化支援を行う企業相互の連携を図ることを目的とした（社）企業メ

セナ協議会は，特定公益増進法人として認定されており，同協議会の認定を

受けた文化芸術活動に対して助成が行われる。 

図2-7 企業メセナ協議会の助成認定制度 

④認定活動への寄付 

F 「愛 9P O)5 

寄付者 

（企業．田人） 

③寄付の依執（昇金活動） 非営利団体又は 

個人が行う文化芸術活動 

   

図2-8 企業メセナ協議会における助成認定制度実績 
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第2章 芸術創造活動の推進 

助成に充てられる寄附金への優遇措置については，個人の場合には寄附金

控除，企業などの法人の場合には一般の寄附金とは別枠で損金算入が認めら

れている0 

メセナ活動の規模としては，平成14年度からは助成の対象となる分野，活

動主体，活動形態が拡大された。また，15年度から，協議会と各都道府県の

文化振興団体などとの提携により，支援に関する相談窓口の全国展開が進

み，同年8月には，大阪にある（財）21世紀協会に関西事務所を設置した。 

3.顕彰の実施 

文化庁では，（社）企業メセナ協議会との連携の下．平成15年から,芸術

文化の振興につながる企業の取組を「メセナアワード文化庁長官賞部門」 

として顕彰している。企業を取り巻く人寿（社員やその家族，地域住民，子

どもたちなど）が，芸術文化に親しみ参加しやすい環境作りを率先して行う

企業を積極的に評価・顕彰することで，「文化力」の向上を図るためである。 

平成19年度には，大学や地域住民との協同による美術館活動により，（財） 

アサヒビール芸術文化財団へ文化庁長官賞が贈られた。 

I 第5節 日本芸術文化振興会 

昭和41年7月1日に，伝統芸能の公開，伝承者の養成．調査研究等を行

い，その保存及び振興を図り文化の向上に寄与することを目的として特殊法

人国立劇場が設置された。その後，54年3月には国立演芸資料館（国立演芸

場）,58年9月には国立能楽堂，59年3月には国立文楽劇場が開場した。平

成元年3月には新たに現代舞台芸術の振興及び普及に関する業務が追加さ

れ 9 イI1o月に新国立劇場が開場した。さらに，16年1月には，誼常等の

沖縄の伝統芸能の保存及び振興のための施設として国立劇場おきなわが開場

している。また，2年3月に芸術文化振興基金が創設され,芸術家及び芸術

に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動や，文化の振興又  

は普及を図るための活動に対する助成を行う事業が追加され，併せて法人名

が特殊法人日本芸術文化振興会と改称された。15年10月には特殊法人から独

立行政法人へ移行した。 

日本芸術文化振興会の主な事業内容は，①芸術文化活動に援助を行うこ

と，②伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演を行うこと，（③）伝統芸能の伝

承者の養成及び現代舞台芸術の実演家その他関係者の研修を行うこと，（④）伝

統芸能及び現代舞台芸術に関して調査研究を行い並びに資料を収集し，及び

利川に供すること．⑤劇場施設を以上の事業と同様の目的を有する事業の利

用に供すること，⑥その他以上の事業に附帯する業務を行うことであり，伝

統芸能及び現代舞台芸術の中核的拠点として，我が国の舞台芸術，更には芸

術文化活動全体の充実に寄与することが期待されている。 

国立劇場（本館） 

国立劇場（本館）は，昭和41年11月に東京都千代田区筆さ町に開場した。 

大劇場（客席総数1.610席）と小劇場（客席総数590席）を備え，伝統芸能を

中‘ムに議舞夜，文楽，舞踊，邦楽，雅楽，し芦萌！民俗芸能等の公演を行って

いる。いずれの公演についても，努めて古典伝承のままの姿で，広く各種の

伝統芸能の演出や技法を尊重し，その維持と保存を心掛けながら公開してい

る。歌舞伎と文楽においては，初心者の鑑賞にふさわしい作品による鑑賞教

室公演を実施しており，出演者による基礎知識の解説を行っている。さら

に,平成16年度からは「社会人のための歌舞伎入門（又は歌舞伎鑑賞教

室）」， 17年度からは「社会人のための文楽入門（又は文楽鑑賞教室）」を始

めた。これら鑑賞教室公演の実施等により 観客の幕野を広げ，後世に伝統

芸能を伝えていくことに努めている。 

また，伝統芸能伝承者の養成事業として，歌舞伎俳優，歌舞伎音楽（祥 

呆・駕楊・箕萌）大衆芸能（寄鳶躍事．郷際）の新人養成研修等を行っ

ている0 
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伝統芸能に関する調査研究として，「上演資料集」の作成．公演の視聴覚

資料の作成，「近代歌舞伎年表」の編葉，伝統芸能に関する意識調査等を

行っている。伝統芸能に関する資料の収集と活用としては，自主公演の視聴

覚資料の作成をはじめ，各種芸能資料の収集を行い，図書閲覧室，視聴室及

び資料展示室等で公開している。平成15年には伝統芸能情報館を新築し，図

書施設の充実や新たな資料展示スペースとレクチャー室の整備を行い，貴重

な博物資料の公開，公演記録鑑賞会や各種講座の開催等を実施している。 

平成12年度からはデジタル技術を活用して集積，保存した情報を使って教

育用コンテンツを作成し,インターネット配信を行う「文化デジタルライプ

ラリー」を開設している。 

第2章 芸術創造活動の推進 

2．国立演芸資料館（国立演芸場） 

国立演芸資料館（国立演芸場）は， 

昭和54年3月に国立劇場（本館）隣接

地に開場した。総席数3叩席を備え， 

主に落語，講談，浪曲，漫才，奇術， 

曲芸等の大衆芸能を上演している。毎

月1日～10日の「上席」，11日・、一20日

の「中席」の定席公演のほか，「国立

名人会」，「花形演芸会」，「特別企画公演」等の多様性に富んだ企画を行って

いる。また，施設内には資料展示室を備えており，各種演芸に関する展示を

行っている。 

3.国立能楽堂 

国立能楽堂は．能楽の保存と普及を図ることを目的として，昭和58年9月 

に東京都渋谷区千駄ケ谷に開場した。能楽は，世界の古典劇の中でも極めて 

古い歴史を診るものであり，簡素で集約された演技・演出による独特の舞台 

芸術として，貴重なものである。 

国立能楽堂では，自主公演として「定例公演」，「普及公演．」，「狂言の会」, 

「特別公演」，「企画公演」．「特別企画公演」のほか，学生を対象とする「能 

楽鑑賞教室」などの形で，広く一般に能楽に親しむ機会を提供している。さ 

らに，平成18年度には，日本で初めて 

の座席字幕表示システムを導入し，入 

門者や外国人に対する能楽への理解の 

促進を図っている。 

また，公演に対する理解の促進を図 

るため，毎月1回能楽鑑賞講座を開催 

し，基礎知識の解説を行っている。 
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また 能楽の後継者の養成事業として ワキ方 躍手方（蓄 示霞え笑

夢笑最），狂言方の新人養成研修を行っている。あわせて驚策・器

詳冨策など能楽に関する調査‘研究や，自主公演を中心とした記録の作

成，その他能楽に関する図書・フィルム等の資料の収集・保存及び公開を

行っている。 

4．国立文楽劇場 

国立文楽劇場は，人形冨魚諭文楽の保存及び振興を図ることを主たる目

的として,昭和59年 3月に大阪市中央区日本橋に開場した。文楽劇場（客席

総数733席）と小ホール（客席総数159席）を備え，主に文楽，舞踊，邦楽

大衆芸能などの伝統芸能を公開するとともに 観客の蒋野を広げることを目

指し，青少年等を対象とする「文楽鑑賞教室」，夏休み文楽特別公演での 

「親子劇場」，仕事帰りの社会人向けの「社会人のための文楽入門」「ういー 

くえんど文楽」などを開催している。 

文楽伝承者養成事業では,広く‘一一般に門戸を開き 竺案う（銭・当繊

人形）の後継者育成に努めており，現在は文楽技芸員の約半数を研修修了生

が占めている。 

また，浄瑠璃や人形，衣裳など文楽に関する調査・研究や，自主公演を中

心とした記録の作成,その他文楽に関する図書等の資料の収集・保存及び公

開に関する業務を行っている。 

また，文楽をはじめとする伝統芸能への理解の促進を図るため， 1階ェン

トランスに資料展示室や文楽普及コーナーを設置するほか，3階小ホールで

毎月1回の公演記録鑑賞会や公演に関連した講座等を開催している。 

平成13年度には，文楽の普及及び振興のためボランティア組織「文楽応援

団」が結成され，劇場内はもとより大阪周辺地域での普及活動に積極的な協

力を得ている。 

5．国立劇場おきなわ 
くみおどり 

国立劇場おきなわは，国の重要無形文化財「組踊（セリフを主として歌と

踊りで筋をはこぶ沖縄独自の歌舞劇）」 をはじめとする沖縄伝統芸能の保存

及び振興を図るとともに，沖縄の地理的，歴史的な特性を活かし，伝統文化

を通じたアジア・太平洋地域の交流の拠点となることを目的として,平成16 

年I月に沖縄県浦添市に開場した。 
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の劇場を有し，開場以来，高い水準のオペラ作品を上演するとともに，日本

では上演機会の少ない作品や，日本人作曲家による作品の上演に意欲的に取

り組んでいる。また，10年度から毎年「高校生のためのオペラ鑑賞教室」 

を，16年度から毎年「こどものためのオペラ劇場」を行うなど，オペラの観 
すモ 

客の裾野を広げるための事業を積極的に行っている。 

さらに，次代を担う若いオペラ歌手をはじめ，バレエダンサーや俳優の養

成のために，各ジャンルの研修所を開設し，劇場附属であることを着かしつ

つ，独自のプログラムによる充実した研修を行っている。 

国立劇場おきなわでは，組踊をはじめ，琉球舞踊，琉球音楽等の公演事業

を通じ，広くー般に沖縄伝統芸能を鑑賞する機会を提供するとともに，沖縄

の芸能に影響を与えた本土の芸能，アジア・太平洋地域の芸能を紹介してい

る0 
たちかた 

また，後継者の育成が急務である 「組踊」の立方（舞台でセリフの唱えや

演技を行う役）, 血芳（竺練・挙・蓄・雨笥う・笑最による音楽を受l帰っ役） 

の伝承者の養成事業として，充実した講師陣と体系的なか)キュラムの下， 

新人の養成研修を実施している。 

さらに，組踊に関する新旧の台本や衣装，小道具などを主軸に,沖縄伝統

芸能に関する資料の収集，公開を行うとともに，沖縄の芸能に影響を与えた

本土及びアジア・太平洋地域の芸能資料の収集などに努めている（参照：第 

I部第3章第1節）。 

6．新国立劇場 

新国立劇場は，オペラ，バレェ，現代舞踊，演劇等の現代舞台芸術のため 

の劇場として平成9年10月に開場した。日本で初めてのオペラ・バレェ専用 
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また，劇場内の情報センターで

は，新国立劇場の公演だけでなく， 

国内外の現代舞台芸術に関する資料

を収集し，展示等により公開すると

ともに，公演プログラムや参考図書

の閲覧スペース，主催公演の映像記

録などの視聴コーナーを開設してい

る 

なお，新国立劇場は．他の国立劇

場と同様に独立行政法人日本芸術文化振興会の施設であるが，劇場の管理運 

営については，芸術家・芸術団体等の創意工夫を取り入れるとともに・民間 

等の協力を得るため．（財）新国立劇場運営財団に委託されている。 

第6節 日本芸術院 

日本芸術院は，優れた芸術家を優遇顕彰するための栄誉機関である。 

大正8年帝国美術院として創設された後，昭和12年に帝国芸術院に改組さ

れるなどの拡充を経てきており．22年，現在の名称に変更された。 

現在．院長 1.名と会員120名以内から構成され，会員は，第1部「美術」， 

第2部「文芸」及び第3部「音楽・演劇・舞踊」のいずれかの部に属してい

る。会員の選考は．芸術上の功績顕著な芸術家について，会員から成る部会

の推薦と総会の承認により行うこととされている。会員に対しては年金250 

万円が支給される。 

また，日本芸術院は，卓越した芸術竹活はたは芸術の進歩に貢献する顕著

な業績があると認められる者に対し，恩賜賞及び日本芸術院賞を授与してい

る0 

地域における文化芸術の振興 

第1節 地域における文化活動への支援 

1.全国規模の祭典 

(I）国民文化祭（昭和61年度～) 

国民文化祭は，国民が様々な文化活動を全国規模で発表する場を提供する

ことにより，国民の文化活動への参加意欲を高め，新たな芸術文化の創造を

促し，地方文化の発展と国民生活のより一層の充実を目指して実施されてい 

国民文化祭 開催都県及び開催予定府県 

都道府県名~回（年度）「都道府県名 回（年度） 

東京一ーーTib向(H万1一栃禾ー一了う§向’(Hi可 

熊本 	11回（H8)I 冨山 ~ 20回（H 17) 

兵庫 	12回（H9)I 香川 ~ 21回（H 18) 

埼玉 13回（日1の‘ 大牡ーー」g廻廻］里 

昭和61年から毎年各都道府県の持ち回りで開催されており，平成20年度で 

23回目を迎える本事業は，アマチュアを巾心とした国民一般が参加すること

のできる国内最大級の文化の祭典である。 これまで，開催地ごとの特色ある

事業をはじめとし，国際交流を含む多彩な事業を展開してきており，今後も

更なる充実を図っていく。 

「回（年度） 

1回（S 61) 

2回（S62)i 

J3回（363) ~ 

4回（Hl）】 

5回（H 2) 」 

6回（H 3)' 

'7回（H 4) 

8回（H5)i 

9回（H6)! 

延

α
 

愛
 
愛媛 	14回（Hll) 

千葉 15回（Hl2) 

石川 	16回（Hl3) 

岩手 Il7回（Hl4) 

三重 「18回（H15月 

愛媛 	14回（H11) 	 23回（H20) 

千葉 	15回（H 12) 	 ~ 24回（H21) 

石川 	16回（H13) 	 i 25回（H22) 

岩手 I17回（H 14） 	取 I 26回(H23)i 
―一 r，一，ーI,．ー、ブ ”J ' 

木
一
山
川
分
一
 

大
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催事業＞ 
化庁，開催地都道府県・市町村，文化団体等の共催によるもの。 一ー―」 

フェスティバル とアマチュア文化活動の新たな発展の方向性を示すオ
プニングフェスティパルなど。 

ラジ系ララ云ー’ー’ーーーーラ石手三ラ勇I 活動，tth瓦支花活動尋を含めた 
I 	 化の動向について，様々な側面からテーマを設 
「 	 l行う基調請演やパネルディスカッションなど。一 

「分辱別フェスティバル~民俗芸能，民謡，オーケストラ，貧唱．墜奏選，, 
I 	 i劇，文芸，美術，舞踊，邦楽．生活又化等の分野こぐ 
I 	 に．都道府県から推薦された団体等を中心として行う 

】公演I 展覧会など。 

＜協賛事業＞ 

の緊議潔賢麟麟 , ai 畿 7i5-i'J)k げ講習 
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国民文化祭の主な内容 
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(2）全国高等学校総合文化祭（昭和52年度～) 

全国高等学校総合文化祭は．高校生の芸術文化活動の向上充実と相互の交

流を深めることをねらいとして，日ごろの文化活動の成果を発表する高校生

の文化の祭典である。 

全国高等学校総合文化祭 開催道府県及び開催予定県 

回（年度） "i 都道府県名’回（年度）震蚕憂」 

月画伯i丁 一両山 ― 25回（H 13)巨逼し 

麟謡 JIIー豊職二讐 

	

16回（H4） 	沖縄 

i 17回伯5） 埼玉 29画研が’ 

18回（白司~一愛裏ー~面面（下飛了 

~う同‘S63)l 	i24回(H12) 

第3章 地域における文化芸術の振興 

図3-2 過去10年比較データ（高総文祭） 

鳥目女菊 山形県“静岡県 福岡県 補条川県一尋陳一穂蔀ジ胃森県 京都府 島根県 0 
ト110 	I-Ill 	H12 	H13 	H14 	H15 	H18 	H17 	H18 	H19 

聞催府県 

回（年度） 

1回（S 52) 
殖(S 53) 】一兵庫 

§回（S54了ー「一ーー天分ー 

4回（S 55)I 石川

重頭56)工二萩亘 
'6回（S57) ~ 栃木 

7回（s58) 
g回(s5可 

j画（§面 l 
向回（s61) ~ 

斤回（§臣）一 

7回（S 58)  
8回（ S 59) 
,9回（860) ~ 

L10I1(S旦！）」 

11回（ S 62) 
12回（S63)i 

昭和52年から毎年各都道府県持ち回りで開催されており，平成20年度で32 

回目と，長い歴史を誇る。 

また，演劇．日本音楽‘郷土芸能の部門における優秀校による「全国高等

学校総合文化祭優秀校東京公演」を国立劇場で開催している。 

全国高等学校総合文化祭の主な内容 

~総合開会式三式些 交歓参奄ど。一ーー 

沃レニド 1事ーチングパンド・バトントワリング部門参加校を中心とする全 

~  

r開催部丙 I 演劇，合唱，吹奏楽．器楽・管弦楽，日本音楽・ u,詠 I]詩舞 婆 . 
~土芸能，マーチングバソド．美術・工芸，書道・写真・放送・囲、 

I 
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プロジェクト名ー“、、‘こぎニ‘ 年度 
:J ン , 

― ~~~ー．，~一■ ~ー~ ●‘ 

地域名 

ドラマティックシティー・サッポロ・

プロジェクト 

1-14Iえずこ芸術のまち創造事業 

北海道札幌市 

宮城県仙南広域・大河原町他 

い「工ら‘ 

茨城県日立市

富山県富山市 

1『―辱王」異文イヒ姉による文イヒ創造富山県箭赤市 
争栗 

1~1 伝統と現代をフィツトする文化のまち

づくり！! 
大阪府能勢町 

値鳥．丹波ふるさと文化のまちづくり

事業 

町民ミュージカル創造事業 

炎と音のシンフォ二ー推進事業 

あさご 

兵庫県朝来郡和田山町他 

鳥取県日野郡日南町 

佐賀県西松浦郡西有田町 

9-12 4 ひたち市民オペラ事業 

10-12 オーパード 術劇場 flo～抱 術劇場 

1 -14,金沢市民 術村アクションプラン 

10-14 岩倉市音楽のあるまちづくり事業 

8-12 ハートストック業策事業 

石川県金沢市 

愛知県岩倉市 

滋賀県栗東市 

8-14 

8-12 

9 -13 

8 
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2．地域文化の活性化 

(1）舞台芸術の魅力発見事業（平成19年度～) 

舞台芸術の鑑賞機会が大都市圏に偏りがちであることから・国民が・その

居住する地域にかかわらず文化芸術に触れることができるよう・平成19年度

から「舞台芸術の魅力発見事業」を実施して舞台芸術の鑑賞機会の充実に努

めている。この事業は 質の高い舞台芸術の全国展開を促すとともに・「舞

台を楽しむための工夫，演出」を加えることにより舞台芸術に親しむ機会の

少ない人たちの興味，関心を高め，我が国の舞台芸術の振興を図るものであ 

る0 

(2）地域文化芸術情報オンライン整備事業（平成18年度～) 

地域文化芸術情報オンライン整

備事業は，全国の芸術家，芸術団

体等の情報データベースを構築

し，様々な検索機能を用いて，自

治体，公立文化施設，学校．文化

団体等と，芸術家，芸術団体との

連携を促進するとともに，特色あ

る各地域の文化芸術活動情報を提

供し，地域における文化芸術活動

を活性化することを目的としてい

る。平成19年度には，各地域の文

化芸術活動を実施する際の参考情

報として，芸術家，伝統芸能保持

者等の情報を整理したホームぺー 

ジを制作した。 
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3，各地域ことの取組への支援 

(1）文化のまちづくり事業（地域芸術文化活動活性化事業 平成13年名

称変更）（平成8年度～14年度） 

文化的遺産，風土等を活かしながら，地域に根ざした特色ある芸術文化を

創造するとともに，優れた芸術文化を身近に鑑賞できるようにすることを通

じたまちづくり支援によって，地域からの文化の発信基地を創造し，I地域文

化の振興を図ることを目的とし，平成8年度から14年度にかけて実施した。 

平成11年度～14年度の実施例 
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(2)「国際音楽の日」記念事業（平成8年度～12年度） 

「音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律」（平成6年11 

月公布）で定められた「国際音楽の日」(10月 1日）の趣旨の普及を図るた

め，市民参加によるコンサート・演奏会など音楽関連事業を全国各地で実施

する「国際音楽の日」記念事業を 8年度から12年度にかけて実施した。 

4．地域の伝統文化の振興 

(1）伝統文化を話かした地域おこし 

身近な地域を中,ムとした，地域固有の伝統芸能や美術工芸品の鑑賞・お祭

りなどの活動への参加 歴史的な建造物・町並みや史跡等の保存’活用の取

組などへの気運の高まりを受けて，文化庁では 各地域が伝統文化を活かし

た地域おこしに主体的かつ積極的に施策の推進に取り組む上での参考となる

よう平成ii年には，「伝統文化を活かした地域おこしに向けて」（手引）を作

成し，各都道府県，市町村の教育委員会をはじめ関係者に配布した。また平

成12年には地方公共団体，地域住民，NPO法人（特定非営利活動法人）な

どに対し伝統文化を活かした地域おこしの取組を進める上での視点や取組事

例を示す「伝統文化を活かした地域おこしの視点と実践」という手引を作成 

し配布した。 
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(2）ふるさと文化再興事業（平成13年度～) 

地域において守り伝えられてきた個性豊かな祭礼行事．民俗芸能，伝統工

芸などの伝統文化の継承・発展を図ることを目的として，平成13年度から実

施している。 

具体的には，地域の伝統文化の一体的‘総合的な保存・活用のための計画

の策定やこれに基づいて実施される①伝承者などの養成．②用具などの整

備，③映像記録の作成の事業を支援している。 
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プロジェクト名 1ー 

地域名 

     

12 那須野が原国際彫刻シンポジウム in 大田原2000 栃木県大田原市 

11-12I美濃・紙の芸術村事業 岐阜県美濃市 

   

n-12 
アーティスト・イン・レジデンス 

, 

10- -
[ 

しがら‘ 
in信楽陶芸の 滋賀県甲賀市 

福岡県福岡市 ージアム・シティ・福岡2000 

森
 

I 称
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5．地域レベルでの人材の育成 

(1）アーティスト・イン・レジデンス事業（平成9年度～12年度） 

アーティスト・イン・レジデンス事業は，国内外の芸術家がある地域にー 

定期間滞在し 創造活動等を通じて芸術家相互及び地域との交流を深め 高

度で独創性にあふれた芸術文化の創造の契機とするとともに 地域文化の振 

興につなげる事業である。 

平成H・12年度の実施例  

(2)「文化芸術による創造のまち」支援事業（平成15年度～) 

我が国の文化芸術の源は，全国各地で生まれた様々な文化芸術活動であ

り．各地域が文化芸術の創造，発信．交流を通して活性化を図ることは，我

が国の文化水準の向上につながるものである。そこで．地城における文化芸

術活動の環境の醸成や人材の育成に向けた取組を支援するため，平成15年度

から実施している。 

対象事業 

1 人材育成：地域文化リーダー（指導者）の育成 

2 団体育成：地域の芸術文化団体の育成 

3 発信交流】シンポジウム等による発信・交流 

4 大学と地域との交流・連携の促進 

6．文化ボランティアの推進 

文化芸術活動には，芸術家などによる創造活動や公演・展示などの鑑賞以

外にも様々な形がある。美術館・博物館などでの展示解説や文化会館での公

演補助，学校の教員と美術館‘博物館の学芸員や地域の芸術家とを結び付け

て行う連携授業の支援など，各地域で行われている様々なボランティア活動

もその・ーー・つである。 

文化庁では．このような「文化芸術に自ら親しむとともに,他の人が親し

むのに役立ったり，お手伝いするようなボランティア活動」を広く 「文化ボ

ランティア活動」 ととらえ，このような活動を推進し，各地域で多様な活動

が行われるよう，環境整備を図っている。 

文化施設やNPO法人等が取り組む先進的・モデル的な事業を支援する 

「文化ボランティア推進モデル事業」 を平成15年度から19年度まで実施し

た。この5年間の実績を踏まえ，20年度からは文化ボランティア・コーディ

ネーターの養成を支援する「文化ボランティア支援拠点形成事業」を実施す 
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中学校 	i演柳！ 
一ー→堰と境無下 一 

合唱 
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~オペラ 
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また 各地域で活動する文化ボランティア実践者や文化行政担当者などの

関係者が集まり，情報交換や交流を図ることを目的として・「文化ボラン 

ティア全国フォーラム」 を開催している。 

こオ1らの事業を通して，質の高い．自立的・継続的な「文化ボランテイア 

活動」の推進を図っている。 

第2節 こどもの文化芸術体験活動の推進 

子どもたちが，本物の芸術文化に直接触れたり・創造活動に参加すること

により多くの感動体験を得て，感受性豊かな人問として育成されるよう・次

のような取組を行っている（参照：第I部第4章第5節）。 

1．本物の舞台芸術体験事業（平成14年度～) 

子どもたちに芸術を愛する心を育て 豊かな情操を養うことを目的とし

て オーケストラや演劇 文楽など 優れた舞台芸術を鑑賞したり また芸

術文化団体等による共演やワークショップ（団体の専門家による事前の鑑賞 
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第3章 地域における文化芸術の振興 

指導や実演指導等）を通じて，本物の舞台芸術に身近に触れる機会の提供を

行っている。 
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年度一 15年度 1116 	年度 T17年度~ 18年度 411讐皇工界 計 I 
件数  ~凸廻焦iー』磐0件~ 2・595件~ 3・365件」ー翌z］隻上13・702件  
度
 

年
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2，学校への芸術家等派遣事業（平成14年度～) 

特に優れた活動を行っている芸術家や伝統芸能の保持者などを出身地域の

学校に派遣し，優れた技の披露や，文化活動のすばらしさ，地域の誇りなど

についての講話をしていただき，子どもたちの文化芸術への関心を高める 

「学校への芸術家等派遣事業」を行っている。 

第3章 地域における文化芸術の振興 

4．伝統文化こども教室（平成15年度～) 

次代を担う子どもたちに対し，土・日曜日などにおいて学校，文化施設等

を拠点とし,民俗芸能．工芸技術，邦楽，日本舞踊，武道，茶道，華道など

の伝統文化に関する活動を，計画的，継続的に体験・修得できる機会を提供

している。 

【実施状況】 

3．文化体験プログラム支援事業（平成14年度～18年度） 

子どもたちが，日常の生活圏の中で年間を通じて多様な文化に触れ・体験

できるよう市町村がプログラムを作成し，モデル事業として実施することに

ついて平成14年度から18イ「度にかけて支援を行った。 
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5．地域人材の活用による文イヒシ舌動支援事業（平成19年度～) 

地域の文化芸術人材を活用し，学校での文化芸術にかかる指導・放課後や

休日等における文化芸術活動を地域で支援する体制を整備し・子どもたちが

身近に文化芸術に触れる機会を提供し，豊かな情操を養うため「地域人材の

活用による文化活動支援事業」を行っている。 

第1節 文化財保護の体制 

文化財は，我が国の長い歴史の中で生まれ，はぐくまれ，今日の世代に守

り伝えられてきた貴重な財産である。また，我が国の歴史，伝統，文化等の

理解のために欠くことのできないものであると同時に，将来の文化の向上発

展の基礎を成すものであり，その適切な保存・活用を図ることは極めて重要

である。 

「文化財」 という言葉は，第二次大戦後の我が国において，現在の文化財

保護法の立案過程の中で生み出されたもので，その後，我が国においては広

く一般に使われるようになった言葉である。戦前では，国宝,重要美術品， 

史蹟名勝天然記念物等，幾つかの類型に分かれ，各々別の法律で定められて

いたものを，文化財保護法という統ー的な法制とするのに必要な概念として

使われた。 

我が国の文化財保護行政は，その制度が明治期に創設され，その時代の状

況に応じた改正を行うなど，制度の充実を重ねながら今日に至っている。そ

の間，保護対象の拡大，保護手法の多様化，国と地方公共団体が一体となっ

た保護施策の実施などが行われてきており，現在の文化財保護法に受け継が

れている。 

第2節 文化財保護法の改正と関連法の制定 

．文化財保護法の概要 

昭和24年 1月26日の法隆寺金堂壁画の焼損等を契機として，議員立法によ 
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り25年に文化財保護法が成立した。 

現在の文化財保護法では有形文化財，無形文化財，民俗文化財‘記念物， 

文化的景観及び伝統的建造物群（町並み）の 6分野を文化財として定義し， 

これらの文化財のうち重要なものを文化審議会の答申を受けて文部科学大臣

が指定・選定等して，国の重点的な保護の対象としている。指定・選定等さ

れた文化財については，現状変更．修理, 輸出などに一定の制限が課される

―方，有形の文化財については保存修理，防災，買上げ等により，無形の文

化財については伝承者養成，記録作成等に対して助成するなど，保護のため

に必要な助成措置を講じている。 

また，開発等により保護の必要性が高まっている近代等の文化財（有形文

化財，有形民俗文化財，記念物）を対象とし， ヒ記の指定制度を補完するも

のとして，指定制度よりも緩やかな保護措置を講じる登録制度により，所有

者による自主的な保護を図っている。 

2．地方分権に向けた文化財保護法の改正 

「地方分権の推進を図るための関連法律の整備等に関する法律」が平成11 

年7月に公布され，12年4月1日から施行された。この法律により，文化財

保護法関係では，国の権限の都道府県等への委譲や機関委任事務制度の廃止

等に関する改正を行った（参照：第I部第6章第5節）。 

3．文化財の不法な輸出入等の規制と文化財保護法の改正 

小法な文化財取引を防 'I-.し，各国の文化財を不法な輸出入などの危険から

保護することを目的として，我が国は，平成14年に「文化財の不法な輸出入

等の規制等に関する法律」の制定と文化財保護法の改正を行い，「文化財の

不法な輸入，輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約 

（文化！！」ー不法輸出人等禁」ト条約）」を締結した。その主な内容は以下のとお

りである。 
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〇外国の博物館などから盗取されたもので文部科学省令で定める文化財 

（特定外国文化財）は，原則輸入禁止。 

〇特定外国文化財の盗難の被害者については．現行民法で認められてい

る代価弁償を条件とし，回復請求期間を2年間から特例として10年間

に延長。 

〇重要有形民俗文化財の輸出が届出制から許可制 
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4．平成16年の文化財保護制度の改正について 

平成14年12月に閣議決定された「文化芸術の振興に関する基本的な方針」 

や文化審議会答申等における指摘を踏まえ，16年の通常国会に「文化財保護

法の一部を改正する法律案」が提出され，5月21日に成立した（17年4月1 

日施行）。 

具体的には，棚田や里山など，人と自然のかかわりの中で作りIilされた 

「文化的景観」 を新たに保護の対象とし，国は都道府県又は市町村の申出に

基づき，特に重要なものを重要文化的景観として選定し，支援することとし

た。 
か じ 

また，鍛冶や船大工などの生活や生産のための用具，用品等に関する製作

技術など地域において伝承されてきた「民俗技術」を民俗文化財として新た

に保護の対象とした（参照：第I部第6章第3節）。 

さらに，開発などにより保護の必要性が高まっている近代の文化財などの

保護を図るため，届出制と指導・助言・勧告を基本とする緩やかな保護措遣

を講ずる登録制度を，従来の建造物に加え，他の有形の文化財（建造物以外

の有形文化財，有形の民俗文化財及び記念物）にも拡充した（参照：第I部

第6章第 4 節）。  

5．武力紛争の際の文化財の保護 

我が国は，武力紛争時における文化財の保護を目的とする 「武力紛争の際

の文化財の保護に関する条約」などを締結し，あわせて，平成19年 4月に 

「武力紛争の際の文化財の保護に関する法律」を制定した。法律の主な内容

は以下のとおりとなっている。 

〇武力紛争時に他国に占領された地域（被占領地域）から流出した文化財

を「被占領地域流出文化財」として指定し,輸入の規制を行う。 

〇武力紛争時における文化財の識別のため，条約の保護を受ける文化財な

どに「特殊標章（ブルーシールド）」を使用することができる。 

1 	時において戦闘行為として文化財を損壊する行為又は文化財を 

i 	  

この条約は世界遺産条約や文化財不法輸出入等禁止条約と並び，文化財の

保護のための国際的な法的枠組みの主要な部分を構成するものであり，この

法律は，文化力によって国際貢献を行う我が国の姿勢を示すものである。 

第3節 有形文化財の保存と活用 

1．有形文化財とは 

建造物，絵画，工芸品，彫刻，書跡，典籍, 古文書，考古資料，歴史資料

などの有形の文化的所産で，我が国にとって歴史上，芸術上，学術上価値の

高いものを総称して有形文化財と呼ぶ。このうち，建造物以外のものを総称

して「美術工芸品」 と呼んでいる。 

2．国宝，重要文化財の指定 

国は有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定し，さらに世界文化

の見地から特に価値の高いものを国宝に指定して保護している。また，指定

制度を補完するものとして，緩やかな保護措置を講じる登録制度が設けられ 
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表4-1 国宝・重要文化財（建造物）時代別

指定・棟数 

平成20年3月31日現在 

種類別 	件 数“ 

262 
(257) 
3648 

22 

208 

5 

合 計 

（注）( ）内は国宝で内 

23 

172 

10 

562 

(257) 
4210 
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ている。 

(I）建造物 

平成20年3月末現在,2,328件，4210棟（うち国宝213件，257棟）の建造

物が指定されている。これらの指定文化財建造物については，現状変更を行

う場合に，文化財保護法の規定により文化庁長官の許可を要することとされ

ている。また，適切な時期に大小の保存修理が必要であり，修理事業は所有

者又は管理団体（指定文化財の適正な管理を行うため文化庁長官により指定 

された地方公共団体，その他の法人）が行うが，大半は国の補助事業として 
かや 

実施されている。我が国の歴史的建造物は多くが木で造られており，茅や 
Oわだ 

槍皮のような植物性の屋根を有するものを多数含んでいて，火災に対し極め 
ぜい 

て脆弱である。 このため．文化庁では，防災設備の設置について必要な補助

を行うことなどによりその保護を図っている。 

また，我が国の近代化の過程で生み出された貴重な文化遺産でありながら

も，社会の変化の中で急速に失われつつある近代の建造物について，所在の

特定やその特微を明らかにするための全国的な調査を行っている。 こうした

調査の成果に基づいて重要文化財に指定された近代の建造物も増えつつあ

る0 

平成8年の文化財保護法改正によって，国・地方公共団体の指定以外の建

造物のうち，保存及び活用のための措置が特に必要とされる文化財建造物

を，「登録有形文化財」として，文部大臣が文化財登録原簿に登録する文化

財登録制度が導入された。この制度は，近年の国土開発，都市計画の進展， 

生活様式の変化等により，社会的評価を受ける問もなく消滅の危機にさらさ

れている多種多様かつ大量の近代を中心とする文化財建造物を後世に幅広く

継承していくため，届出制と指導・助言を基本とする緩やかな保護措遺を講

じる制度であり，従来の指定制度を補完するものである。 
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住宅や公共建築などの建築物をはじめ， 
やぐら 

橋や堤防などの土木構造物，堀や櫓などの

工作物など様々な建造物が登録され，平成 

17年12月には登録件数カ5,000件を超えた。 

加年 3月末現在6824件が登録され，その

所在は47都道府県693市町村（区）に及ん

でいる。 

(2）美術工芸品 

美術工芸品の国による指定は，現在の文

化財保護法の下で，平成20年3月末現在， 

10283件（うち国宝861件）の指定が行わ

れている。 

第4章 文化財の保存と活用 

国宝・重要文化財の管理・修復は，所有者又は管理団体が行うこととされ

ている。国宝・重要文化財（美術工芸品）の所有者別件数は，社寺所有のも

のが約60％を占めている。 

これらの指定文化財については，現状を変更し，あるいはその保存に影響

を及ぽす行為をしようとする場合，許可を要することとされており，また， 

海外展等のため必要と認めて許可した場合を除き輸出が禁止されている。国

は，その保存や修理等に対して国庫補助を行うなどの援助を行っており，文

化庁長官は，その管理・修理や公開などに関して，指示を行うことができる

こととされている。 

また，平成17年4月から美術工芸品の分野にも文化財登録制度が採用さ

れ，20年 3月末現在，有田磁器をはじめ，6件の登録が行われている（参

照：第I部第6章第4節）。 

3．保存・活用のための取組 

我が国の有形文化財は，木材などの植物性材料で作られているものが多

く，その価値を長く維持するためには，適切な周期での修理が必要であると

ともに防火などの防災対策が欠かせない。これらは所有者が行うことが原則

であるが，日常管理や保存修理に対する国庫補助制度や保存修理技術を継承

するための選定保存技術制度を設け，文化財を後世に残せるよう保護の充実

を図っている。 

文化財建造物については，地震や火災などの災害から文化財を守るため， 

国や地方公共団体の協力の下で，所有者などが事前に対策を講じることを支

援する取組を行っている。地震時における安全性の確保についての考え方を

取りまとめ，具体的な耐震診断の指針と手引を策定し，平成17年度からは耐

震診断の一部についても国庫補助による支援を行っている。 こうした施策を

通じて文化財を後世に残せるよう支援している。 

また，文化財建造物の更なる活用を目指し，文化庁では，所有者が保存活 
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類 種
 各個 

件
件
件

件
件

件
件
 

一
 
0
7

3
4
2

・
 
1
91
 

3件 
43件 
81件 

9 件 
38件 
10件 
14件 
5件 
7件 
2件 
2 件 

1件 
1件 
6件 
0件 
0件 
ll件 
3件 
7件 
1件 
0件 
0件 
0件 

3件 
14件 
25件 

1件 
1件 
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用計画を策定するための指針を取りまとめ，また建造物活用事例集（平成10 

年 4月，16年 3 月）を作成し．活用の事例についても幅広く紹介している。 

18年度からは文化財建造物の保護に民問活力を導入するため，NPO等によ

る文化財建造物活用の推進事業を実施している。 

さらに，文化財建造物の保存のために必要な植物性資材を安定的に確保す

るとともに，当該資材に関する技能者の育成．またこれらの資材や技能の確

保等に関する普及啓発のため，平成18年度から 「ふるさと文化財の森システ

ム推進事業」を実施し，文化財建造物の保存に必要な資材の供給林及び研修

林となるふるさと文化財の森の設定, 資材採取等の研修，普及啓発事業及び

文化財建造物保存修理公開‘展示事業を行っている。 

美術工芸品についても，重要文化財の鑑賞機会の拡大を図るため，展示や

体験学習を行うのに適した文化財保存施設の整備を推進するとともに，博物

館などの施設が開催する展覧会についてー部の経費を負担している。 

第4節 無形文化財の継承と発展 

1．無形文化財とは 

演劇，音楽，工芸技術，その他の無形の文化的所産で．我が国にとって歴

史上または芸術上価値の高いものを「無形文化財」 と言う。無形文化財は， 

人間の「わざ」そのものであり，其体的にはそのわざを体得した個人又は個

人の集団によって体現されるものである。 

2．重要無形文化財の指定及び保持者等の認定 

国は，無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定し，同時に， 

これらのわざを高度に体現している者を保持者又は保持団体に認定し，我が

国の伝統的なわざの継承を図っている。保持者等の認定には，「各個認定」， 

「総合認定」．「保持団体認定」の 3方式が採られている。 

① 各 個 認 定 重要無形文化財である芸能又は工芸技術を高度に体  

現・体得している者を認定（いわゆる 「人問国宝」）。 

② 総合認定 能, 議舞夜など，二人以上の者が一体となって舞台を

構成している芸能の場合，そのわざを高度に体現して

いる者が構成している団体構成員を認定。 

例：宮内庁式部職楽部部員→重要無形文化財「雅楽」 

の（総合認定）保持者に認定 

③ 保持団体認定 重要無形文化財の性格上個人的特色が薄く，かつ当該

わざを保持する者が多数居る場合には，これらの者が

主たる構成員となっている団体を認定。 

例：重要無形文化財久留米耕技術保持者会→重要無形

文化財「久留米耕」の保持団体に認定 

重要無形文化財等保持者等認定件数 

平成20年 3月31日現在 

指定件数 

種 類 各個定1麓暴轟蒼 
雅 	楽， 
能 楽二
文 楽“ 
歌舞伎
組 踊
音 楽
舞 踊
演 芸
小計 
陶 芸
染 織
漆 芸‘ 
金 工コ
木竹工
人 形 1 

手漉和級」 
小計 I 
合計“ーー’ 

表4一3 

能 

工芸技術 
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表4一4 重要民俗文化財指定件数 

重要有形民俗文化財指定件数 	 重要無形民俗文化財指定件数 
平成20年 3月31日現在 	平成加年 3月31日現在 

簾購「履の篇電筆 
種 類 

I衣食住に用いられるもの 

！生産，生業に用いられるもの 

！交通．運輸，通信に用いられるもの 

I交易に用いられるものー」 

I 社会生活に用いられるもの 

I 信仰に用いられるもの 

’民俗知識に関して用いられるもの 

、民俗芸能．娯楽，遊戯に用いられるもの 

人の一生に関して用いられるもの 

年中行事に用いられるもの 

合 計 

畔
唯
叫

淋
附

琳

淋
耕
一
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第5節 民俗文化財の保存と継承 

1．民俗文化財とは 

我が国には，それぞれの地域に根ざした衣食住・生業・信仰・年中行事等

に関する風俗慣習，民俗芸能, 民俗技術及びこれらに用いられる衣服，器

具，家屋，その他の物件など，人々が日常生活の中で創造し, 継承してきた

有形・無形の民俗文化財がある。 これらは国民の生活の推移を理解する上で

欠くことのできないものである。 

なお，民俗技術は，生活や生産に関する用具・jl」品等の製作技術など地域

において伝承されてきた技術を保護するため，平成17年4月に施行された文

化財保護法の一部を改正する法律により新たに民俗文化財の定義に追加され

たものである（参照：第I部第6章第 3 節）。 

2．重要有形・無形民俗文化財の指定等 

国は．有形，無形の民俗文化財のうち, 特に重要なものを「重要有形民俗

文化財」，「重要無形民俗文化財」に指定し．その保存と継承を図っている。 

重要無形文化財の保護のため，国は，各個認定の保持者に対し，特別助成

金（年額2叩万円）を交付しているほか．保持団体‘地方公共団体等の行う

伝承者養成事業, 公開事業等に対しその経費の一部を助成している。このほ

か，国立劇場においては，能楽，文楽，議舞夜，統論り演芸等の芸能に関し

て，それぞれの後継者養成のための研修事業等を行っている。 

また，重要無形文化財に指定されていないものの，我が国の芸能や工芸技

術の変遷を知る上で貴重であり‘記録作成や公開等を行う必要がある無形の

文化財について，「記録作成等の措置を講ずべき無形文イヒ貝」」 として選択し， 

国や地方公共団体が記録作成を行っている。 
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群致範「」 
193 (23) 

~ 

貝塚’古墳等

都城跡等

社寺跡等 

岩石‘洞穴
峡谷・渓流 

学校その他教育・学術・文化
に関する週跡 

医療施設その他社会・生活に
関する遺跡 

交通施設その他経済・生産活
動に関する遺跡 

墳墓‘碑等 

旧宅・園池等 

外国及び外国人に関する遺跡 

島 
湧泉 

，浜
喚 
噛 

丘陵・高原・平原 
河川 	 1 
展望地点 	 10 

一一一一一ーー 合計 

（注）( ）内は特別名勝で内数 

天然記念物の種類別指定件数 

平成20年3月31日現在 

数 
192 (21) 
541 (30) 

地質鉱物 一ーー二122旦．(29工
天然保護区域 i 23(4) 

合計 	 982(75) 

（注）( ）内は特別天然記念物で内数 
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（注）( ）内は特別史跡で内数 

1 

652 
('4) 
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また，重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち，特に記録作成な

どを行う必要があるものを「記録作成等の措世を講ずべき民俗文化財」に選

定している。 

民俗文化財は，日常生活に基盤を置くものであり,近年，急激に消滅変貌

する傾向にある。このため，文化庁では，重要有形民俗文化財・に指定された 
ぼこ 

山鉾などの修理事業や民俗芸能などの用具の製作・修理事業，伝承者養成事

業など重要有形民俗文化財や重要無形民俗文化財の保護のために必要な事業

に対する補助を行っている。このような施策を通じてそれぞれの地域に根ざ

す民俗文化財の保存・継承を図っている。 

第6節 記念物の保存と活用 

1．記念物とは 

記念物とは以下の文化財の総称である。 

① 貝づか，古墳，都城跡．城跡，旧宅等の遺跡で我が国にとって歴史上 

又は学術上価値の高いもの 

② 庭園，嘱鰐峡谷，海浜，山岳などの名勝地で我が国にとって芸術上 

又は観賞上価値の高いもの 

③ 動物，植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの 

2．史跡，名勝，天然記念物の指定 

国は記念物のうち重要なものを．前述の区分に従って，「史跡」，「名勝」， 

「天然記念物」に指定し，保護を図っている。そのうち特に重要なものにつ

いては，それぞれ「特別史跡」，「特別名勝」，「特別天然記念物」に指定して

いる0 

史跡については縄文時代の集落や古墳，古代の宮殿，中世の城館，近世の

城跡などの遺跡が指定され，保護されてきたが,近代の遺跡については，幾

つかの遺跡は指定されているものの，体系的な保護の施策の立案とその実施 

234 

が課題となっている。 

名勝については，近年，発掘調査により様相が明らかとなった庭園遺構， 

地域の風土的特色を有する庭園．各地方に所在して時代的・風土的特色を有

し日本の文化における多様性を表す風景などにも重点を置き指定を進めてい 

表4-5 史跡・名勝・天然記念物指定件数 

史跡の種類別・時代別指定件数 	 名勝の種類別指定件数 

平成20年3月31日現在 	 平成20年3月31日現在 
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第4章 文化財の保存と活用 

るが，公園など近代に特徴ある優れた名勝地について，その保護が課題と

なっている。 

天然記念物については, カモシカなどの野生動物，湿原などの原生的自

然，火山でできた断層などの自然現象から，鎮守の森などの地域のシンボ

ル，業犬などの家畜・条篇など，人との結び付きが強いものまで多様なもの

を指定してきたが， F潟や海浜などの我が国の自然の多様性を示す地形やそ

こに生息する動植物の保護が課題となっている。 

‘保存・活用するための取組 

史跡等に指定されたものについては，現状を変更し，あるいはその保存に  

影響を及ぽす行為をしようとする場合，文化財保護法により，文化庁長官の

許可を要することとされている。また，地方公共団体が国庫補助を受けてそ

の土地等を買い取ることにより実質的な補償に配慮するとともに，史跡等の

保存活用を広く図るため，国庫補助によりその整備を行っている。 

また，開発等により保護の必要性が高まっている近代等の記念物に対し

て，届山制と指導等を基本とする緩やかな保護措置を講じ，所有者の自主的

な保護を図る「登録記念物」の制度が導入され，平成20年 3月末現在28件が

登録されている（参照：第I部第6章第 4節）。 

第7節 文化的景観の保存と活用 

1．文化的景観とは 

地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景

観地で国民の生活又は生業の理解のため欠くことができないものを「文化的

景観」 と言う。このような文化的景観は，我が国の社会・産業構造の変化や

国民生活・意識の変化によりその価値が認識されないまま失われつつある

が，人と自然とがかかわる中ではぐくまれた豊かな文化的価値が込められて

いるため，国民共通の財産として次世代に継承していく必要がある。 

2．重要文化的景観の選定 

国は，文化的景観のうち，都道府県又は市町村の申山に基づき，特に重要

なものを重要文化的景観として選定している。 

平成18年1月には，「益鉄蒔の水郷」（滋賀県）が第1号の重要文化的景

観に選定された（参照：第I部第6章第2節）。 

i◆重要文化的景観―覧 

1《平成18年》 

I ・近江ハ幡の水郷（滋賀県） 

236 
	

237 



図4-2 重要伝統的建造物群保存地区一覧 
溌町 	北海道 53萩市堀内ll!iI 	武家町 	山口 
武蛮町 2i2 54荻市平安古地区 武家町 山口 
商；罵町 	幽議 弱萩市浜的 	 港町 	UI口 
武琢町 	写子 め柳井Iii百 II)並帰 	~月承叫 	I_I Il_I 
武象町 	秋田 57天鳥市脇町南町 商家町 	徳島 
宿堺町 	拙島 58三好市東祖谷山村落合山村鍛落 徳島 
山村・難墨集落群馬 59丸亀市塩飽本島町笠島港町 	‘Iリ 
商家町 	」舜玉 印内子町ハ日市皿国 製蝋町 	受燃 
商案町 	千葉 61窒戸市首艮川町 在郷町 	高知 
港町 	新潟 肥朝倉市秋月 	城下町 	福岡 
面家町 	冨山 昭ノ、女市I、女桐島 商軍町 	揺岡 
山村焦悪 冨山 64うきは市筑織吉井 在郷町 	福岡 
山村鍛落 冨山 65有田町有田内山 製磁町 	佐団 

醒豊落 言帯 器鵠鍋欝浜金臓町豊翻在郷町佳貰

鷲町協中宿麟 纏冨需思、林宿贈町 驚 
宿堺 I 養蚕町 畏野 70 長崎市尚山手 	港8) 	長崎 
価塊町 	長野 -Il 雲仙市神代小路 武ぶ町 	長埼 
宿堺町 	に野 22日I日市豆田町 	商軍馴 	火分 
深工町 	長野 刀日両市鰍肥 	武家町 	宮崎 
山村集酒 民野 74日向市美々誹 	港町 	宮崎 
尚家町 	岐阜 万椎葉村十根川 	山村無落 宮崎 

騒胃 器 男競鷲鮫牙臓 繰II 競貫 
商家町 	岐阜 78 知覧町如臨 	武家町 	鹿児冊 
山村集落 岐阜 79渡名言村渡名喜島 島の農村鍛落 沖縄
宿塀町 三盈 即竹冨町竹富島 島の蹴村集落 沖縄
里坊群・門前町灘賀 
商敏町 滋賀
農村集落 滋興
社豪町 京都
門前町 京謀
茶屋町 京部
門前町 京郡
山村鍛落 京都
製識町 京都 
漁村 	京都 
寺内町・在帰町大臓 
港町 	兵雁 
城下町 兵鵬
城下町 兵庫
商象町 豪臣
寺内‘I・庄柵町 奈良
醸造町 和敵山
商躍町 鳥取
鉱山町 島根
港町・潟泉町 島根 

岡山
岡山
広島 

港町 
	

広島 

1函館市元町米広町 
2弘前市仲町 
3黒石市中町 
4 金ケ崎町城内諏訪小路 
5仙北市角館 
6下郷町大内宿 
7六合村赤岩 
8川越市川越 
9番取市佐原 
10佐演市宿根木 
11局岡市山町筋 
12剛砺市相倉 
13附砺市菅沼 
14 金沢市東山ひがし 
15加賃市加賀偶立 
16若独町熊川宿 
17早川町赤沢 
18東舞市海野宿 
19陶不鯨町要龍盾 
加塩尻市矛艮井 
21塩尻市木曾平沢 
差白馬村青鬼 
23高“」市三町 
24 高山市下ニ之町大即i町 
25美渓市英豪町 
26恵那市岩村町木通り 
27白川村荻町 
26 亀山市閃鷹 
29大津市坂木 
如近江ハ幡市ハ輪 
31束近江市五．荘金堂 
紀京部市上賀茂 
田京都市産寧坂 
別京都市概圏新矯 
笥京都市脱峨鳥居本 
36商丹市美山町北 
田与謝野町加悦 
認伊根町伊根浦 
約冨田林市富田林 
加神戸市北野町山本通 
41廉山市護山 
42豊岡市出石 
43宇陀市松山 
44 接原市今井町 
妬況茂町湯茂 
46倉皆市打吹玉川 
47大田市大森銀LLI 
48大田市温泉津 
49倉敷市倉敵川畔 
印肩梁市欧屋 
51竹原市竹原地区 
曳呉市豊町御手洗 

品 
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‘望蘭栄等の農村景観（岩手県） 

《平成19年》 

・アイヌの伝統と近代開拓による3)嘉川流域の文化的景観 

（北海道） 

姦手菜番蒲の段畑（愛媛県） 

《平成20年〉 

・遠野荒川高原牧場（岩手県） 

高島市蕎承・西浜・知閃の水辺景観（滋賀県） 
お ん た 

・小鹿田焼の里（大分県） 

3．保存・活用のための取組 

文化庁は，都道府県又は市川j.*寸が行う文化的景観の歴史的変遷等の調査や

文化的景観保存計画の策定，普及・啓発．重要文化的景観の整備等に関する

事業に国庫補助を行っている（参照：第I部第6章第2節）。 

第8節 歴史的集落・町並みの保存と活用 

1．伝統的建造物群とは 

周囲の環境と一体を成して魔史的風致を形成している伝統的な建造物群を

伝統的建造物群と呼び．城下町や宿場町，門前町．農漁村集落などがこれに

当たる。これらの中で価値の高い伝統的建造物群を有する市町村では，伝統

的建造物群及びこれと一体を成して価値を形成している環境を保存するため

に伝統的建造物群保存地区を定め，伝統的建造物の現状変更の規制などを行

い，歴史的集落や町並みの保存と活用を図っている。 

2．重要伝統的建造物群保存地区の選定 

昭和50年の文化財保護法の改正によって伝統的建造物群保存地区の制度が 
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発足し，城下町，宿場町，門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並み

の保存が図られるようになった。市町村は，伝統的建造物群保存地区を定

め，また，地区内の保存事業を計画的に進めるために，保存条例に基づき保

存計画を定めている。国は市町村からの巾山を受けて，我が国にとって価値

が高いと判断されるものを重要伝統的建造物群保存地区として選定してい 

平成20年 3月末現在，重要伝統的建造物群保存地区は．69市町村で80地区 

（合計面積約3.019.4ha）あり，約1万4.600件の建造物が保存すべき伝統的建

造物として特定されている。 

3．保存・活用のための取組 

文化庁は，重要伝統的建造物群保存地区において，伝統的建造物の修理， 

伝統的建造物群以外の建築物などの修景，防災のための施設・設備の設遣， 

建造物や土地の公有化などの市町村が行う事業に国庫補助を行っている。  

第4章 文化財の保存と活用 

L第9節 文化財保存技術の保護 

国は，文化財の保存のため

に欠くことのできない伝統的

な技術・技能で，保存措置を

講ずる必要があるものを選定

保存技術として選定し，保護

を図っている。また，そうし

た技術・技能を正しく体得し

ているものを保持者として， 

技術・修理の保存のための事

業を行う団体を保存団体とし

て認定している。また，木造彫刻や建造物の修理などの伝統的な技法による 

文化財の修理技術や，漆や崖根鷺薄密筆などの原材料・用具などの生産・ 

製作技術の保存のため，保持者や保存団体が行う技術の錬磨，伝承者の養 

成，記録作成事業に対して補助を行っている。 

さらに，文化財の保存に欠かせない用具・原材料などの存立基盤は，産業 

構造の変化などにより急速に失われつつあるため，これらの現状を調査し， 

確保方策について検討を行っている。 

第10節 埋蔵文化財の保護 

埋蔵文化財とは，個性豊かな地域の歴史的・文化的環境を形作る国民共有

の貴重な財産である。これまでの埋蔵文化財行政は，開発事業等に伴う遺跡

の内容確認調査の実施や，その保存のための調整，そして現状保存すること

ができない遺跡については記録保存のための発掘調査を円滑かつ迅速に実施

することが大きな課題であった。こうしたことから文化庁では，平成6年10 

月に「埋蔵文化財発掘調査等整備充実に関する調査研究委員会」 を設置し， 

出土品の取扱いなどの様々な課題について調査研究を進めてきた。その成果 
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爵 

I第』滴艮 ～10年間の文化行政のあらまし～ 

6 我が国の世界遺産ー覧表記載物件（文化遺産11件，自然遣産3件） 

物 件 名 

法隆寺地域の仏教建造物 

12 姫路城 

I3 屋久島 
4 白神山地 

5 古都京都の文化財 
i6 白川郷・五箇山の合掌造り集落 
'7 原爆ドーム 

【 8 厳島神社 

19 古都奈良の文化財 

ilo 日光の社寺 

ill 琉球王国のグスク及び関連遺産群 

i12 紀伊山地の霊場と参詣道 

「iむ知床ーーー 一 	ー 
~ 14 石見銀山遺跡とその文化的景観 

所 在 

奈良県 
兵庫県 

鹿児島県 

青森県，秋田県 

京都府，滋賀県 

岐阜県，富山県 

広島県 

l広島県 
奈良県 

‘栃木県 

沖縄県 

三重県，奈良県， 
和歌山県 

北海道 

l島根県 

に頭頭薫薫愛 
~乎成5生12月達血」 

化 
」自然 

刀 	I 自然 

平成6年12月T文花 
~一~一 “ 一一 ’●~~ 

ーィヒ 蕪 
ー i平~ィヒ l平成8年12月三文化ー 
I H 一汝花
主平成10焦12見文1し 
i平成11年12月 文化 

「平成i雁j“月i薫tに 

~平成16年7月 1 文化

ひ1Z成17 7葛宣然二
一ーし壬成19無2旦“区1鳥 

については，報告書が刊行されるたびに各都道府県に通知を行い，各地方公

共団体ではそれを受けて取扱い基準の策定など，必要な施策が行われてい 

る。 

第I1節 世界遺産 

1．世界遺産条約 

世界遺産条約は，地球上に存在する様々な文化遺産，自然遺産を世界のす

べての人にとってかけがえのない遺産として保護していこうとする考えか

ら，昭和47年にユネスコ総会で採択された。平成20年11月末現在，185か国

が締結しており，日本は 4年に締結している（参照：第I部第8章第1節）。  

平成20年 3月31日現在 

文化遺産として世界遺産一覧表に記載された。 

日本では平成20年11月時点で文化遺産ii件，自然遺産3件の合計14件が世

界遺産一覧表に記載されている（第I部第8章第2節）。 

世界遺産への登録を推進することは，我が国の貴重な文化遺産の国際的な

価値が評価されるとともに，登録を目指す過程で地域における総合的な文化

財保護の取組が格段に充実するという点で大きな意義がある。 

我が国は，世界遺産委員会の委員国（2003-2007（平成15-19）年）を務

めているほか，ユネスコ文化遺産保存日本信託基金などを通じ，世界におけ

る文化遺産の保全のための様々な支援を行っている。 

2．世界遺産の登録・推薦の取組について 
	

第12節 無形文化遺産の保護 

世界遺産委員会では，世界各国からの推薦に基づき．顕著な普遍的価値を 
	

生活形態や価値観の変化に伴い，各国・地域の無形文化遺産が急速に失わ 

有する遺産を世界遺産に登録している。平成19年には，ニュージーランドに 
	

れつつある中で，その保護のための国際的な取組が必要とされている。我が 

て第31回世界遺産委員会が開催され．「岩克銀山遺跡とその文化的景観」が 
	

国の文化財保護法においては，各国に先駆けて無形文化遺産を保護対象と 
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し，この分野において積極的な取組を行っている。 

平成15年10月には，ユネスコ総会において，無形文化遺産の保護に関し拘

束力のある初めての国際的な法的枠組みとして「無形文化遺産の保護に関す

る条約」が採択された。我が国は，本条約の早期発効を促すため,16年6月 

15日に3番目の締約国となった。 

本条約は，平成18年4月に発効し，104か国が締結している（20年11月末

現在）（参照：第I部第9章）。 

第1節 我が国の美術館・歴史博物館の概要 

平成17年度社会教育調査によると, 我が国には1,196館の登録博物館・博

物館相当施設があるが，そのうちの828館が美術博物館（いわゆる 「美術

館」。主として美術に関する資料の収集・保管・展示を行う博物館）と歴史 

博物館（主として歴史及び民俗に関する資料の収集・保管・展示を行う博物

館）であり，全体の約7割を占めている。 

第2節 公私立の美術館・歴史博物館への支援 

文化庁では，美術館・歴史博物館が地域住民の文化芸術活動・学習活動の

場として積極的に活用され，文化芸術の発信の拠点としての機能が充実する

よう，教育普及事業等をはじめとする事業に対する支援や人材養成などを

行っている。 

1．芸術拠点形成事業（ミュージアムタウン構想の推進） 

美術館・歴史博物館が地域の文化芸術の発信拠点としての機能の充実を図

るため，文化庁では，平成14年度から「芸術拠点形成事業」による支援を

行っている。 

今日，各地で推進されている地域活性化の取組において，地域文化の中核

としての美術館・歴史博物館がその活動を通じて果たす役割はー層増大し， 

地域活性化の取組との連携を視野に入れた活動の具体化が望まれているとこ

ろである。 

このため，従来の「展覧会事業等支援」 を改め，平成19イI 度からは, 
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「ミュージアムタウン構想の推進」 として，美術館・歴史博物館の施設や連

営全体が地域に開かれ，常に人々が集い，人々に親しまれる，魅力あふれる

場を構築するための支援を行っている。 

本事業では，子どもたちに本物の美術・文化財に触れる機会を提供すると

ともに，これらの取組を通じて，地域の文化資源を生かした魅力あるまちづ

くりを実現することをH的とし，美術館・歴史博物館を拠点に，地域の子ど

もたちが文化芸術体験活動を行う事業を中心に支援を行っている。 

◆芸術拠点形成事業（ミュージアムタウン構想の推進）の支援対象となる事業

① 子どもを対象としたミュージアム事業及びその開発にかかわる事業 

（例） 

・子どもたちがミュージアムに親しむためのプログラム，ツールの開発事業 

・地域の小中学生等を対象とし，本物の美術や文化財に触れる機会を提供する

事業 

・学校教育との連携を促進するミュージアム事業 

・教師と連携した鑑賞教室 ,体験学習等を実施する事業 

② ミュージアムを核とした地域文化資源の整備・活用にかかわる事業 

（例） 

・文化財マップ，ミュージアムガイドを作成する事業 

・地域の歴史や文化を掘り起こし，地域に発信する事業 

・子どもたちが地域の歴史や文化財に親しむためのプログラム．ツールの開発

事業 

③ ミュージアムを核とした地域の人材・組織の育成・連携・活用にかかわる事

業 

（例） 

・子どもの教育・育成にかかわる人材・組織の育成‘参画を促進するミュージ

アム事業 

・ミュージアムを支援するボランティア組織を育成する事業 

・ミュージアムにおける自由な学びを推進するプログラム開発事業  

第5章 美術館・歴史博物館の振興 

④ 地域振興と一体となったミュージアム事業 

（例） 

・地元の伝統行事やフエスティパル等と連携し，地域振興に貢献するミュージ

アム事業 

術拠点形成事業による支援の実績 

平成14年度 	31件 

平成15年度 	34件 

平成16年度 43件
平成17年度 35件 

平成18年度 	28件 

平成19年度 51件 

※平成18年度までは「展覧会事業等支援」，19年度からは「ミュージアムタ 

ウン構想の推進」として実施 
Lーー 

2．美術館・歴史博物館支援方策策定事業～まちに活きるミユージアム～ 

文化庁では，平成18年度から，美術館・歴史博物館の連営状況の調査を通

じ，これらの支援方策を策定することを目的として，美術館・歴史博物館支

援方策策定事業を実施している。18年度は，全国の公立の美術館・歴史博物

館の組織及び運営状況の調査を行った。19年度は私立の美術館・歴史博物館

の組織及ぴ運営状況の調査を行い，これらの結果を踏まえ，20年度に今後の

美術館・歴史博物館の支援方策を検討，策定することとしている。 

3‘美術館・歴史博物館を支える人材の養成等 

公私立の美術館・歴史博物館の学芸員などの専門的な知識や技術を向上さ

せ，美術館・歴史博物館活動の充実を図ることが求められている。このた

め，文化庁では，国立美術館・国立博物館などの協力を得て，企画展示セミ

ナー．運営研究協議会など．様々な研修会や講習を実施している。 
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図5 一1 芸術拠点形成事業による支援の実績 
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ミ 平成18年度までは~展覧会事業等支援上 平成19年度からは「ミュージアムタウン構想の推進」 

として実施 

‘ー第 3節 登録美術品制度の実施 

近年，我が国では美術に対する人々の関心が高まり，美術館が増加すると

ともに，美術館を訪れる人の数も増加している。しかし，国内には優れた美

術品が数多く存在すると思われるが, それらがすべて美術館において一般に

公開されているわけではなく，必ずしも十分に活用されないままになってい

ると考えられる。 

このような状況を踏まえ，平成10年12月に施行された「美術品の美術館に

おける公開の促進に関する法律」に基づき，登録美術品制度が発足した。本

制度は，個人や法人が所有する優れた美術品を登録して，美術館で公開する

ことにより，国民が優れた美術品を鑑賞する機会を拡大することを日的とし

ている。これまでに28件の美術品が登録されている（20年 3月末現在）。 

~＜登録美術品の特色＞ 

登録されても所有権は移転しない。 

美術館において専門家の手により安全かつ適切に管理され，5年以上に

わたって計画的に公開される。 

相続税を納税する際，登録美術品による物納を希望する場合は，ー般の

美術品に比べて物納することが容易となっている（相続税の物納の特例

措置）。 
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仲杉写三七“ 
~駒井音次郎 	 i東京国立近代美術館（工芸館） 

ジャソ・バティスト・カミーユ・コi村内美術館 
ロー 	 ~ 

ギュスターヴークールべ 	村内美術館 

オーギュヌ上‘ gダz~Iーーー，I刊内美1‘準 ―- I 
クロード・モネ 	 」埼玉県立近代美術館 

垣ウ芝ュ二又ニド乏2gワ 

違鰯竺誉一二綴麟欝監 

平成20年3月現在 

二ど．七証一 制作者 
ニ代 北岳横山朝左衛門孝純 ！東京国立近代美術館（工芸館） 

金森宗七（制作委嘱者） 	 ．東京国立近代美術館（工芸館） 

銅器会社（初代 山川孝次制作監督i東京国立近代美術館（工芸館） 
推定） 	 ~ 

菊花文飾壷 

花鳥文様象耳付大花瓶

金銀象巌環付花瓶 

黄銅製竹林観音彫花瓶 
鉄地金銀象巌人物図大飾田］ 

ヴィル・ダヴレーの力バスュ邸 

静物 
天使の堕落 

ルェルの眺め 
聖ステパノの選骸を抱え起こす弟子たち 

若き日の仏陀 

清宵 
り佳紙仏母像 
藤原興風像（佐竹本三十六歌仙切） 

継色紙（よしのかは） 
前熊コレクション能楽資料（能面74面、 
装束146点、楽器6点、認本100冊） 

東京国立崎物館

東京国立博物館

東京国立槽物館
京部国立博物館 

~登録美術品の所有者と美術館の問で公 

L 召約の締結 

文化庁の審査 
文化庁長官が．美術品に関し広

識見を有する者の意見を参考に
の可否を決定 

図5-2 登録美術品公開までの流れ

美術品所有者から文化庁に申請 

-'10年問の文化行政のあらまし～ 	 第5章 美術館・歴史博物館の振興 

第4節 国立美術館 

我が国の国立の美術館は．昭和27年の国立近代美術館（現在の東京国立近

代美術館）の開館以降‘京都国立近代美術館，国立西洋美術館，国立国際美

術館が相次いで開館し，平成19年には 5館目となる国立新美術館が開館し

た。13年以降独立行政法人国立美術館がこれらの館の管理運営に当たってお

り，いずれの館も我が国の美術振興の中心的拠点として，個性豊かで多様な

活動を展開している。 

独立行政法人国立美術館は，我が国の芸術文化の創造と発展，国民の美的

感性の育成を図るため，①美術に関する作品等を広く国民に紹介するととも

に，美術創造活動の活性化を推進し，文化の向上・発展のため，多彩な活動

を展開すること,②我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・通史的

に提示し得るナショナルコレクションを形成し，後世に文化を継承していく

こと，③我が国の「顔」として海外の主要な国立美術館，作家等と連携し， 

美術を通じた国際文化交流を推進すること，④調査研究の成果及び国立美術

館が有する所蔵作品や人材を活用し，我が国の美術館のナショナルセンター 

として，美術館活動全体の充実に寄与すること，を目標に活動している。 

独立行政法人化以降，国立美術館所蔵作品検索システムの公開や，教育普

及事業の実践に当たる人材の育成や地域における学校と美術館の連携を目的

とした「美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修」の実施な

ど，ナショナルセンターとしての役割を果たすために， 5館の連携の下に

様々な取組を実施している。 

1．東京国立近代美術館 

東京国立近代美術館は，昭和27年に国立近代美術館として東京都中央区京

橋に開館した。42年には京都国立近代美術館の設置に伴って東京国立近代美

術館となり，近・現代美術に関する我が国の美術館の中枢としての機能を果

たしている。 
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本館は，昭和44年に京橋から現在地

の千代田区北の丸公園に移転した。 ま

た，平成11年7月から約2年半を掛け

て，展示場の拡張．閲覧サービスので

きる図書資料室の整備，レストランや

ミュージアムショップの新設，休憩ス

ペースの増設など，観覧環境の整備と

充実並びに耐震性の強化を図るための

大規模な増改築工事が施され，14年1 

月にリニューアルオープンした。本館

では，おおむね今世紀初頭から現代に

至るまでの日本画，洋画，彫刻等の美

術作品を収集・保管・展示し，これら

に関する教育普及活動や調査研究を

行っている。 

工芸館は，重要文化財に指定されて

いる旧近衛師団司令部庁舎（北の丸公

園）を展示施設として昭和男年に開館

し，我が国の近・現代工芸に関する専

門的な施設として，工芸・デザイン作

品を収集・保管・展示し，これらに関

する教育普及活動や調査lij「究等の活動

を行っている。 

フィルムセンターは，当初の美術館 

（京橋）の建物を改装し，それまでの

映画部門を拡充して，昭和45年に東京

国立近代美術館フィルムセンターとし  

て開館した。また，61年には神奈川県相模原市に映画フィルム専用の収蔵庫

を持つ分館を設置した。その後,平成 7年には京橋の建物を新築し，映写

ホールの増加，図書室・展示室の新設等を行って，我が国唯一の国立の映画

保存・上映‘研究機関として，大幅にその機能を拡大した。 

2，京都国立近代美術館 

京都国立近代美術館は，京都市の誘致により，京都市勧業館別館を改修し

て昭和38年に，国立近代美術館京都分館として発足し，42年に京都国立近代

美術館として独立した。設置当初の施設は美術館として建設されたものでは

なく，美術館活動を行う上で不備な点が多かったため,59年から新館の建築

が行われ，61年10月に延べ面積10,000rr の現在の施設が完成した。 

現在，国内，国外の近代美術に関する作品その他の資料の収集・保管・展

示を行うとともに，これに関する調査研究を行っている。日本の近代美術史

の全体的な歩みを配慮しながらも，京都，関西ないし西日本の美術に比重を

置き，京都派の日本画，京都近代の洋画などの収集，展示を積極的に行って

いる。中でも，陶芸，染織などの工芸品に重点を置いた活動は大きな特色の 

ーつとなっている。 
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3，国立西洋美術館 

国立西洋美術館は，フランス政府から寄贈返還された松方コレクション 

（第ニ次世界大戦前に実業家松方幸次郎氏が収集した印象派の絵画及びロダ

ンの彫刻を中心とするフランス美術コレクション）を基に昭和34年に設置さ

れた。中世末期から20世紀初頭に至る西洋美術の流れが概観できる常設展の

ほか，欧米の美術館との長年の協力関係による調査研究を基とした作品の借

用により企画展を開催し，国民に対する西洋美術作品の紹介に力を注いでい

る。 また西洋美術に関する作品や資料の収集，作品の修復保存，教育普及活

動及び出版物の刊行等を行っている。 

同館は設立当初の本館（フランス人建築家，ル・コルビュジェ設計）のほ

か，昭和54年に新館,平成9年に企画展示館を新設し展示場の拡充を図って

いる。また，平成7年の阪神・淡路大震災を契機に来館者の安全確保のた

め，建物や彫刻作品に対する免震化等工事を行った。13年の独立行政法人化

後は．研究資料センターや版画素描閲覧室を開設し，我が国の西洋美術史研

究のセンター的役割の充実に努めている。本館は，19年12月に重要文化財 

（建造物）の指定を受けるとともに，20年2月にはフランス等各国共同で進

める 「ル・コルビュジエの建築と都市計画」の構成資産のーつとして，世界

遺産への登録を目指し， ネスコ世界遺産センターに推薦書を提出したとこ 

ろである。 

4．国立国際美術館 

国立国際美術館は，日本の美術と世界の美術とが密接な関係を持ちながら

発展してきていることを．時代や地域の区分を超えて示すことを目的に，昭 
なかの 

和52年に万国博美術館の施設を利用して開館し，平成16年11月に大阪・巾之

罵に世界でも珍しい，完全地下型の美術館として新築・移転した。 

現代美術を発信する美術館として，国内外の美術の動向を幅広く紹介し， 

国民の多様な期待にこたえるための活動に積極的に取り組み，歴史と文化を

継承する大阪・中之島の地における新たな文化の拠点として，市民に親しま

れる施設となることを日指している。 
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東京都中央区京橋 

（ソィルムセンター） 

設 置 昭和27年6月6日 分館設議 

年月日 	 1 昭和38年3月1日 

~独 立 

概要 近・現代災術に開~ 
する作品その他の員！
料を収集・保管し・~ 

鑑賞撮会を捉供し.l 
あわせてこれに関遅 I 
する皿董研究及び事 I 
業を行う。本館のほ
か．工芸館．フイIレ
ムセンターを運営す

る．フィルムセンi 
ターは．我が円にお
ける映画文化振興の
中枢となる映画に関~ 

する緯合的な保存・ I 
上映’研究扱閲を目~ 

指す． 	 i 

	

i 	 に開する作品及び買 

	

I 	 料を収集し．保衝し 

	

I 	 て鑑賞徴会を提供 

	

~ 	 Iし．あわせてこれら 

I  

	

~ 	 ！及び事業を行う。 

~独 立 	I 
~昭11142年6日1日 

「匠二員ft焚14iIrJ9I 
！する作品その他の資~に日本国政府及びフ 

，」を収集し．保管しiランス政府岡に成立 
~！豊与鷲 に錨賞扱会を捉供 I した合意に 

Iし‘あわせてこれに I ランス政府から日本 

I 闘連する醐査研究及 I 国政府に寄贈された 

Iび事業を行う。 ‘羨術に関する作品 
I 	 （松方コレクショ 

ン）並びに西洋美術 

日本美術の発展と 我が国の美術創造
世界の美術との関迎 活動の活性化のた 

持第n部． -10年問の文化行政のあらまし～ 

5，国立新美術館 

国立新美術館は．東京・六本木に国内最大級の展示スペース1万4,000 rn 

を有する 5番目の国立美術館として，平成18年7月に設置され，19年1月に

開館した（参照：第I部第3章第 3節）。 

同館は，我が国の美術創造活動の活性化のため，全国的な活動を行ってい

る美術団体などに展覧会会場の提供を行うとともに，新しい美術の動向を紹

介することなどを通じて，美術に関する新たな創造活動の展開やアーティス

トの育成等を支援している。また，展覧会活動と併せて美術に関する情報の

収集・提供や教育普及活動を展開するとともに，これに関連する調査研究を

行っている。  

第5章 美術館・歴史博物館の振興 

表5一2 国立美術館の概要 
（平成a）年3月31日現在 

「館 長~ 14」56芙 (l$. 239i薩嵐蒲ii長）ー瓢見二て蔀→簾繭弱甘t編厳). 碇i (1w. w"1 

i  
i役臓員数 I135名（理事良 1名．理事3名．鳳員131名) 

i自一ー一的 I 独立行政法人国立美術富Ii．員術館をi，置して．美術厳面を翫i；元繭扉品そあ他の資科を収集し‘ 

I 	I 保磯して公衆の観覧に供するとともに．これに関迎する調査及び研究並びに教阿及び普及の乎業等を行うこと 

~ 	によりI 芸術そ0×皿〕文化の振興を図ることを目的とする． 

主たる 
1事務所 J’、‘"''''''“ーーノーーー 
し, 一一ー．.. 

I資本金I81.019百万円 

落英編露簾京国立近代美術葡論l由五泳諭海1菌並茜嚢術儒ーーT藤菊蘇届層ー 
I名 称I 	 】 

i所在地 東京部千代田区北の 京都市左京区岡崎円i果京都台東区上野公 大阪市北区中之島 

I 	丸公園（本館・工芸 I 勝寺町 	 i園 

館） 

東京都千代田区北の丸公園3-1 

田立新美術館 

東京部港区穴本木 

を明らかにするため
に必製な美術に関す
る作品その11！」の黄料

を収集し‘保驚して
鑑賞槻会を捉供し． 

あわせてこれに関連
する調査研究及び事

業を行う。 

め．金国的な活動を
行っている美術団体
等に展覧会会場の提

供を行うとともに． 
新しい美術の動向を

紹介するなどを通じ
て．美術に関する新
たな創造活動の展開

やアーティストの育
成等を支援する．ま
た．焚衛に関する情

報の収集‘提供を行
い．あわせてこれに
関迎する調査研究を

行う， 

一
収
 

品 日本画‘洋画 	日本画・洋画 	日本画・洋西 	日本画・洋囲 

1.894件 	 1.393件 	 3刀件 	 561件 

水彩‘業描‘版四 

2.日田件 

彫刻 	2加件 

写翼 	瑚f「 

工芸（デザインを含む） 
9師件

その他 弱即F 
（計5.師件） 

水彩,案描・版画 水彩・棄描・版画 、水彩一累描・版画 

2.549件 	 a366件 	 3.868件 

彫刻 	423件 彫刻 	98件．彫刻 	101件 

写翼 	1.612件 写貝 	1.723件【工芸 	10件 

工芸（デザインを含む） 工芸 	a叩7件！その他 	166件 

2.648件 その他 	‘ 698件 	（'I4'5巧件） 

その他 

（計12.3叫件）【 

映画フィルム ・ 
51.594木i 
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（備考）1．国立国際美術館は．平成16年11月3日に大阪市中之島の新館に移転 

（備考）2．国立新美術館は平成19年1月21日に開館 

20加．an 

入 1・al〕・加(1 

聾 i.000.co 
"  
数 81〕‘α】0 

an加0 

400.000 

抑．加0 

平成10編度

平成n年度

平成に年度 

4一りり三年度式 

Tnじり「麟 
平鼻二 l「度」 

、1与1リー F ~度で 

rhl F度「 

Tn、HらこIこ藤 

年度」 

F厚 4叩・92§→  427・的8 1,113・叫31 皿237 

f鵬 	283,431 	127,823 	773,973 	・ 374,669 

「」度式 	229,119 	275.020 	800.329 	118.563 

「麟 546・517 461・703 983・045 印・0叩 

渡」 	525.900 	364.311 	662.854 	44.685 

I 度: 	725.020 	394.963 	999.917 	485.131 

渡「 1.196.794 284.301 824.336 1.788.175 

1藤 	997.997 	723.964 	612.330 	515.092 

I二 	663,5α］ 	225,273 	83〕，838 	澗4.382 

	

磁費睦 663・590 225・273 	・838 澗4・382 1・847・413 

京国立 京都樹立」,閣］乙西 j羊 翻立国際’圏 立 

代美無熱譲基懸無販羨三舞鍵鷺隣鰹遺騒盛遮鷺＝ 
321,278 	241,866 	414,367 ~ 	43,318 

830,838 744.382 

4.093.606 

498.694 3.348.077 

1,847,413 4,311.496 

窮「 

出三 

1.423.031 

2.041.355 

1.597.750 

2.6(巧.031 

1.982.854 

1.559.896 

1.020,829 

平成10 11 12 13 14 15 16 17 18 	19（年度） 

1.800.000 →ー東京国立近代美術館 
ー●ー京都国立近代美術館 

ta皿【xx〕 →一国立西洋美術館 

1.400.0001一畿難総館 

→ー東京国立近代美術館 
ー●ー京都国立近代美術館
・・＋一国立西洋美術館 
ー“ー酬立聞際美術館 

国立新美術館 

、 
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第5章 美術館・歴史博物館の振興 

図5-3 国立美術館入館者数の推移 

篇第5節 国立文化財機構 

我が国の国立博物館は，明治5年の文部省博物館（現在の東京国立博物

館）の開館以降，京都国立博物館，奈良国立陣物館が明治時代に開館した。 

平成17年には4番目となる九州国立博物館が開館した。13年以降独立行政法

人国立博物館がこれらの館の管理運営に当たり，各館とも国の文化財保護政

策の一翼を担う機関として,貴重な国民的財産である多数の国宝・重要文化  

財をはじめとする文化財を収集・保管・展示し、次代へ継承するとともにこ

れらを活用して国内外に我が国の歴史・伝統文化を発信するという重要な役

割を担ってきた。 

ー方，我が国の文化財研究の中核的研究機関として，貴重な文化財を未来

の人々に適切に継承していくために文化庁の施設等機関として東京国立文化

財研究所及び奈良国立文化財研究所が設世された。平成13年以降独立行政法

人文化財研究所が管埋運営に当たり，文化財の必要な知識・技術の基盤を形

成する重要な役割を担ってきた。 

その後，政府の「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）の

決定を踏まえ，両法人の統合を行う，「独立行政法人国立博物館法の一部を

改正する法律」が第166回国会において成立し，19年4月1日に独立行政法

人国立文化財機構が発足した（参照：第I部第2章第2節3.)。文化財の保

存及び活用という共通の目的を効果的かつ効率的に達成するため，両法人の

事務・事業を一体的に実施して管理運営に当たることとなり，我が国の文化

財行政の中心的拠点として，個性豊かで多様な活動を展開することとなっ

た。 

独立行政法人国立文化財機構は，貴重な国民的財産である文化財の保存及

び活用を図るため，①歴史・伝統文化の保存と継承の中心的拠点として，体

系的・通史的に収蔵品を整備し，次代へ継承すること，（②）所蔵する文化財を

活用し，歴史・伝統文化について国内外に発信すること,③我が国の文化財

研究の中核的機関として．貴重な文化財を次代へ継承していくために必要な

知識・技術の基盤を形成するための研究を行い，その成果の普及と活用を促

進すること，④文化財の保存科学・修復技術のナショナルセンターとして， 

有する人的・物的資源を最大限活ii」し，一体性を確保し，調査・研究を行う

こと，⑤国立博物館が有する収蔵品や人材を活用し，我が国の博物館のナ

ショナルセンターとして，公私立博物館を含めた博物館全体の活動の活性化

に寄与すること,を目標に活動している。 
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国立博物館 

【法人の概要】 
博物館を設置して．有形文化財を収

集,保管して公衆の観覧に供するととも
に，これらに関連する調査研究及び教育
普及の事業等を行う。 
・東京岡立博物館 ・奈良国立博物館 
・京都国立博物館 ・九州国立博物館 

[18年度予算】 

運営費交付金 Glo3百万円 
入場料収入等 1,045百万円 

【役員数】 
理事長・理事 4名 監事 2名 

文化財研究所 

【法人の概要】 
文化財に関する調査及び研究並びにこ

れに基づく資料の作成及びその公表等を

行う。 
・東京文化財研究j斤 
・奈良文化財研究所 

(18年度予算】 
連営費交付金 2.985百万円 
入場料収入等 42百万円 

【役員数】 
理事長・理事 2名 監事 2名 

入館者致 (1-119) 
臓員 

（ー般鋤 

（技臨・労曲履） 

ーー」照資Lー一 

（平成20年 3月31日現在） 

佐々木番平 (l，寧長，象都田立旧切館長），佐臨禎一（理m．巣京田立陣物昭艮). 潟山賢ー（豪艮田立仲物鰍長） 
三褐篇六（九州国立聞物館長）I 飴木規失（理堪．果京文化財研究所艮1. 田辺征夫（豪良文化羽研究所長） 

薫7名（館民・所長3名．二般電133名．技能・労協職網名‘研究員1鯛名）一 

独立行政法人田立文化財撫批は．時物田を設議して有形文化財を収集し．保価して公蜜の設覧「こ参可亙とともに
如剛に間する舞自及び研究等を行うことにより．潤正な園民的財産である文化財の保存及び活用を図ることを目 

”とする, 
束京都台卑区上野公圏聾-91 

ー 11.654百万円（運営費交付金8.771貢万巴●設整鰹‘髄助金1.6田配更】・鼻丞暴秦町収入1.1あ頁万円） 

1翼65豊」理畢）, 嘱曇」旦多一（プ韓職） 

一‘頑国簾繭繭一一「ー一警器乳器の槻聾 奈良国立櫛粉館 

声京都’讐占’公園13- 凄押奈都市東山区茶屋El 京良県示 L4rI 登大路町”野太*i(465 坂4-7 

無鷲ll物館ぐ鰻麟煽灘灘呼麟鰻り燕 

計 

二一ー二二、原菊と財切究所一一ー“ーー 	” 二二一」瓶執繭愛i二 
所在地 ー一 東’I縄貧里区よ野公園l3-43 

鰍冒年月旦 , 昭和'5無」う月お日 一 一ー一ーーー，ー一ー一 一 ー一ー照丑〕”年4月I日 」 ーーー 

I 醜が国及び“外開の美術及び我がI』助無形文化財の 1 平城富．鼻原宮. 飛見地域の発掘調査及び出土品・ 
訓竜 ,研究 	 覇構の闘査・研究 

2 支化！目に助ずる新たな凋血手法の研究・開発 	2 潟跡の保存・整鵬‘活用に図するー体的な調軍‘研 
3 科学技術の活用等による文化財の保存科学・修復技 究 

術に間する調慨・研究 	 3 古部所キ社寺所蔵の歴史資料毎の文化財の綱査・研 
主な事集 	4 全国の断物飽・契漸館からの要協に応じた町門的指 究 

5 文化財の保券・撃授に聞する匡I際昭力 	 調査●門職員等に対するm俸 

261 

絡西 	I1.50765!6i0 - - - 3.93365I0665 	 OiO件器wyt".二 21465 

豆覇 典籍‘古文、.171件 1 書輔 典籍 古文、.25165 」書亜 典苅 占文母 542 El. 田編 典鱒’古文書 147井 

彫刻 	123028.653
33238鍵ミ 	」鵬曹饗 

	

考古 14.77865
26.59765 

そこ他 	 37765

12.58)65 

そ；他 	 14165 

3.851件 

442.914人 

34名 

(13名） 

(8名） 

n3名） 

」-qu9鉢 ー 一一 4皿4ld人 

68J90A 一 片 492.414.A.I2I* 
(42名） 

(24名) 	4 	(6名) 	 (Se,) 	i 	(o名) 
(56名t一 

一 ーー． 	文化財明究肌．質興q〕鳳畢．．ー “，一、ー→． 	．  一一一ーー.ー ー 

'；画冒・研作 	 4 全円名地の発皿調資可に刃する指挿・助言及び発雌 

3 古部所キ社寺所蔵の歴史資料毎の文化財の綱査・研
究 

4 全円名地の発皿調資可に刃する指挿・助言及び発雌
調査，I9職員等に対するm俸 

5 飛屈両料加・平城宮跡血14館等における調査・研究 
のI巽累の1級 

旦ー発用如血翼I‘の驚桝ら皿竺亘匡聴昭九．ー 一 

飛鳥資料昭 
公岡日 火～日（9時-16時30分） 

ー般261〕円. 高・大学1361月 
m．師名 (1-119実級） 

資料館 
公聞日！火～日（9時-16時印分） 
級覧料：級料 
入昭者：89.4お名 (1-119実埴） 
原宮跡資料館 
公m日：月～金 (9町-16時加分） 
観覧料】鳳科 

一入邸覧 6.遊各退19雲圃 一一‘ー一ー一ー．ー一．一“ー 

80名 

(23名) 
(57) 
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第5章 美術館・歴史博物館の振興 

図5ー 国立博物館と文化財研究所の統合の概要 
	

表5一3 国立文化財機構の概要 

国立文化財機構の設立 

両法人の統合に当たり．両法人が有する人的・物的資源を最大限に活用し．効率的か

つ効果的に目的を達成するため，事務及び準業を再構築する。 
〇文化財保存科学の研究と修復事業の体系的な実施
〇文化財研究所のー般展示施設の管理巡営の見直し 

【平成19sf-度予算額】 	連営費交付金 9,042百万円 
入場料収入等 1.098百万円 

【役員数】 	 理事長・理事 4名 監事 2名 

両法人統合以降，4国立博物館，2文化財研究所のそれぞれが，最大限の

力を発揮し大きな成果を上げている。展覧会や研究成果の公表，子どもや市

民への美術教育・啓発活動などの分野は努力と工夫が顕著に見られる。保存

科学の分野では，平成】9年度のキトラ・高松塚古墳壁画の解体等に関わる困

難な事業を無事遂行することができた。さらに文化財に関する高度な調査研

究の成果を十分に生かして，我が国の文化財の保存活用についてのナショナ

ルセンターとして地方公共団体，博物館．美術館等に対する支援も積極的に

行うとともに，文化財の保存・修復に関する国際協力などアジアにおける我

が国のナショナルセンター機能の強化という点にも積極的に取り組んでい

る0 
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麟難篇 ～10年間の文化行政のあらまし～ 	 第5章 美術館’歴史博物館の振興 

1．東京国立博物館 

東京国立博物館は，明治5年に開館した日本最古の博物館で，平成19年に 

135周年を迎えた。我が国の総合的な博物館として，日本を中心に東洋諸地

域にわたる文化財について収集・保管・展示業務を行うとともに調査研究， 

教育普及事業等を行っている。本館では「日本美術の流れ」 と題した縄文時

代から江戸時代までの時代別展示（2階）と，彫刻や陶磁などの分野別展示 

(1階），企画展示を行っている。東洋館は東洋諸地域の美術と工芸，考古

遺物等を展示し，法隆寺宝物館（11年改築）では法隆寺から皇室へ献納され

た宝物を展示している。平成館（11年新築）は 2階を展覧会専用スペースと

して展覧会を開催し，1階では日本の考古遺物の展示及び特集陳列を行って

いる。表慶館は「みどりのライオン」の愛称で，教育普及事業の場として博

物館をより楽しむための展示やプログラムを行っている。また19左ドの文化財

研究所との統合に伴い，日本近代画家黒田清輝の作品などの所蔵作品を東京

国立博物館で特集陳列を行うなど公開機会を拡大している。 

展示事業としては，平常展はもとより，国宝・重要文化財の新指定品を公

開するなど多彩な展示を企画している。  

2，京都国立博物館 

京都国立博物館は，明治21年に全国の古社寺宝物の調査が実施された際, 

京都，奈良方面には特に優れた社寺の宝物が多く．それらの大半が破損の危

機にさらされていたことなどから，これらを専門的に保存する施設として， 

30年に開館した。このような経緯から，京都国立博物館においては，京都を

中心とする議筒に伝来した文化財及び平安時代以降の日本の伝統ある美術品

を中心に収集，保存管理及び公開を行っている。 

京都国立博物館においては，美術品を絵画，彫刻，書跡，陶磁，考古，金

工，漆工，染織の各分野に分けてこれを平常展示館に展示するほか，特定の

テーマに基づいた特集陳列を行っている。また重要文化財に指定されている

特別展示館では，年数回特別展を開催している。 

なお，平常展示館については，京都と日本を学ぶセンター機能の実現を図

るとともに,耐震性能の高い新展示館を目指し，平成20年度から緊急建替工

事に着工する予定である。 
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ー・◆ー東京国立博物館 
→一京都i4立野物館 
hい・奈良国立博物館 

九州国立博物館 
ー滞ー計 

4.000.096 

3.500.000 

3.000.000 

2.500.000 

20加，an 
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1.000.096 
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第5章 美術館・歴史博物館の振興 

3．奈良国立博物館 

奈良国立博物館は，明治28年に開館し，仏教美術を中心とした文化財の収

集，保存管理及び公開を行っている。重要文化財に指定されている本館では

仏像を中心とした「仏教美術の名品」 と中国古代青銅器の展示を行い，新館 

（西新館）においては絵画・書跡・工芸・考古の部門展示を行っている。 

以上の平常展のほか，正倉院宝物を展示する「正倉院展」をはじめとする

特別展や特別陳列，親と子のギャラリーを開催し，仏教への信仰が生み出し

た優れた芸術性と奈良文化の発信を行っている。また仏教美術資料研究セン

ターでは，仏教美術関連の図書及び写真の収集・一般公開を行っている。 

図5-5 国立博物館入館者数の推移 

盤無度喜繊 I恵哀国立壇蕪露 簿国唇鯛物館に 
202.905 

‘奈こ国立植癖郎 編，二繊愛覧島。 	無織熱舞」 
題誠i礁藤 
堰亜霊露 
豊顧舞藤 

1.143.900 331.368 1.678.173 
1.845.129 319，妥1 305.308 2.469.658 
964.133 360.457 3凹，050 1.648.640 

彊勲血護塵I 
島建l嘉慶 

1.046.182 別2.391 699.040 2.387.613 
1.196.408 57.553 351.488 2,126.449 

蘭勘鮮鵬 1,527.677 269.m 365.030 2,161 .818 
導勲卿講 1.443.719 331.606 444.712 師.0昭 3,115.134 
露願礁辱
踊減l難鵬 

1.417, 195 556.770 4刀，6認 tl田.420 3.645,023 
1.768,198 492.414 442,9141 854.138 3.764.567 

（注）平成11年度に東京国立博物館法隆寺宝物館及び平成館が，17年度に九州国立博物館が開館。 

4．九州国立博物館 

ノLナH国立博物館は,平成17年10月16日に開館し，「日本文化の形成をアジ

ア史的観点から範える」博物館として．我が国とアジア諸国との文化交流の

歴史を国内外に発信することを日的に展示活動を行うとともに，文化財の収

集，保存修復施設における保存・修復．福岡県の連携・協力を得ながら教育

普及活動等を行っている（参照】第I部第 3章第2節）。 

平成11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19（年度） 
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第5章 美術館・歴史博物館の振興 

5．東京文化財研究所 

東京文化財旬「究所は，昭和 5年，帝国美術院附属研究所として創設以来， 

我が国の文化財に関する調査・研究のナショナルセンターとして，今日に

至っている。この間幾多の変遷・改組を経て，現在，管理部,企画情報部， 

無形文化遺産部，保存科学修復センター及び文化遺産国際協力センターの 3 

部2センターで構成されている。 

貴重な文化財を次世代に継承していくために必要な知識・技術の基盤を形

成するため,「文化財に関する基礎的・体系的な調査・研究」，「新たな調査

手法の研究・開発」をはじめ，「最新の科学技術の活用等による保存科学に

関する先端的な調査・研究」や「伝統的な修復技法等に関する調査・研究」 

等を推進することにより，文化財の保存や修復の質的向上に寄与している。 

また，調査・研究に基づく資料の作成や関連資料の収集・整理・保管を行う

とともに，調査研究成果を積極的に公表・公開している。 

特に無形文化遺産部では，日本の無形文化遺産全般を対象としてその保存

継承に役立つような基礎的な調査研究，音声・映像による記録の作成や新た

な手法開発についての研究を行うとともに,近年の世界的な無形文化遺産保

護の気運の高まりに応じて，アジア地域を中心とした各国の関係機関との国

際的な調査研究協力を積極的に進めている。 

さらに，我が国の文化財保護政策上重要かつ緊急な課題への対応や国・地

方公共団体等に対する専門的・技術的な指導・助言を行うとともに，人類共

通の財産である海外の文化財の保存・修復事業への協力や専門家の養成に関

する国際協力の拠点として，我が国の国際貢献にも寄与している。平成19年 

12月に告示された「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関す

る法律」 に基づく基本方針に、文化遺産国際協力センターの役割として、 

「各教育研究機関と協力しつつ、その豊かな知見、経験及び実績を活用し

て、我が国の国際貢献をさらに推し進める上で枢要な役割を果たすだけでは

なく、コンソーシアム（引用者注：文化遺産国際協力コンソーシアム）と連  

携して新しい国際協力の体制構築に寄与する」 こと、「国際協力に関係する

海外諸機関との連携ネットワークの国内における中核」 としての機能を果た

すことが盛り込まれ、文化遺産国際協力センターの果たすべき役割が明示さ

れた。これに基づき、文化遺産国際協力コンソーシアムの事務局機能を担い

つつ、文化庁をはじめ、外務省、国際交流基金等と連携を図りながら事業展

開を行っている（参照：第I部第11章第4節）。 

6.奈良文化財研究所 

奈良文化財研究所は，昭和27年，文化遺産を総合的に調査研究し，文化財

の保存活用に資する機関として発足した。 

研究所は管理部のほか，企画調整部，文化遺産部，都城発掘調査部，埋蔵 
あすか 

文化財センター及び飛鳥資料館で構成されている。 

文化財に関する基礎的・体系的な調査・研究として，歴史資料や歴史的建

造物の調査・研究をはじめとし，平城京，藤原京，飛鳥地域の発掘調査と， 
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その出土品や遺構の研究，また関連する中国・韓国等諸外国との共同研究， 

庭園等の調査研究を行っている。遺跡の保存・整備・活用に関する一体的な

調査・研究も重要な仕事としている。文化財の保存・修復に寄与するために

保存科学の実践的な研究を精力的に進め，動植物遺存体による古環境の復元

的研究，木質古文化財の年輸年代測定法の研究，全国の遺跡調査や調査技術

を向上させるための開発的研究などを行っている。 これらの調査・研究の成

果を各種出版物やデータベース化して公表し，飛鳥資料館・平城宮跡資料館

において展示・公開している。 

また，これらの成果を，我が国の文化財に関する調査・研究のナショナル

センターとして，国・地方公共団体に対する専門的・技術的な協力・助言

や，保存・修復に関する国際協力と支援，文化庁が行う平城宮跡及び飛鳥・

藤原宮跡の整備・復原事業における専門的・技術的な協力・助言等に活川し

ている0 

の発信と国際協力への取組 

第1節 日本文化の発信と国際文化交流の推進 

国際化の進展に伴い，我が国は国際的な文化交流を通じて世界の人々の相

互埋解を増進し，国際平和と自由な世界の実現に貢献していくことが求めら

れている。また，21世紀の国際社会では，文化芸術の魅力によって世界の

国々を引き付けることのできる「文化力」が重要になってきている。特に， 

海外でも評価の高い我が国のアニメ，マンガ，映画などメディア芸術を中心

に海外への情報発信が求められている。 

文化庁では，文化芸術振興基本法や，それに基づき策定した政府としての

基本方針を踏まえ，世界に誇ることができる芸術の創造及びその国内外への

発信，文化芸術の国際交流の推進，海外の文化遺産保護への協力などを通じ

て，「文化芸術立国」の実現に向けて施策の充実に取り組んでいる。 

1‘日本文化の発信の推進 

(1）文化発信戦略に関する懇談会 

日本の文化に世界からの注目が集まる中，伝統文化から現代文化まで，多

様な日本文化を世界に発信することにより，日本に対する諸外国の理解を深

めることが強く求められている。 このような状況を踏まえ，日本文化の総体

や分野ごとの現状を把握した上で，効果的に発信する仕組みを構築していく

ことが重要である。そこで，文化庁では，平成19年12月に「文化発信戦略に

関する懇談会」を設置し．芸術家，海外交流経験者，学識経験者，経済界の

方々などにより，日本文化の戦略的な海外発信について検討を行っている。 
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(2）国際文化フオーラムの開催 

国際文化フオーラムは，国際的な内外の芸術家，文化人等を招へいし，講 
てい 

演，鼎談，座談会等の形式により世界の文化芸術の最新の情報や動向につい

て語り合うもので，平成15'F度から実施している事業である（参照：第 I 部

第10章第1節）。 

(3）文化庁文化交流使事業 

文化庁文化交流使事業は，芸術家，文化人等，文化に携わる方々を，一定

期間「文化交流使」として指名し，世界の人々の日本文化への理解の深化

や，日本と外国の文化人のネットワーク形成・強化につながる活動を展開す

る事業であり，平成15年度から実施している（参照】第 I 部第10章第 2 節）。 

(4) 国際芸術見本市「インターナショナル・ショーケース」 

これからの活躍が期待される我が国の若手・中堅の舞台芸術家・団体に， 

国内外の劇場関係者・公演制作者を対象とした実演の場を提供する国際芸術

見本市「インターナショナル・ショーケース」 を平成15年度から実施してい

る（表6一1）。 

(5) 現代日本文学の翻訳・普及事業 

平成14年度から，優れた現代日本文学を英語・フランス語などに翻訳し， 

海外へ紹介する現代日本文学の翻訳・普及事業を実施しており，我が国の文

化を海外に発信するとともに, 我が国の文化水準の一層の向上を図っている 

（表6一2 ）。 

(6）日本文化の総合発信推進事業 

日本と諸外国の国際文化交流を推進するため，海外の文化芸術に携わる関

係者に対して，日本の文化芸術や関係団体等に関する情報を整理し，発信す 
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表6-1 インターナショナルショーケースについて 

ショーケース内容 
IBODY TYPHOON~THE COMING WAVE OF 

CHOREOGRAPHIC WORKSJ（コンテンポラリー・ダンス） 
2. 海外ショーケース「米国ダンスの再発見！～日本初登場、米国のダン
スシーンをリードする3つの力ンパニーによるショーケース」（コンテ
ンポラリーダンス） 

3.「［日常と融合する非日常］～演劇のチカラ」 

音 楽 生主ワンEニパフォーマンスtンソボ芝之白＝I蝕正RNATI距」 ー一ー一 
5.「～能舞台からとびだした新しい表現～」（伝統芸能） 

ー一hL 6．海外ショーケース「フロント・イン・サーチ・オブ・チャイニーズ・ 
、v/I昭’ マター・アンド・マインド」（古興とマルチメティアj 

7．公募ショーケース 

1. 海外ショーケース「東アジアのパフォーミング・アーツ紹介：中国の
コンテンボラリー・ダンス」（コンテンポラリー・ダンス） 

. 2.「日本のコンテンポラリー・ダンス」（コンテンポラリー・ダンス） 

平成16年度 	3．演劇：ファミリー向けフロタクション 
4．映像による演劇ショーケース1 
5．映像による演劇ショーケース2 

バフォーマンス（マルチ・パフォーマンス） 
1 ．芽--ブニジヲてジらニテニズ（ワー応ドミ三ージック） 
2.「邦楽ニューウェーブ」（ワールドミュージック） 
3. lAltervision 051Avant Music NightJ（コンテンボラリーミユー 
ジック） 

4. iDifferent Music(s),' Tokyo Next TextureJ（コンテンボラリー 
ミュージック） 

5. 海外ショーケース1 「韓国＜国楽＞の新しい4人を聴くープリ ～伝 
統を超えて世界のサウンドへ～」（ワールドミュージック） 

6，海外ショーケース2「力ナダの音楽ショーケースータサ ～インド系 
ワールドフュージョン～」（ワールドミュージック） 

7."ake日 chance p回日Ct ーコンテンポラリー・ダンスの現在」（コ 
。．‘,， ンテンポラリー・ダンス） 
P年’'.8. INew Sonic Performancej （マルチメディア・パフォーマンス） 

9、映像ショ二lr;z.一旦ド玉身休の逆襲」ロンテ 17t7Iとニゴりどろと 
10. 映像ショーケース「“J“演劇とは何か？」 

】．オルタナティブ・ジャズ 
2．ボストーエレクト口二力 

3．新しい人形劇の世界 
生＝熱像シ月ニケース Iア之グラから現在まで二二I見維買劇史を抵！1返昼」 

平成18年度 “、ー，I5．ストリートダンス 
6.‘舞踊の現在 
7．海外見本市（ソウル）からのショーケース 
8．映像ショーケース「ジャズ×舞踊～かつて異ジヤンルか融台しrcut; 
があった」 

1 ．パフォーマンスとしてのコンテンボラリー「ミュージ 

2.「 6o年代の演劇様式から生まれたもの」 

平成19年度 i ダンス 3, 日本の新“モダン’ダンス 
海外見本市（ソウル）からのショーケース 

～韓国のコンテンポラリー・バフォーミングアーツ～ 
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第2回選定作品（平成17年度） 

[11一一一一ーー一布ーー―扉 

rl一「「山月記」ほか 	’ 

21楼蘭 

l3！空海の風景 

~ 4 ~詩集、短編集 

5I枯木灘 

61親指Pめ修業時代 
7 忍ぶ川 

出版完了 0翻訳済 △翻訳未了 ー既訳あり

ドーー曹一 者ーー一”T英語r 仏語丁露語一 

中島 敦一ーー’一！ー〇~叫o 
井上 靖 

I 司馬遼太郎 

I 宮沢 賢治 

I中上 健次 

~松浦理英子

三浦 哲郎 

4
5
6
7
 

1 

3

4
5
6
7
8
 

躍露T露語“ 

●
 

一
 

o'o 

〇
●
〇

・
〇
●
一9
〇
 

〇
△

〇
 一

  
〇
 

シ第且部‘ ~10年問の文イヒイテ政のあらまし～ 第6章 国際文化交流を通じた日本文化の発信と国際協力への取組 

（平成20年5月現在） 
了 フ翻訳済 △翻訳未了 ー既訳あり 

芥II篇之介ぎ二 英語I仏語丁露語 

I石原慎太郎 

I内田 百間 

I 岡本 締堂

獅子 文六 

I 島田 荘コ 

~曾野 綾子 

I 樋口 ―葉 

I宮本 輝 

1 山田 詠美 

表6一2 現代日本文学の翻訳・普及事業の対象作品ー覧 

第 1回選定作品（平成14年度） ●出版完了 

1「「鳶蕪『~ 
舞諜帳ー 	1 

，「難嘉 
1I麗霊Aな国’ー 
13I赤聴浪士（上）（下） 

鷺 1. 

劃鷹嘉二―― ーI1 

'8 雁の寺、越前竹人形 

i9 中陰の花 

~ 10 アブラクサスの祭 

111 樹影評 

12‘ノ、ル 

t13 おれの血は他人の血 

114 ガラスの靴、ほか 

i15 ~恋忘れ草 

I16！小説スーパーマーケ 

~ 17I おけい 

~ 18I 花埋み 

I191白髪の唄 

I20・挟み撃ち 

l21I 母よ 

~ 22 シンセミア 

~ 23i マシアス・ギリの失脚 

~ 24 本格小説 

~ 25 ジャスミン 

I26 三対岸の彼女 

27 ~各 II  
i28i 戦後短編小説再発見 1 
i29‘戦後短編小説再発見2 

『 30 死の練 

l31 伊虜記 

132 人骨展示館 
」  

「 33 →高山右近 

】 34 アマノン国往還記 

I35 女坂 

」 361容疑者の夜行列車

卿7i 火車ー”一一一ー一ーー―ー 

第3回選定作品（平成19年度） 

作 品

赤い橋の下のぬるい水

赤目四十ハ瀧心中未遂

おはん 

I 神様のボート 

I 草の花 

I 単語集 

I 千すじの黒髪 

i フアミリー・ビジネス 

！ 著 煮一一． 
水上 勉

玄傭 宗久

玄梢 宗久

丸谷 才―

筒井 康隆

筒井 康隆 

1 安岡章太郎

北原亜以子

安土 敏

早乙女 貢

渡辺 淳―

古井 由吉

後藤 明生 

」青野 聴 

~阿部 和重

池潔 夏樹 

12財寸ー美苗 

~辻原 登 

l 角田ー光代一 1 
志賀 直哉

講談社文芸文庫編

講談社文芸文庫編

島尾 敏雄

大岡 昇平

又吉 栄喜

加賀 乙彦 

’倉橋由美子

円地 文子

多和田葉子 

i 宮部みゆき 

l 著 者

辺見 庸

車谷 長吉

宇野 千代

江園 香織

福永 武彦

金井美恵子

田辺 聖子

米谷ふみ子 

26 
l27 

i逢坂 剛 

i 大岡 昇平 

I 大俳 次郎 

I 梶井基次郎 

ー i 川口松太郎 

ー I 北方 謙三 

I小島 信夫 

I末永 直海

！永井 荷風 

1 夏目 激石 

‘長谷川 伸 

, 林 芙美子 

i 藤沢 周平 

-~山田 太ー 

I 夢野 久作 

「横兼ー連香 

I  行淳之、 

ぬ

8

9

1
01
1
 

N
Q
 

作
 

口口 

ト 

l
  
△
 

△
，
 

 〇
 

A
△
ム
】
△

△
 

△
一
 
猛
 
云

一
△一
△

〇
一
 
め
蒲

△
一今
 

一
△
 

△ I 

出版完了 〇翻訳済 △翻訳未了 ー既訳あり 
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9 ’真鶴 
10 無伴奏 
n 笑いオオカミ 
拒7肩猫家族輯転藤ー一ー 
13 ゴールドラッシユ 

14Iシングル・セル 

15 I星条旗の聞こえない部屋 

16I東京セブンローズ 
1,lm 

18I波うつ土地 

19 プレーンソング 
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るポータルサイトを現在構築巾である。 

2．人物交流 

(1）外国人芸術家・文化財専門家の招へい 

文化庁では，外国の文化政策担当の部長クラスなどの高官．博物館・美術

館・芸術劇場等の責任者など，ハイレベルな文化人を招へいし，我が国関係

者との協議，講演等を実施している（表6一3）。 

(2）入材育成のための芸術家派遣 

我が国の将来の文化芸術の振興を担う人材を育成するため，美術，音楽， 

舞踊，演劇，映画，舞台美術等，メディア芸術の各分野の若手芸術家等に， 

海外で実践的な研修に従事する機会を提供している（参照：第I部第4章第 

4節）（表6一4)0 

(3）文化財専門家の派道・招へい 

文化財分野においては，日本古美術・文化財建造物等の管理・修復技術等

に関する協力のため，文化財専門家の派遺や招へい研修を実施している（参

照：本章第2節）。 

在外日本の古美術品に係る博物館・美術館研究協力事業 

・アジア・太平洋地域文化財建造物保存修復協力事業 

・アジア太平洋地域世界遺産等文化財保護協力推進事業 

ー文化遺産国際協力センターにおける国際協力事業（※） 

※ 独立行政法人国立文化財機構の運営費交付金において実施 
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表6-- 3 外国人芸術家・文化財専門家招へい事業国別招へい実績数 

276 

ーー一扇一 11i1 費 	z ji遥舌子r費 暴貫 z 	z711Ej 	12JZJJ 	13i!J 	i4j: 	 15I 	16I 	174 躍夏罵逼 
アフガ二スタン 

薪郵舞 
ブルネイ 2 

龍誉ア 
ミャンマー『 	 2  

舞‘置 
一夢

一
一ミ事奪昌三毛ぎ奮事 

議二」子ー16 11 --38 	2834 T 13ー無 

網
ー
曜
姫
庫
（

刻
篤
曜
単
際

攻
州
備
寒
那
）

趣
暴
朴
餌
太
撲
掻
維
棚
剃
秦
 
寸
ー
の

暇
 



278 279 

-P10年問の文化行政のあらまし～ 

(4）国際交流による地域文化活性化事業 

国民文化祭や全国高等学校総合文化祭に海外から高校生や文化団体を招へ

いするとともに，海外のフェスティバル等に文化団体を派遺し，相互交流す

ることで, 地域文化の活性化を図っている（高校生の派遺事業については， 

平成18年度をもって終了）。 

(5）高校生国際文化交流事業 

平成19年度から，次世代の国際文化交流を担う高校生の文化活動を対象

に，高校生国際文化交流事業を実施している。この事業は，我が国の高校生

と海外において同じ分野の文化芸術に携わる高校生が一堂に会し．互いの作

品や制作等に関する意見交換や作品の共同制作を試みるワークショップ（参

加体験型講習）等を行うものである。初年度は高校生の和太鼓チームを韓国

に派遣したほか，インドネシアや中国等に日本の高校生を計4団体派遺し， 

郷土芸能や美術工芸分野において文化交流を行った。 

3．公演・展覧会等による交流 

(1）芸術団体等の海外公演，招へい公演等（優れた芸術の国際交流） 

優れた芸術の国際交流推進のため，我が国の芸術団体の海外公演の実施や

海外フェスティバルへの参加を支援するとともに，日本国内で行われる海外

の芸術団体との共同制作公演・国際フェスティバルの実施を支援している。 

特に我が国との周年事業等の一環として実施される二国間交流事業（我が国

の芸術団体の海外派遺公演，対象国の芸術団体の招へい公演）について重点

的に支援している（表6-5)。 

(2）メディア芸術に関する国際交流 

メディア芸術分野においては，日本の優れたメディア芸術作品や映画作品

を世界に向けて紹介するため．海外で開催されるメディア芸術祭への参加 
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表6 

~座頭市 

~バーパー吉野 

I ふくろう 

【主な支援作品】 

15年度 

「ーーー頑歯茶言ー 

ベネチア 

ペルリン 

モスクワ 

ウラジオストック 

ロ力ルノ 

ロッテルダム 

や,海外の国際映画祭等への出品に係る経費について支援を行っている（表 

6-6)。 

・メディア芸術祭海外展 

・アジアにおける日本映画特集上映事業 

・海外映画祭への出品等支援 

・映画に関する国際交流（※） 

Lと讐讐ノ去人,讐讐讐讐讐において実施 

海外映画祭ハ、の出品等支援 

作品名 

~座頭市 	 I 北野 武 ~銀獅子賞 

~バーパー吉野 	 I荻上直子 ！青少年翻Special Mention 

iふくろう 	 1 新藤兼人 功労賞、  最優秀女優賞 

~ホーム’スイートホーム2I栗山冨夫 ~最優秀男優賞

女理髪師の恋 

PEEP T1' SHOW i土屋 豊 ！国際批評家運盟賞 

l , 

16年度 

「元反 

iモントリオール 

Iロカルノ 

1トリノ  

17年度 

Iカンヌ 

ケララ 

トリノ 

モントリオール 

上海 

プサン 

I 誰も知らない

！風音 

トニー滝谷 

’犬猫 

運命じゃない人

火火 

美式天然 

いつか読雷する日 

~村の写真集 

I紀子の食卓 

内田Iナんじ~仏作兼協会賞他

高橋伴明 1審査員特別賞他

坪川拓史 ~グランプリ

緒方 明 ~審査員特別買

三原光尋 ~金爵賞 

園 子温 I観客賞他 

’是枝裕和 ―主演男優賞

東 陽一 1 イノベーション賞

市川 準 審査員特別賞他

井口奈巳 審査員特別賞他 

i力ンヌ 
I 

Iロ力ルノ 

河瀬直美 グランプリ

小杯政弘 金豹賞他 

残の森 

愛の予感 

18年度 

~力ンヌ 

I ベルリン 

Iロッテルダム 

~ミンスク 

iシッチェス・カタルニヤ 

19年度 

アイロン 

無花果の顔 

14歳 

人生こコこ！? 
時をかける少女 

仲野裕之 I ヤング批評家賞

桃井かおり l NETPAC賞

広末哲万 iNETPAC賞

林 弘樹 i審査員特別賞 
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(3）海外との共同制作 

アニメ，マンガといったメディア芸術分野を中心に，諸外国の芸術家等と

のワークショップ（参加体験型講習）やコンテンツの共同制作及びその企

面・立案に向けた会合等の支援を行うことにより，我が国のコンテンツ発信

の推進やコンテンツ関連人材の育成を図っている（表6-7)。 

(4)海外展等の開催 

我が国の優れた文化財を海外に紹介し，日本の歴史，文化に対する理解を

深め，国際文化交流を促進するため，国宝・重要文化財を含む日本古美術展

を毎年実施している。 

また，我が国の国立博物館（東京，京都,奈良，九州）と,日本占美術品

を所蔵している海外の博物館・美術館との間で各々が所有する日本古美術・

東洋美術を中心とする交流展を相互に実施している（表6-8)。 

(5）国際民俗芸能フエスティバル 

世界各地には貴重な無形の文化遺産が伝承されており，その保存・伝承は

各国に共通する重要な課題である。 

文化庁では,平成8年度から，無形の文化遺産の保存と継承，国際文化交 
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寸農劇の共扉爺Fに向I,て 
の日韓ワークショップ 

日韓マンガ作家交流ワー 

クショップ 

放送コンテンツの共同制

作に関するシンポジウム 

日韓打楽器奏者ワーク

ショップ 

日韓将棋棋士交流ワーク

ショップ 

日韓若手音楽家・ミュー 

ジック＆リズムスワーク
ショップ2006 

共同創作に向けての演劇
ワークショップ 

日中マンガ文化交流

フォーラム 

オンライン展示・ワーク

ショップ「食卓に映し出

された「昭和」と日本の

平成19年度」生活刻旦ー― 

【渋谷慶一郎＋池上高志 
1 I ilimac旧ine」ベルリ
ン／東京展 

内容 

ワークショップ】平成17年6月～ 
月．韓国 

シンポジウム】平成17年10月．韓国 

平成17年7月，日本 

シンポジウム：平成18年5月，日本
ワークショップ【平成18年7月，日本

シンポジウム・ワークショップ】平成 
19年1月24日～26日．韓国 

共同制作】平成18年6月～3月 
ワークショップ】平成19年3月，日本 

ワークショップ【平成19年2月．日本 

オンライン展示】平成20年1月～ 

ワークショップ：平成20年2月
月．日本 

共同創作・展示】平成20年 1月～ 
月，ベルリン 

ワークショップ】平成20年3月，日本」 

表6- 7 海外との共同制作事業ー覧 

華案ーーー一一T 	内 

平成17年12月．韓国

平成18年1月，韓国

平成18年，日本 
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表6一8 海外展ー覧 

l 	会 期 	 展覧会の名称 

i 平11. 9. 11-11. 11. 10 大仏の光の中で】奈良‘東大 ドイツ：ケルン市立東洋美術館 
~ 	 寺宝物展 

l 平l1. 12. 11--12. 一 2. 191硯代白蘭q，伝統工芸展 	フィリピン：メトロボリタン美術館（マニラ） 

I 平ia 6. 16-12. 9. 1] 日本とオランダの出会い 	オうンタ】うイプン“IM氏族字1'1勿l】B じフイフー 

！ ー一ー一ーーーーーー，ー,旦照修妊40O 年記念- 「ン）ーーー”ー＝ー一＝プ＝一ーー 	‘―ー 

平12・乙Pと12.ー皿四一想」布う登曇＝ーー一一一一i狸‘フ工妻撫竺と桑通璽一“ーー“-
1 平13・ 1・ 20-13.. 3二如シ月蒸又吻柵華曇＝一 一，】Cli甲・上廊興，讐ー＝一＝ーrーーー一ーーーー 
平13.一 9二15と旦I12一 2i戸代日本の聖なる受術展 ‘．．英閣二大更埋望騒き只E生辺ニー.ーーーーー一,ー .一ー”一 

L平lA 5. 14-14. 7. 14 日i本美術名鼻展 ー 

平14. 11. 10-15. 2. 2 能装東展 	 米国】ロサンゼルス・カウンティ英術館 

~平15. 8. 16-15. 10. お 日本美術における四季展 	オーストラリア：ニューサウスウェールズ州立 
美術館（シドニー） 

平1'10. 11-15. 10. 28 日本陶磁5α】0年の至宝展ー…下后j 三ヂジg万じ二羊fラり二て才ズ死7テ 
ル） 

W15. 11. 6-15. 冗 23 ~ 

平16. 5. 巧-15. 6.301日本名宝展 	 中国】中国国家博物館（北京） 

平16．フ．24-16. 10. 24 I 日本の考古一昭光の時代ー ドイツ：ライス’エンゲルホルン博物館（マン 
‘ 	 ハイム市） 

V16. 11. 19-17. 1了31 
I 	 ン市） 

ョiii lA ii.-..17 1つ 11 七Eキキ、の・口才こ時杯井dI,lnI］三 三」fII‘ホノ」L」L普術館 

平17. 12. 2-18. 2. 26l 18世紀京都画壇の革新者たち 米国：サンフランシスコ・アジア美術館

平19. 9. 7-18. 11. 51隙された朋】日本の仮面展 シンガボール：アジア文明博物館 

平19. 3. 28-19. 6. 17‘悟りの世界 	 米国：ジヤバン“ソサエケイー’干ヤフリー 
中世日本における禅宗の人物 

i および説話画展 

柳79. 2Cに可ーiぎ筆1百禾陶磁の名宝展 	 ポルトガル】ソアーレス・ドス・レイス国立英 
	  I 一 	 術館 
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-10年間の文化行政のあらまし～ 

流の推進，文化財の公開による地域文化の振興などを目的に「国際民俗芸能

フェスティバル」を開催している。このフエスティバルは，世界各国の特色

ある芸能を日本に招へいし，国内の民俗芸能と共に公開して，その価値を広

く一般に周知するとともに，無形の文化財の保存伝承に関する意見交換及び

相互交流を行うものである。 

第6章 国際文化交流を通じた日本文化の発信と国際協力への取組 

白鳥祥巌踊り保存会（岐阜県） 

「笑I)瀦神社の御船行事」 

大江氏子会（静岡県） 

18筒苦層琵書」 
永田法順（宮崎県） 

’最近の国際民俗芸能フェスティパルの開催状況 

平成18年度:19年2月16日，国立劇場大劇場で開催。 

海外から 

「プータン王国の仮面舞踊」 

クジュ・ルヤン民俗歌舞団（ブータン王国） 

「アムール・ウリチの芸有副 

ウリチ民族芸能団“ギワ”（口シア連邦） 

国内から 

「アイヌの芸能」 

帯広力ムイトウウポポ保存会（北海道） 

隆釜麟り剣舞」 

菅窪鹿踊保存会（岩手県） 

「輸鍛篠」 
御獄神楽保存会（大分県） 

4．国際交流年に対する文化庁の取組 

「国際交流年」は，文化，教育，スポーツなど，幅広い分野で官民を通じ

た交流事業を開催・実施することによって，諸外国との友好と相互理解を深

めることを目的として，官民の様々な主体により実施されている。 

過去10年の主な「国際交流年」は表6-9のとおりである。 

文化庁では，これらの「国際交流年」を多様な日本文化を海外に向けて総

合的に紹介したり，海外の文化を広く日本に紹介する機会としてとらえ，伝

統文化から現代の舞台芸術，メディア芸術まで幅広い分野の交流年事業を実

施あるいは支援している。 

平成19年度】20年2月20日，新国立劇場中劇場で開催。 

海外から 

「クラーリッツエ」 

ゴリャナッツ（クロアチア共和国） 

「バウルの歌と踊り」 

バウル・パグラ・バブル・オ・タル・ドル〔クシユティア〕 

ポッリ・バウル・シャマジ・ウンノョン‘ションスタ〔ダッ力〕 

（パングラデシュ人民共和国） 

国内から 

「白鳥の拝殿踊」 
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二主な国際交流年 

~旦中国交正常化 

ド6J rP 

中国交正常化幼周年 

日本年」「中国年D 

日本・ASEAN 交流年2003 

日本におけるトルコ年 

腎流年 

-10年問の文化行政のあらまし～ 	 第6章 国際文化交流を通じた日本文化の発信と国際協力への取組 

日本におけるギリシャ月間

ギリシャにおける日本月間 

表6一9 国際交流年ー覧 

日韓文化交流展「韓国の名宝」（日本）, 
「日本美術名品展」（韓国）などの文化庁

や国立博物館の主催事業の実施のほか，文

化芸術団体等の実施する交流事業を支援。 

「日本メディア芸術作品展2002」中国開催 
（中国）などを文化庁で主催したほか，文

化芸術団体等の実施する交流事業を支援。 

「国際アニメ‘マンガフオーラム」（日本） 

などを文化庁で主催したほか．文化芸術団

体等の実施する交流事業を支援。 

「トルコ美術写真「現代トルコ写真家ニ人

展」」（日本）や「日本陶磁の至宝5α〕年
展」（トルコ）などをはじめ，文化芸術団

体等の実施する交流事業を支援。 

「ギリシャ・リセウム舞踊団日本公演」（日

本）などをはじめ，民間の文化芸術団体の

実施する交流事業を支援。 

展覧会「シユテフアン・バルケンホールーl 
木の彫刻とレリーフ」（日本）など国立美

術館の主催事業をはじめ，文化芸術団体等
の実施する交流編業をす樗一 
一 ー ー ーー一 ー ー ー ” ーーーーーー一ー ・一ー ーー一ー一  

「日韓舞踊交流「舞姫と牧神達の午後～コI 
ンテンポラリーダンスガラ韓国公演刀（韓

国）及び「日韓民俗芸能交流公演」（韓国， 

日本）などを．日本芸術文化振興会と協力

して企画・実施するとともに．文化芸術団~ 

体等の実施する交流事業を支援。 

m沿日豪交流年 オーストラリア映画祭」 

（日本）の国立美術館の事業や 文化芙術‘ 

団体等の実施する交流事業を支援。 	l 

「日本映画中国上映事業」（中国），「中国映~ 

旦旦杢よ映事業I（日本）‘「文化庁メディ―
ア苦術祭 上海展2007j（中国）及び「日」 

本伝統芸能中国公演」（中国）など文化庁

の主催事業を実施したほか．文化芸術団体 

等の実施する交流事業を支援。 	‘ 

日本におけるドイツ年 

日韓国交正常イ図0周年「日韓
友情年2005J 

2006年日豪交流年 

日中文化・スポーツ交流年 

 

5．文化多様性の保護・促進への対応 

情報や経済の国際化に伴い，民族的・宗教的な対立が激化する一方，従来

の国民国家の枠組みにとらわれない，地域的・文化的な運動が世界各地で広

カっている0 

ユネスコでは，平成13年に「文化多様性に関する世界宣言」が採択され， 

さらに17年秋の第33回ユネスコ総会において「文化的表現の多様性の保護及 

び促進に関する条約」（文化多様性条約）が採択された。 

【条約の概要】 

◆文化の多様性を保護し，及び促進することを目的とするものであり，特

に，そのための国際協力，締約国がとり得る措置等について定めるもの

である。 

① 各締約国は，その国内的権利として，自国の領域内で，文化的表現の

多様性を保護し，及び促進することを目的とする措置をとることができ

る。 

② 各締約国は，自国の領域内の文化的表現が消滅の危機にさらされてい 

る場合等には，条約の規定に合致する方法で，危機的状況にある文化的 

表現を保護し，及び保全するすべての適当な措置を取ることができる。 

③ 締約国の任意拠出金による「文化の多様性のための国際基金」を設立 

する。 

i平成14年 1月--12月 

~平成14年1月～12月 

i平成15年1月～12月 

平成15年2月～平成 
16年3月 

平成16年5月～7月 

平成17年4月～平成 
18年3月 

平成17年1月～12月 

文化庁では我が国として文化多様性の保護・促進に積極的に貢献する方策

として，文化多様性，文明間の対話等に関する岡際会議に積極的に参加する

とともに．各国の文化施策について調査研究を行っている。 

また，現在条約の締結に向けて関係省庁等と連携して検討を進めている。 

平成18年1月～12月 

平成】9年 1月～12月 

~ 
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-10年間の文化行政のあらまし～ 	
第6章 国際文化交流を通じた日本文化の発信と国際協力への取組 

第2節 文化財分野における国際協力の推進 

我が国及び世界の文化遺産は人類共通の財産であり，その保護のためには

国際的な交流・協力が不可欠である。我が国は，長年にわたり，国内外の文

化財に関する優れた調査研究を行うとともに，保有修復のための高度な技術

を開発し・経験を蓄積してきた。文化財保護の国際的な取組が進展する中

で，我が国に対する期待はこれまで以上に高まっている。 

また・平成18年6月，「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進

に関する法律」が公布・施行され（参照：第I部第11章第3節）,19年12月

には・具体的指針となる「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進

に関する基本的な方針」が策定された（参照：第I部第11章第6節）。 

このような流れの中，文化庁は，次のような施策を展開してきている。 

1．国際社会からの要請等に基づく国際支援 

(I）文化遺産保護国際貢献事業 

文化庁は，平成16年度から，紛争や自

然災害により被災した文化遺産について

関係国’機関からの要請などに応じ，我

が国専門家の派遣，及び相手国専門家の

招へい等を行うなど，緊急に取り組むべ

き文化遺産国際協力を迅速に行う 「文化

遺産保護国際貢献事業」 を実施してい

る。 

平成18年度からは，新たに発足した文

化遺産国際協力コンソーシアムを通じ， 

外務省・国際交流基金等関係機関と協力

しながら次の事業を実施している（参

照：第I部第11章第5節）。 

  

〇平成16年度 

〇平成17年度

〇平成17年度

〇平成18年度 

18年度 アフガニスタン国立公文書館所蔵の文字文化財保

存支援 

18年度 インドネシア・アチ工州立公文書館への支援

ペトナム・タンロン皇城遺跡への専門家派遣 

19年度 インドネシア・ジャワ島中部地震被災状況調査支

援 

  

(2）アフガニスタンへの文化遺産国際協力 

文化庁では，「アフガニスタン等文化財国際協力会議」（平成14年9月～15 

年8月）の提言に基づき，アフガニスタンなどにおける文化遺産保存修復に

関する国際的な協力を行ってきた。独立行政法人国立文化財機構東京文化財

研究所では文化遺産国際協力センターを中心に，「西アジア諸国等文化遺産

保存修復協力事業」の一環として，バーミヤン遺跡の考古学的調査及びアフ

ガニスタンの文化財専門家や修復家の招へい研修を行っている。 
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表6-10 在外日本古美術品保存修復協力事業 

告・開始年庭， 	 美術i苫〒 

平成11年度 リンデン民族学博物館 

ハンプルグ工芸博物館

大英博物館 

日館16点 ニユーョーク公立図書館

ミネアポリス美術館

メトロポリタン美術館

ベルリン東洋美術館 

ギメ東洋美術館 

平成12年度 ロサンゼルス・カウンティ美術館 

ソアレス・ドス・レイス美術館

プリンストン大学付属美術館 

7館53点 ミシガン大学付属美術館 

ハンブルグ工芸鱒物館 

アシユモリアン美術館 

メトロボリタン美術館 

平成13年度1末元りジーラ下羊ジ三奥術館 一 

ロサンゼルス・カウンティ美術館 

クリーブランド美術館 

7館80点 

インディアナボリス美術館 

ミネアポリス美術館 

フィラデルフィア美術館 

メトロポリタン美術館 

平成14年度 大英博物館 

ベルリン果洋美術館 

ミネアポリス美術館 

7館12点 ハンブルグ工芸増物館 

ベルン歴史博物館 

メトロポリタン美術館 

バイエルン国立民俗博物館 

釈迦十八善神図 1幅 

日吉山王祭礼図 1双（2点） 

弁財天図 1幅 

白描源氏物語絵巻 6巻 

阿弥陀来迎図 額装1面→ 1幅 

南蛮兜 1頭 

黒漆鼓胴 1 簡 

花鳥螺鋼食艇 1合 

霊照女図 額装1面→ 1幅 

虎孔雀獅子鶏蒔絵洋楓 1基 

出山釈迦図 1幅 

金剛薩た菩庭像 1幅 

南蛮人渡来図 1双 (2点） 

十ー面観音図 1幅 

文使い図 1 隻 

遊女、かむろ図 1幅 

兼暑像 1幅 

遥莱蒔絵手箱 1合 

風景蒔絵螺鍋ナイフボックス 1合 

刀剣 43点 

琴棋醤画図 1双（2点） 

文殊菩薩像 1幅 

五秘密菩薩像 1幅 

二河白通図 1幅 

不動明王ニ墜子像 1幅 

四挙耕作図（田起こし苗床）1隻（昇風→襖） 

花草蒔絵銀倉彫鍛笥 1基 

刀剣 72点 

地蔵菩薩像 1幅 

騎獅文殊菖薩像 1幅 

伝狩野山楽箪四挙耕作図瞬風4曲1 隻 

雲谷等益筆林和靖陶淵明図屑風6曲1 双 (2点） 

清水宇治図屑風 6曲1双 (2点） 

兜（島津家） 1頭 

唐草螺釧空穂 1合 

移報 2背 

源氏時絵螺細化粧箱 1基 

-10年問の文化行政のあらまし～ 

(3）ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）における研修事業 

平成11年度から，財団法人ユネスコ・アジア文化センター文化遺産保護協

力事務所（ACCU奈良事務所）において，アジア太平洋地域から専門家等

を招へいし，文化遺産保護調査修復研修（集団・個人研修）を実施してい

る。平成12年度から19年度までに32か国139人（集団研修：113人，個人研 

修：26人）が研修を受けている。 

19年度は，9月に集団研修，10月

に個人研修を実施した。 

また，平成19年度からは無形文

化遺産保護の分野でも研修事業を

はじめ，「無形文化遺産保護のた

めの集団研修」 として，20年1月

に，東京都，京都府，大阪府にお

いてアジア・太平洋地域から12か

国，アフリカ・ラテンアメリカ地

域からオプザーバーとして2か国

の行政官・専門家等を招 いし

た。 

2．ニ国間の国際交流・協力等 

(1）在外日本古美術品の修復 

独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所などでは,欧米諸国を中心

とする諸外国の博物館・美術館が所蔵する日本古美術品の修復協力を進めて

いる。平成18年度からは，国内での修復のほかに海外の美術館の協力の下， 

海外に修復工房を設置し，日本古美術品の修復を行っている（表6-10)。 

いし 

第6章 国際文化交流を通じた日本文化の発信と国際協力への取組 
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平成1昨度 大英博物館 

ミネアボリス美術館 

7館10点 サンフランシスコ東洋美術館 

シアトル美術館

ホノJWレ美術館 

ピーボディ・エセックス博物館

クリーブランド美術館

平成16年度 ギメ東洋美術館 

キョソネ東洋美術館 

5館12点 ケルン東洋美術館 

メトロボリタン美掴 

口サンゼルス・カウンティ美術館 
ーー 一ー~ーーー~ーーー ー一ーー一~ーーーーー・ー “ーーーー一一一 

平成17年度 ベルギー王立美術歴史博物館 

オーストリー応用美術博物館

5館10点 ワルシャワ国立博物館

シアトル美術館 

スペイン国立装飾美術館 

オーストリー応用美術博物館 

ロイヤル・オンタリオ美術館 

8館12点 チューリツヒ・リートペルグ災術館 

ナープルステク博物館 

プラハ国立美術館 

クラコウ国立美術館

キョソネ東洋美術館

ケルン東洋美術館 

平成19年度 ヒユーストン美術館 

キンベル美術館 

オーストラリア国立美術館 

オーストラリア・ヴィクトリア国立美術館 

ハンガリー・ホップ・フレンツ工美術館 

オーストリー応用美術博物館 

ウイーン国立民族学博物館 

不空謂索観音二神将像 1幅 

四挙耕作図（田栖え）4曲1隻（瞬風→襖） 

四季耕作図（液水）4曲 1 豊（昇風→検） 

十―面観音菩藤像 1幅 

俵屋宗達画本阿弥光悦需鹿下絵和歌巻 1 巻 

邑蕉図昇風 6曲1双 (2点） 

伝土佐光吉箪源氏物語図昇風 2曲1豊 

和歌浦蒔絵十棟香箱 1基 

狸々漆絵油壷 1口 

大政威徳天繰起絵巻6巻 

勝川脊章雄吾駒図 1面-1幅 

葛飾北斎筆大原女図 1面→ l 橋 

金剛琵子像 1酬→ 1 蛾 

諸尊集会図 1 編 

黒敵腰取威筋兜 1破 

耕作図蒔絵料紙箱 1基 

京沿図昇風 6曲1双 (2点） 

浬巣図 1幅 

平家物語図昇風 6曲1双 (2点） 

天河弁才天畳茶羅図 1幅 

局図昇風 6曲1双 (2点） 

二河白道図 1面 

~1は人物蒔絵票笥 1基 

源平合戦図庭風 6曲1双（2点） 

洛中治外図解風 日曲1双 (2点） 

阿弥陀三尊来迎図 1画 

保元物語図扉風 6曲1隻 

狩野派風流陣図扉風 4曲1隻 

歌川翌喜筆見立反魂書図 1幅 

花井螺鋼ライティングビューロ- 1基 

楼閣山水螺鋼雑笥 1基 

1調鳥獣蒔絵螺釧洋糧 1基 

雷文麟叙螺釧堤子 1合 

日吉山王祭礼図瞬風 

多武峯維摩会本尊図 

釈迦十六讐神像 

花鳥図展風（波月等薩筆） 

源氏九曜紋蒔絵箔箱 

横閣山水蒔絵箱 

月琴 

平成18年度 

7館9点 

インドネシア 

平成12年度二 
ーー・ー七” 

平成13年度ー 

平成14年度、、 

平成巧自ミ度」 

平成16年度・ 

平成17年度 

平成18年度 

平成19年度 
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(2）アジア・太平洋地域の文化財建造物の保存修復協力 

文化庁では，アジア・太平洋地域の文化財建造物の保護に協力している。 

平成17年度には，ベトナムの農村集落の共同調査を取りまとめ，その成果

に基づき， ドンラム村が17年11月に，伝統的農村集落保存の第1号として， 

ベトナムの国指定文化財となった。また，インドネシアの歴史的建造物の保

存修復事業への技術協力も実施しており, 韓国とは，毎年，日韓文化財建造

物保存協力協議会を相互に開催して文化財保護行政の発展のための協力・交

流を行っている。 

また，アジア諸国からは，文化財建造物の専門家‘技術者を招へいして

様々な研修を実施している。 

表6-11 文化財建造物保存修復等協力事業 交流実績 

楽数字はのぺ人数 
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(3）イタリアとの文化財協力 

文化財の保存修復，国際協力の分野で長年の経験を有するイタリアと文化

財交流を進めている。平成18年2月には，文イヒ1テ，イタリア大使館，朝日新

聞社の共催で・ 日・付トシンポジウム 「人類の文化遺産一国際協力で守る」 を

東京で開催した。日・伊専門家会合を重ね，19年 3月，伊吹文部科学大臣 

（当時）とルテッリ伊文化財・文化活動大臣（副首相）（当時）が，日．伊

文化遺産国際協力の文書に署名した。今後は，両国の保存修復等の現場を活  

第6章 国際文化交流を通じた日本文化の発信と国際協力への取組 

用して，共同研究，専門家の相互派遣，情報交換などを実施するとともに， 

第三国における文化遺産の保存修復に協力するため，専門家による共同チー 

ムを編成して，専門家の派遺，研修の実施や情報交換などを実施することと

なった。また，壁画の修復，景観保護等についても，イタリアと共同で行っ

ていくこととなった。 

このように，文化遺産国際協力の先進国との交流を深めることにより，我

が国の文化遺産国際協力の強化に努めている。 

(4）文化財保存修復研究国際センターとの連携協力 

文化財保存修復研究国際センター（Internatioal Centre 旬r the Study of 

the Preservation and Restoration of Cultural Property I C C R OM : イ

クロム）は，昭和31年の第9回ユネスコ総会の決議に基づき，34年に政府問

機関としてローマに設置され，文化財の保存・修復に関する研究の促進,助

言・勧告の付与，研究者・技術者の養成等を行っている。我が国は．イクロ

ム発足当初から，特にアジアにおける文化財修復技術の中心国として加盟を

要請され，42年12月19日の閣議決定により加盟し，44年以降，我が国代表が

理事に選出されている。 

我が国は欧米と異なる 「木の文化」を代表する国として，平成12年度から

イクロムに文化財専門家を派遺し，文化財保護分野における国際貢献を推進

している。 
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第 7 章 著作権施策の展開 

第1節 法制度の整備 

1．平成11年以降の著作権法改正の動向 

インターネット等の普及によるデジタル化・ネットワーク化の進展によ

り・著作権法制度を取り巻く社会状況は日々めまぐるしく変化している。そ

れに伴い・従来著作権法制度が想定していなかった創造，流通，利用及び管

理の方法が出現し，その都度．法制度についても時宜を逃さず検討を行い， 

結論の出たものから速やかに法改正を行ってきた。 

平成11年～20年の間には6回の改正が行われた。改正内容について，以下

に詳細を記載する。 

(1）平成11年の著作権法改正 

① 技術的保護手段の回避に関する規定を整備すること 

② 権利管理情報の改変等を行うことを．著作権等の侵害行為とみなすこ 

と 

③ 著作者等の権利として，譲渡権を認めること 

④ 上映権を，全ての著作物に認めること 

⑤ 録音物（レコード等）による再生演奏について，演奏権が働くように 

すること 

平成8年（1996年）12月に世界知的所有権機関（WI P0）において採択

された「著作権に関する世界知的所有権機関条約」(wc T）等に対応する

ため，①～⑤の改正を行った。 

このうち,①については，技術の発展により技術的保護手段の回避専用装

置等が社会に広く出回ることになり，著作権者の利益を不当に害する事態が

生じてきたことを受け，回避専用装置等の譲渡等に罰則を課すとともに，技

術的保護手段を回避して行う複製については,それが私的使用目的で行われ

るものであっても権利制限の対象外とすることとした。 

②については，著作物等に付加された権利管理情報の除去や改変が著作権

等の保護に深刻な影響を及ぼすこととなるため，これらの行為を著作権等を

侵害する行為とみなすこととした。 

③については，従来は映画の著作物についてのみ頒布権が認められていた

ところ，WI P0著作権条約においては，著作物の分野を限定せずに，著作

者に販売又はその他の所有権の移転により，その著作物の原作品及び複製物

を公衆に提供する権利を認めていること等から，新たに映画以外の著作物に

ついて，その複製物等を公衆へ譲渡することについて権利を認めることとし

た。 

④については，従来は映画の著作物にのみ上映権が認められていたとこ

ろ，映像表示技術の進歩等により，映画以外にも写真，美術，言語，音楽な

どあらゆる著作物が上映の形態で利用されるようになっていることなどか

ら，これらの著作物についても上映権を認めることとした。 

また,⑤レコード等による再生演奏については，現行法制定当時は即時に

演奏権が働くとした場合社会に与える影響が大きいと考えられたため，経過

措置として原則自由としていた。しかし，w 'r 0（世界貿易機関）から条約

違反の可能性が指摘されるなどの国際的な非難が懸念され，また有線音楽放

送の普及によって経過措世の廃止に伴う直接的な社会的影響は減少している

ことから，経過措置を廃止し，レコード演奏についても演奏権が働くことと

した0 
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が発行されたとき」に変更すること 

-10年問の文化行政のあらまし～ 

(2）平成12年の著作権法改正 

めの点訳データのネットワーク送信等，聴覚障害

イム字幕」のネットワーク送信について，著作権

うにすること 

② 著作権等侵害にかかる損害賠償請求訴訟において 著作権者等の立証

の負担を軽減するための措置を講すること 

③ 法人に対する罰金刑の上限額を弓は上げること（300万円→1億円） 

④ 保護期間の相互主義について規定の整備をすること 

① デジタル化・ネットワークイヒの進展により，多様な著作物が利用できる 

ようになったことに辛トい，障害者についても，著作物の利用の円滑化を図

るための法改正を行った。 

具体的には・視覚障害者のための点訳について，データを保存し公衆送

信すること・放送・または有線放送される著作物について聴覚障害者のた 

めに行われる 「リアルタイム字幕」の公衆送信について．著作権者の許諾

なく行うことができることとした。 

② 著作権等侵害に関する民事上の救済規定について 著作権等の侵害行為

の立証の負担を軽減するため，裁判所による文書提出命令の規定の範囲を

拡充することや・立証が性質上困難であるときに裁判所が当事者問の事情 

を勘案した相当な損害額の認定をすることができることとすること等の措

置を講じた。 

(3）平成14年の著作権法改正 

① 放送事業者 有線放送事業者に対し「送信可能化権」を付与すること

② 実演家に対し「実演家人格権」を付与すること 

③ レコードの保護期間の起算点を，「録音されたとき」から「レコード 

第7章 著作権施策の展開 

① ィンターネットでの無断送信を差し止める権利については，昭和61年に

は著作者に，平成9年には実演家，レコード製作者に付与されたが，放送

事業者及び有線放送事業者に対しては，従来インターネットの送信速度が

遅く放送番組の送信は事実上困難であったため，権利は付与されていな

かった。 しかし，インターネットでの送信速度が向上し放送番組について

も送信が簡単に行えるようになったため,放送事業者や有線放送事業者に

も権利を付与して無断再送信の差し止めができることとした。 

② 従来は技術の制約により実演の改変を行うことは困難であったが，例え

ばパソコン上でダンサーの体型を変えてしまったり，歌手の歌声の音質を

変えてしまうといったことがデジタル技術の発達によって容易にできるよ

うになった。そこで，実演家に，「著作者人格権」として，その名誉・声

望を害する改変が行われないものとする「同一性保持権」を付与するとと

もに，実演を公衆に提供する際に実演家名を表示するか否か等を決定する

ことができるものとする「氏名表示権」を付与することとした。 

③ 従来はレコードの保護期問の起算点は「録音されたとき」であったが， 

WPPT（実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約）への加盟

のため．WP PTの定めるところと同様に変更することとした。 

(4）平成15年改正 

石映画の著作物の保護期間を公表後50年から刀年に延長すること 

~ ② 教育機関等にお【ナる著作物の利用について 著作権者の許諾なく行え 

i る範囲を拡大すること 

~③ 著作権侵害にかかる損害賠償請求訴訟において 侵害行為及び損害額 

~ の立証負担軽減のための措置を講ずること 
I  
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① 映画の著作物の保護期間については，映画の著作物の保護期間を70年と

している諸外国においても日本の映像コンテンツは50年しか保護されず不

利な状況に置かれていたこと等の問題に対応するため，これを70年に延長
することとした。 

② 情報化の進展や学習形態の変化に対応するため，新たに，以下の利用に

ついて・著作権者等の許諾なく行えることとした。 

a）教育機関における授業の過程における児童生徒による教材等の複製 

b）教育機関において，授業の遠隔地同時中継を行う場合の教材等の

ネットワーク送信 

C）インターネット等による試験問題の送信 

d)「拡大教科書」の作成のための複製 

(5）平成16年改正 

① 国外で販売用の商業用レコードについて，日本国内への還流防

る措置を導入すること 

② 著作権者に書籍・雑誌の貸与権を付与すること 

I③ 罰則について‘懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げること（懲役刑 

I 年→5年・罰金刑・300万円→500万円（法人罰則については 1億円→ 
I 億5叩0万円）） 及び懲役刑と罰金刑の併科ができるようにすること 

① ァジア地域等においてJ~ Popを中心とした日本の音楽の需要が高

まってきているー方・相対的に物価水準の低いァジア地域等において販売

された安価なレコードが日本国内に還流すれば，権利者の経済的利益を害

することとなる。このため，権利者の利益を保護し，日本のレコードの海

外への進畠を促進するため，海外での販売を目的として海外で発行された

商業用レコードの輸入等を，一定の条件を満たす場合に著作権等を侵害す

る行為とみなすこととした。 

② 昭和59年の貸与権創設当時，書籍・雑誌の貸与業を営んでいたのは，小

規模な貸本屋のみであったため，著作権者に対する経済的不利益は些少で

あるとして，書籍・雑誌の貸与については暫定措遣として当分の間自由に

行えることとされていた。しかし，大規模かつ全国的にレンタル業を展開

する事業者が出現してきたことにより，漫画家や作家等の著作者の経済的

不利益が顕在化してきた。そこで暫定措置を廃止し，書籍・雑誌の貸与に

ついて著作者の貸与権が及ぶこととして，レンタル業による書籍等の利用

の対価を著作権者が確保できるようにした。 

(6）平成18年改正 

~① 'Pマルチキャスト放送により放送を同時再送信すること等につい

て，権利関係を見直すこと 

② 録音図書をインターネット送信すること．特許審査や薬事行政手続等

において文献の複製をすること，機器の保守修理時においてバックアッ

プを取ること等について，著作者の許諾なく行えるようにすること 

③ 海賊版を輸出すること及び輸出目的で所持することにニル、て，著作権

侵害とみなすこと 

④ 罰則について，懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げること（懲役刑】 

5年→10年，罰金刑】500万円→1,000万円，法人罰則】1億5,000万円 

→3億円） 

① 'pマルチキャスト放送とは通信回線を用いて大量の情報を送信するこ

とができる技術であり，平成23年（2011年）の地上デジタル放送への全面

移行に向け，難視聴地域への番組提供のための補完路としての役割を果た

すことが期待されている。しかし，著作権法上この技術を用いた送信は有

線放送ではなく自動公衆送信に当たり，利用する際,有線放送と比べてよ

り広範な権利処理を行う必要があった。そこで'Pマルチキャスト放送に 
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＜旧法：仲介業務法＞ 

(IiU14年--) 

＜新法】鞘作推等管理事業法＞ 

L(VZ131O 1 8--) 

国象となる推利及び着作物の分野 I業麗夢 

苦作権（音楽，小説‘脚本） 

着作推・膏作敏援推（全般） 

締自濁と商 ' 

認可制 

届出制 

-10年問の文化行政のあらまし～ 	
第7章 著作権施策の展開 

よる放送の同時再送信を円滑に実現するために．有線放送と同等の権利関 

係となるよう法制度の整備を行った。 

② 情報化等の時代の変化や様々な社会のニーズ等を踏まえて，以下の利用 

について・著作権者の許諾なく行えることとした。 

a）視覚障害者に対する録音図書のインターネット送信 

b）特許審査等及び薬事行政手続における文献の複製 

C）機器の保守・修理等におけるバックアップのための複製 

2，映画盗撮防止法の制定 

映画の盗撮の防止に関する法律（映画盗撮防止法）が 議員立法により第 

166回国会において成立し，平成19年8月30日から施行された。 

この法律は・映画の盗撮によって作成された映画が海賊版DVDとして多

数流通し・映画産業に多大な被害が発生していたことから 映画の盗撮を防

止するために必要な事項を定め，映画文化の振興と映画産業の健全な発展を

目的とするものである。 

著作権法上では・個人及ぴ家庭内での使用目的であれば著作者に許諾なく

複製することができる（私的複製）ため 映画盗撮の取締りの際「私的複

製」であると主張されると，実務上取り締まることが困難であった。そこで

同法では・許諾のない映画の撮影について「私的複製」には当たらないこと

とし・著作権侵害行為として取り締まることができるようにした。 

『第2節 円滑な流通の促進 

インターネットの普及は，著作物のデジタル化とあいまって，著作物の流

通の形態を劇的に変化させている。このような状況の中 文化庁では，著作

物の流通促進の観点から，次のような施策を行っている。 

302 

1．著作権等の集中管理制度の見直しについて 

(1）著作権の集中管理制度のあらましと著作権等管理事業法について 

他人が創作した著作物を利用する場合には，原則として著作権者に事前に

許諾を求めなければならない。しかし，利用者側からすると，例えば多数の

著作物を一度に利用する場合などは，それぞれの権利者に個別に許諾を得な

ければならないし，また，著作権者の側からしても，利用を求めてくる多数

の利用者とーつーつ契約を結び，許諾を与えていく手続は煩雑である。 

そこで，我が国をはじめ各国において，多数の著作権者等の委託を受けて

著作権等を集中的に管理し，利用者に著作物の利用の許諾を与え，徴収した

使用料を権利者に分配する業務（著作権等管理事業）が行われている。この

集中管理方式による権利処理のシステムは，利用者は複数の権利者との交渉

手続きによるコストを軽減することができ，著作権者も自身の権利管理に追

われることなく新たな著作物の創作に集中することができるなど,利用の円

滑化と権利の適切な保護を図るための有効な手段と考えられている。 

我が国の著作権等管理事業は，昭和14年以来，60年以上にわたって著作権

ニ関スル仲介業務ニ関スル法律（仲介業務法）によって，その法的基盤が定

められてきたが，仲介業務の実施について許可が必要となっている，対象と

なる著作物の種類等が限られているなどの指摘を踏まえ，著作権等管理事業

に関する新たな法的基盤を確立するため，平成13年10月に，仲介業務法が廃

止され，新たに著作権等管理事業法が施行された。 

著作権等管理事業法と仲介業務法の違いは以下の表のとおりである。 

表7.--- 1 管理事業法と仲介業務法の比較 
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る者との間で・予め著作物の利用条件や利用範囲などについて契約を結ぶこ

とが望ましい。 しかし，インターネットなどを通じて誰もが簡単に著作物を

創作したり利用することができるようになった現代においては，作家と出版

社・歌手とレコード会社のように，いわばプロとプロとの間で契約が交わさ

れるだけでなく・著作物の創作・利用を本業としていない者にも著作権契約

に関わる機会が増していると言える。しかしながら，そういった一般の方々

は・著作権に関する法律はもちろん，書面での契約締結にも慣れていない場

合が多いのが実情であると思われる。 

そこで文化庁では，平成16年度から18年度までの間に，広くー般の方々向

けに・契約書作成の支援をする以下の3つのシステム等の開発を行った。 

〇平成16年度 「著作権契約書作成支援システム」 

・契約書のひな形を半自動作成するシステム

〇平成17年度 「誰でもできる著作権契約マニュア)日 

’著作権契約の基本的な考え方や具体的な条項等を分かりやすく解説

〇平成18年度 「誰でもできる著作権契約 導入編」 

契約の必要性を理解し‘契約の考え方に慣れてもらうことを目的とした

マニュアル 

4.「自由利用マーク」の普及 

インターネット上などで提供される著作物について．その円滑な利用を図

るため・自由利用が可能な範囲をあらかじめ権利者が明示する 「自由利用 

マーク」を平成15年2月に策定し,そ 	図7-1 自由利用マーク 

の普及に努めている（文化庁ホーム

ページ参照：httpゾノwww.bunka.go.jW 

chosakuken/rjyoumark.htmj)0 	-, v_ 
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第7章 著作権施策の展開 

第3節 著作権教育の充実 

インターネット時代を迎え，著作権に関する知識や意識は，広く多くの

人々にとって不可欠なものとなっている。こうした新しい状況に適切に対応

するため，文化庁では，平成］4年度から著作権に関する総合的な教育事業で

ある「著作権学ぼうプロジェクト」を実施しており，これまでに，児童生徒

が楽しく学べる学習ソフトや著作権Q&Aデータベースの開発・公開，様々

なニーズに応じた著作権講習会の開催（国民一・般向け，教職員向け等），著

作権教育研究協力校による指導方法等の研究,著作権教育用パンフレット等

の作成・公開，全国の中学3年生へのマンガ教材の配布等を行ってきた。こ

れらの施策に加え，20年度からは新たに「「はじめて学ぶ著作権」教材開発」 

（①著作権について難解な法律用語を使わずに理解できる事例集の製作．②

インターネット上で配布するマンガ著作権教材の製作と，その教材を活用し

た指導方法の研究開発）を行っている。 
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第4節 国際的課題への対応 

デジタル化’ネットワーク化の進展に伴い，パソコンが1台あれば著作物

のコピー等が簡単にできるようになるとともに，インターネットを通じて， 

国境を越えた著作物の流通が活発に行われるようになった。 

文化庁では・このような現状に対応した適切な海賊版（違法複製物）対策

と国際ルールの構築を積極的に推進している。 

1・アジア地域における海賊版対策 

アジア諸国においては，我が国のアニメ，音楽，映画,ゲームソフトなど

に対する関心が高まる一方で，これら我が国の著作物を違法に複製した海賊

版が大量に流通しており，放置することのできない深刻な問題となってい 

海外における海賊版の生産・流通を防ぐためには，我が国の権利者が侵害

発生地の民事・刑事のシステムを活用して，自ら迅速に対抗措置を講ずるこ

とができる環境整備が不可欠である。 

(1）二国問協議 

現在・侵害事例が多く発生している中国，韓国等との二国間協議を実施し

ている。日中間は平成14年に，日韓問は．18年に著作権協議を開始し．原則

年一回開催している。 

この他・日中経済パートナーシップ協議， 日韓文化交流局長級協議，ま

た・日台間の貿易経済会議といったー連の会議で著作権問題の協議を行い， 

様々なチャンネルで海賊版対策・取締の強化を要請している。 

(2)海賊版対策セミナー（東京セミナー）の開催 

平成 8年度より毎年，アジア・太平洋諸国等の著作権関係者を招へいし 

各国における動向や各国間の連携協力の在り方等について情報交換．意見交 

換を行うための国際セミナーを開催している。20年度は．従来のセミナーを

発展させ，日米EUが共通して問題視するアジア諸国の海賊版問題解決に向

けての対策強化に努める。 

(3)権利行使の支援 

文化庁と著作権関係団体等が連携・協力し，我が国権利者が侵害発生地で

実際に権利執行を行う際に役立つハンドプックを作成し，それを活用した権

利執行セミナーを国内外で開催している。平成19年度からは，侵害発生国の

税関職員等取締機関職員を対象に真贋判定等を行うトレーニングセミナーを

実施している。 

また，著作権関係団体やコンテンツ産業等が，積極的に海外に事業展開を

図るとともに，海外における海賊版対策を講じていくため，平成14年に発足

した「コンテンツ海外流通促進機構」の活動を支援している。 

( 4 ）欧米との連携 

二国間・多国間会議の場を活用し，海賊版対策に係る情報交換等を実施し

ている。 

(5）官民連携の推進 

平成14年から知的財産全体の保護を推進する民間組織である「国際知的財

産保護フオーラム」が毎年実施する対中ミッションに参加している。 

( 6 ）途上国対象の協力事業 

文化庁からWI P0（世界知的所有権機関）に対して，平成5年度から毎

年継続的に信託基金を拠出し，WI P0と共同で，各国の国内法の整備や著

作権管理団体の育成を支援する，アジア地域著作権制度普及促進事業（AP 

ACEプログラム）を実施している。 
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官民の連携の強化 

瑚P0との協力事懲 

定期協巌等の実施 
（中国，韓聞‘台湾） 

‘ 権利行使の支援等 権甲」者向Iブ手引雷の作成・
セミナー開催 
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図7-3 海賊版対策関係施策 
	

図7-- 4 主要な著作権関連条約 

侵害発生国ノ政府
への取組の強化
日米欧連携 日米欧連携した アジア地暁の菅作推行政官を招へいした 

海賊版対策 	セミナー聞催，日米欧問の構報提供など 

トしーー、ノグbに＋ー 優害発生国・」如取締機関職員等を対象 
ーー一一～ とした期半促セミナーの実施 

i官民協力体制の構築コン鷲錫競羅証鎌蓄支援 

wIP0Ii:LII(APAC響誉） 識示蘇の離研修讐ーリ 

著作権の保W 	 一り著作隣接権の保護・’ 

ベルヌ条約（1886年採択） 	l 	口ーマ条約（1961年採択） 

WTO協定（TRIPS) (1994年採択） 

I 

デジタル化・ネットワーク化の進展 

l 
インターネット時代に対応した条約の必要性 

WCT (1996年採択） 
	

WPPT (1996年採択） 

視聴覚的実演条約（WIPOで検討中） 

放送条約（WIPOで検討中） 

2．国際ルール作りへの参画 

著作物は・貿易やインターネットを通じた送信などにより国境を越えて利

用されるものであるため，明治19年（1886年）に策定された著作権の保護に

関するベルヌ条約をはじめ，早くから国際ルール作りが行われてきた。我が

国は・これまでベルヌ条約のほか，実演家，レコード製作者及び放送機関の

保護に関するローマ条約，インターネット時代に対応した著作権に関する世

界知的所有権機関条約（W CT）や実演及びレコードに関する世界知的所有

権機関条約（WP PT）などを締結している。 

また，我が国は現在，世界知的所有権機関（WI P0）で検討が進められ

ている放送機関や視聴覚的実演の保護に関する新条約の議論にも積極的に参

画している。 

さらに我が国は，アジア地域を中心に，WCTやWP PT等への加入を働

きかけている。 

第5節 当面の課題 

現在，文化審議会著作権分科会に「法制問題小委員会」．「私的録音録画小

委員会」，「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」，「国際小委員

会」の4つの小委員会を設けて，様々な課題について議論を行っている。 

■法制問題小委員会 

本小委員会においては，①「デジタルコンテンツ流通促進法制」 とし

て，コンテンツのインターネットでの二次利用の円滑化をはじめデジタル

化・ネットワーク化の急速な進展に伴う著作物の創作・利用形態の変化等

に対応した著作権制度の在り方，②海賊版の拡大防止のための措償とし

て，海賊版の譲渡告知行為の防止策及び親告罪の範囲の見直し，③権利制

限の見直しとして，障害者福祉関係，検索ェンジンに係る法制 Lの課題等

について検討を行っている。 

■私的録音録画小委員会 
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図7-5 著作権分科会組織図（第8期平成20年2月～) 

・デジタルコンテンツの特質に応じた著作権法制度の在 I 
h士 焦 	 l 

デジタル対応ワーキング・チーム 

’デジタル化時代に対応した権利制限の見直し 
・機器利用時，通信過程における蓄積の取扱い 等 

契約・利用ワーキング・チーム 

・ラシセンシーの保護 
・契約規定全般の見直し 等 

司法救済ワーキング・〒ニ司 

・間接侵害 

・損害賠償，不当利得 等 

私的録音録画小委員会 

・私的録音録画に関する制度の在り方 

過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会 

・権利者不明の場合等における利用の円滑化方策 

・アーカイプへの著作物等の収集・保存と利用の円滑化方策 

・保護期間の延長の是非 等 

共有ワーキング・チーム 

・共同実演，共有著作権に関する規定の在り方 

アーカイプワーキング・チー 

・図書館等でのアーカイプの在り方 

国際小委員会 

「H 	
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I 	 H 	
デジタ 

に 契約 

・国際的ルール作り の参画の在り方 

国際ルール形成検討ワーキング．チーム 

’国際的なフレームワークの構築及びその効果的な活用
等 

使用料部司 

・著作物の利用に係る補償金額等に関すること 

・

‘
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・
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個人的な利用を目的としてCDや放送からデジタル方式で行う録音・録

画について，権利者に補償金を支払うこととする私的録音録画補償金制度 

（平成4年に導入）に関し，平成18年の著作権分科会における抜本的な見

直しの提言を受け，近年の新たな形態の録音録画機器・記録媒体の普及や

著作権保護技術の進展など，私的録音録画を巡る状況変化を踏まえつつ， 

制度の見直しについて検討を行っている。 

過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会 

権利者不明の場合や，複数の権利者のうち一・部の者の許諾が得られない

場合等の利用円滑化方策，図書館等で著作物等の収集・保存・公開を行う 

「アーカイプ事業」の円滑化方策,現在，死後50年とされている著作権の

保護期問を欧米並みに著作者の死後70年まで延長することの是非等につい

て，検討を行っている。 

国際小委員会 

本小委員会においては，アジア地域等における海賊版対策施策や．WI 

P0における放送機関及び視聴覚的実演の保護に関する国際的ルール作り

への参画の在り方等につき，検討を行っている。今後も,不透明感を増す

著作権をめぐる国際動向を分析しつつ，著作権を巡る国際的課題への対応

の在り方について，引き続き検討を進めていく予定である。 
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第8章 国語施策の推進 

第1節 国語施策の必要性 

国語は・国民の生活に直接関係し，我が国の文化の基盤を成すものであ

る。そのため国語の在り方などについては．時代の変化や社会の進展に応じ

て・適切に検討し，必要な改善を図っていくことが求められる。 

今日の国語表記（漢字仮名交じり文）は，漢字．平仮名を主体としなが

ら・必要に応じて・片仮名，ローマ字などを用いており，それぞれの文字の

持つ機能を生かしたものとなっている。一方で，この表記の多彩さが．国

語‘国字問題として，明治以来今日に至るまで幾多の論点となり，従来の国

語施策では，表記に関する事項を主に取り上げてきた。 

近年では・人問関係の変化や価値観の多様イヒともあいまって，いわゆる言

葉の乱れの問題や敬語の不適切な使用の問題等がしばしば論じられている。 

さらに・情報化，国際化の進展などにより新たな問題も発生している。 

また・日本国内だけでなく，諸外国においても日本語に対する興味と関心

が高まっており，これに適切に対応することが求められている。これからの

世界は・異なる言語・文化を持つ者がいかに意思疎通を図るかという問題が

ますます切実なものとなることが予想される。 

このような現実を踏まえて，国語については，平明，的確で，美しく，豊

かな国語を目指すための広い視野に立った施策を展開していくとともに，国

民の国語に対する認識が深まり，国語を大切にする精神が高まるような施策

を実施していく必要がある。 

第2節 国語施策と審議会 

国語は，国民の日常生活に広く関連するとともに，ー国の教育や文化の進

展とも深くかかわっている。国語に関する問題を施策として取り上げるに当

たっては，慎重な調査・研究を重ねることで，問題点の所在を見極めること

が重要である。また同時に，広く各方面の意見を聞きながら，慎重な審議を

尽くすことが必要である。 

現在，内閣告示・訓令となっている 「常用漢字表」や「現代仮名遣い」な

どは，広く社会の各界を代表する学識経験者や専門家で構成される審議会で

まとめられた答申に基づくものである。 

戦後から今日に至る，国語審議会及び文化審議会（国語分科会）の主要な

答申等と実施状況は，図8-1のとおりである。 

1.新しい時代に応じた国語施策の在り方について 

国語審議会は，平成3年の外来語の表記に関する答申の後，現代の国語を

めぐる諸問題について問題点の整理を行い，その結果を文部大臣に提出し

た。これを受けて， 5年11月24日に，文部大臣は国語審議会に対し「新しい

時代に応じた国語施策の在り方について」の諮間を行った。 

これは，情報化，国際化の著しい進展．人々の価値観の多様化や世代問の

意識の差の拡大などに対応して，新しい時代に応じ得るよう，広い視野に

立って国語の問題全般を取り上げていくことを求めたものである。 

これを受け，国語審議会は．平成12年に「現代社会における敬意表現」， 

「表外漢字字体表」．「国際社会に対応する日本語の在り方」の三つを答申し

た（参照】第I部第13章第1節）。 

2．文化審議会における審議と答申ー国語力，敬語，漢字 

平成13年，新たに文化審議会が発足したことに伴い，国語審議会は廃止さ

れた。国語施策に関しては文化審議会に国語分科会を設償して引き続き審議 
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P10年問の文化行政のあらまし～ 
第8章 国語施策の推進 

することになった。文化審議会は，国語分科会での審議を経て，16年には 

「これからの時代に求められる国語力について」を答申した。 

平成17年には，文化審議会国語分科会が「国語分科会で今後取り組むべき

課題について」を報告した。これを受けて，文部科学大臣は，「敬語に関す

る具体的な指針の作成について」「情報化時代に対応する漢字政策の在り方

について」 という二つの諮問を行い，敬語については，19年に「敬語の指

針」が答申された。 なお，「情報化時代に対応する漢字政策の在り方につい

て」に関しては，現在審議中である（参照：第I部第13章第 2節）。 

第3節 国語施策の普及 

広範多岐にわたる国語問題に対応するとともに，国民の間で．よりー層国

語に関する認識が深まり，国語を大切にする意識が高まっていくことを目的

として，次のような諸施策を講じている。 

1．国語に関する意識啓発等 

(1）国語に関する世論調査 

平成7年度から毎年，現代の社会状況に伴う日本人の国語意識の現状につ

いて調査するための「国語に関する世論調査」を実施している。この世論調

査は，3p00人規模の全国調査で，調査対象者を16歳以上の男女の中から統

計的手法により無作為抽掛して面接調査するものである。集計結果は，国語

施策を進める上での参考とされるとともに，詳細な報告書として市販されて

いる。また，その概要を文化庁ホームページ（http：ノノwww.bunka.go.jpノ 

kokugo_nihongo/yoronchousa/index.htrnl) で公表することで，国民の国語

意識の啓発に役立てている。 

(2）国語問題研究協議会 

国語問題研究協議会は，我が国の国語をめぐる諸問題を取り上げ，改善の 
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方法等について研究協譲することを目的とするもので，昭和25イr.から開催を

続けている。現在は，毎年，東日本，西日本の両地区で，各1回開催してい

る。教職員，社会教育関係者,図書館関係者，報道・出版関係者．国及び地

方公共団体の職員などを対象に．2日間にわたり，国語施策の概要説明 答

申等の内容説明，課題ごとに設定された部会における研究協議，近年の答申

の内容を実践に生かすための参加体験型講習を行っている。 

(3）国語施策懇談会 

国語施策懇談会は，平成 5年度から開催しているもので，文化審議会での

国語に関する審議状況を国民に知らせるとともに，審議会で検討している課

題に関して, 広く意見を求めるための懇談会である。 

(4）答巾説明会 

答申説明会は，文化審議会の答申を．国民に広く知らせ，普及させる目的

で開催している。 

平成13年度は・ 12年12月の三つの答申「現代社会における敬意表現」，「表

外漢字表」・「国際社会に対応する日本語の在り方」それぞれについての説

明・質疑応答及び講演を，札幌市，仙台市，大阪市，福岡市の4か所で開催

した。16年度は，16年2月の答申「これからの時代に求められる国語力につ

いて」の説明,質疑応答及び講演を．仙台市，大阪市，福岡市の3か所で開

催した。19年度は，19年2月の答申「敬語の指引」についての説明，質疑応

答及び講演等を，仙台市，大阪市，福岡市，伊丹市の4か所で開催した。 

また・毎年東京で開催される国語施策懇談会（参照：第u部第8章第3節 

1・（3)）において，審議状況の説明だけでなく，答中が出されたときには

その答申の説明，質疑応答等も行っている。 

(5)国語施策情報システム 

平成14年5月から，インターネットを通じて，国語施策に関連する資料を

提供している（参照：httpゾノwww.bunka.go.jp/kokugoノ） 。ここでは，漢字

や仮名遣いなどの国語表記の基準をはじめ，明治時代から現在に至る審議会

などでの検討・審議など，国語施策に関する情報を掲載している。 

2．美しく豊かな言葉の普及 

(l）「美しいII本語のすすめ~ 

平成13年 3月，当時の文化庁長官の提唱で「現在，いわゆる「言葉の乱

れ」が指摘されている中で，美しく豊かな日本語をー人ー人が意識し，これ

を広く国民の間に浸透させるための方策等について共に語り，検討・協議を

行う」 ことを目的として，「美しい日本語について語る会」（中西進座長）が

発足した。この討議の成果をまとめたものが，「美しい日本語のすすめ」（平

成14年5月，国立印刷局発行・販売）として刊行されている。 

(2)「言葉」について考える体験事業 

「美しい日本語について語る会」の発足と併せて，言葉遣いや表現につい

て実践的に学ぷ機会を設ける必要があるという認識の下に「「言葉」につい

て考える一親と子のためのワークショップ」の開催を始め，平成13年度に6 

か所，14年度に12か所で開催した。 

平成15年度からは，「親と子」という参加者の制限を緩めるとともに， 

「「言葉」について考える体験事業」と改称し，19年度までに全国83か所で

開催した。この事業では，演劇，詩，俳句，川柳,落語などの第一線で活躍

する方々を講師に招いて，その方々による直接指導を通して，児童生徒を中

心とした参加者に対し，適切な言葉遺いや言葉による表現等を実践的に学ぶ

機会を提供している。 
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(3)「言葉」に関する参加体験型講習の指導者養成事業 

児童生徒をはじめとした地域住民の国語力向上に寄与する，「言葉」に関

する参加体験型講習（ワークショップ）の指導者を養成することを目的とし

た事業である。 

地域で独自に「言葉」をテーマに実践的に学ぶ場を継続的に設けたいとい 

う希望がありながら，そのような地域の指導者が確保できないという地域に

対して,指導者養成の場を提供するため，平成19年度から実施している（平 

．成19年度は 3か所で開催）。 

参第4節 日本語教育の推進 

日本語には日本国民にとっての「国語」 としてだけでなく，外国語あるい

は第二言語としての側面がある。近年，海外においては，仕事上の関心ばか

りでなく・日本文化等に対する関心が高まり，多くの人々が日本語を学んで

いる。また・国内においては．外国人の定住化傾向の進展に伴って，日常生

活に必要な日本語学習に対する需要が高まっている。 

1・地域に定住する外国人に対する日本語教育施策の沿革 

国内の日本語教育の対象者は，昭和50年代半ばまでは 留学生，研修生

ビジネス関係者等が中心であった。50年代半ば以降, インドシナ難民，中国

帰国者・国際結婚の配偶者などのEは語支援に関連して ボランティア活動

が各地で始まり日本語教室が運営され始めた。平成 2年以降は，出入国管理

及ぴ難民認定法（入管法）の改正により急増する日系南米人及びその家族に

まで支援の範囲は広がった。 

(1）地域日本語教育推進事業 

文化庁は・地域におIナる日本語教育の需要の高まりを受け，我が国に在住

する外国人に対する日本語学習支援の充実と，その在り方を調査研究する目  

的で平成6年度から12イF度にかけて，八つのモデル地域を指定して，日本語

教室の開催や日本語指導者養成のための講習会の開催等の事業を委嘱により

実施した。事業終了後の各報告書の中で特に多く提言されたのは，①ネット

ワーク構築の必要性，②リソース（人材・情報）センターの設置,③コー 

ディネーターの配置であった。また，④指導者の養成や⑤外国人年少者への

対応なども，課題として挙げられた。 

(2）各種調査研究協力者会議での検討 

平成10年度には，「今後の日本語教有施策の推進に関する調査研究協力者

会議」が設世され．国の日本語教育施策の指針となるべく 「今後の日本語教

育施策の推進についてー日本語教育の新たな展開を目指して一」(11年3月 

19日）の報告書を取りまとめた。 

続いて平成11年度には，「日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議」 

が設置され，「日本語教育のための教員養成について」(12年 3月30日）を取

りまとめ，12年度には「日本語教育のための試験の改善に関する調査研究協

力者会議」が設置され，「日本語教育のための試験の改善についてー日本語

能力試験・日本語教育能力検定試験を中心として一」をそれぞれ取りまとめ

た。これらの一連の報告書は，その後の日本語教員養成機関の教育内容の充

実や日本語教育能力検定試験等の内容・方法の改善等へとつながっている。 

(3）地域日本語教育活動の充実方策に関する検討 

「地域日本語教育活動の充実方策に関する調査研究協力者会議」が平成13 

年度から15年度にかけて設置され，6年度から12イF度までに実施された地域

日本語教育推進事業の成果・報告も踏まえながら協議を重ね，「地域日本語

学習支援の充実一共に育む地域社会の構築へ向けて一」（平成16年7月）を

取りまとめた。 
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2．日本語教育施策の新たな展開 

国内外の日木語学習者の増大や学習目的の多様化等に対応し，コミユニ

ケーションの手段としての日木語の学習を振興するとともに，文化発信の基

盤としての日本語教育の推進を図るため，日本語教育施策は新たな展開を見

せている。平成19年度においては，難民に対する日本語教育事業など従来か 

ら行っているものを含め，関係省庁・機関と連携しながら次のような施策を

講じている。 

(1）日本語教育実態調査，Fは語教育大会の実施 

多様化する日本語の学習需要に対応するため，国内の日本語教育の現状把

握を日的とした実態調査を行っている。平成19年11月1日現在，国内におけ

る日本語教育の実施機関・施設等数は 1万1,801機関・施設，日本語教師数 

は3万］・234人・日本語学習者数は16万3,670人で，過去最高となっている（図 

8-2)。 

また・日本語教育に関するシンポジウムや日本語教育に関する事業の報告 

等を併せて実施する日本語教育大会を開催し，日本語教育に対する理解の増

進を図っている。 

(2）難民救援のための日木語教育事業委託 

我が国に定住を希望する条約難民に対し，通所式施設において日本語教育 

を実施するとともに既に退所したインドシナ難民及び条約難民に対するフオ

ローアップ（日本語ボランティア団体等への支援， 日本語教育相談等）を

行っている。 

(3）中国帰国者に対する日本語教育 

中国からの帰国者に対して，日本語教材，指導参考書等の作成．配布等を

通じて日本語学習支援を行っている。 

図8-- 2 日本語教育実態調査の概要 
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(4）地域日本語教育支援事業 

ボランティア等が主体となっている地域日本語教育のー層の充実を図るた

め，平成18年度から研修会の実施，日本語教室設世運営，教材作成，関係機

関の連携を推進するための協議会の開催等の4分野について，事業の企画を

公募し委嘱している。 

(5)「生活者としての外国人」のための日本語教育半業 

我が国に居住する外国人が日本語が分からないことから生じる様々な社会

的問題を解消し，外国人が円滑に日本社会の一員として生活を送れるように

するために，平成19年度から「生活者としての外国人」を対象とした日本語

教室の設置やロ本語能力を有する外国人等を対象とした指導者養成，外国人

に対する実践的な日本語教育の研究開発，日本での生活を始めるに当たって

必要な日本語学習についてのハンドプックの作成等を行っている。 
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(6）文化審議会国語分科会日木語教育小委員会の設置 

文化審議会国語分科会は・平成19年7月に日本語教育小委員会を設置し

外国人の定住化傾向や社会参加の必要性の高まりを踏まえた日本語教育の在

り方について検討している。20年2月に報告された「国譜分科会日本語教育

小委員会における審議について」では，今後取り組むべき日本語教育の課題

が報告された。これを受け 現在 「日本語教育の充実に向けた体制整備と 

「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討」について審

議されている。なお・「「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容

等の検討」についての審譲では，独立行政法人国立国語研究所の「生活のた

めの日本語」に関する調査研究の成果の一部が活用されている。 

濃第5節 国立国語研究所 

明治以来,国語国字の改善を図るための専門・常設の研究機関が求められ

ていた。戦後・国語に関する科学的・総合的な研究を行う有力な機関を設置

すべきであるという要望の高まりの中で，昭和23年 文部省直轄機関として

国立国語研究所が設置された。 同研究所は 43年に文化庁の附属機関とな

り 平成13年には 文部科学大臣を主務大臣とすーる独立行政法人に移行し

た。独立行政法人国立国語研究所は，国語の改善及び外国人に対する日本語

教育の振興を図ることを目的としており,科学的な調査研究，それに基づく

資料の作成・公表，国語施策への寄与などを目標としてきた。 

なお 同研究所は 平成19年12月24日に閣議決定された「独立行政法人整

理合理化計画」の中で 法人形態の見直しを行うこととして，大学共同利川

機関法人への移管が決定された（参照 第I部第2章第2節4 ）。 

324 

r’ 	 にー．,, 	】 

我が国の宗教の現状と宗務行政

の推進 

第1節 我が国の宗教の現状 

1.我が国の宗教の概要 

(1）はじめに 

今日，我が国には多種多様な宗教団体が存在しているが，これらの宗教団

体は,それぞれ歴史的に形成され，日本の社会に根付き，発展してきた。そ

れは，各宗教団体の組織の在り方や地域分布において顕著である。また，日

本人各人にとっての宗教を考えてみた場合も，その意識，行動は歴史的・社

会的影響を受けていることが各種の調査．統計から窺える。 

(2）日本の宗教の多様性の成立 

日本人の宗教心の根底にあるのは祖先崇拝であるとよく言われる。しか

し，それだけではなく，あらゆる自然現象に霊威を認めるアニミズム的考え

方は，今なお，日本人の心の奥に息付いているし，往古に始まった農耕儀礼 

は，今日に至るまで神社を中心に四季折々の祭りとして日本人の生活の基調
あ’“か 

をなしてきた。飛鳥時代に伝来した仏教は，次第に日本化され，鎌倉時代以 

降，数多くの日本的仏教宗派を生み出してきた。また，仏教と同時期に伝え

られた儒教，道教は，成立宗教（独自の教義や実践の体系と教団組織を備え

た宗教）として確立されることはなかったが,国家観，倫理観をはじめ民問

信仰のレベルに至るまで, その与えた影響は少なくない。 キリスト教は，江

戸幕府の禁圧にあったものの，幕末以降，知識人を中心に大きな思想的影響

を与え，在来の諸宗教の在り方に深い間い掛けをなした。このような状況の 
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中で，近代以降，新しい宗教が次々と生み出され，それらの中には神道，仏

教 キリスト教いずれの宗教にも属さない宗教も誕生してきた。このように

して‘「日本は宗教の生きた博物館」 と言われるような，今日の姿が形作ら

れてきたのである。 

Ifじ・〕L1て以簡し 羽「しい示教が次々と生み出され，それらの中には神道，仏 	 ② 仏教系 

教，キリスト教いずれの宗教にも属さない宗教も誕生してきた。このように 	 天台系は，平安時代初めに伝教大師叢謎ふ開いた天台宗の流れをくむもの 

して‘「日本は宗教の生きた博物館」と言われるような，今日の姿が形作ら 	 で，20宗派．教団，信者数は336万人である。昆裁山態欝寺を総本山とする 

れてきたのである。 	 伝統的宗派である天台宗が，宗教法人となっている全天台系寺院の76％を包 

(3）日本の宗教団体 

我が国において現在活動している宗教団体は．おおむね神道系，仏教系． 

キリスト教系及ぴ諸教に分類される。これらの分類ごとに文部科学大臣所轄 

の宗教法人となっている全国的な教派，宗派，教団を中心にその状況を紹介

する。なお，文中の教団数，信者数等は，文化庁で実施する「宗教統計」に

よるものであり，各宗教法人の報告に基づき集計している。 

① 神道系 

神社神道系は，神社における祭由を中,ムとした宗教団体である。特定の創

唱者を持たないという点で，宗教学でいうところの自然宗教，民族宗教に該 

当すると考えられている。中でも神社本庁は，9,629万人の信者を擁する包

括宗教法人であり，全国の宗教法人となっている神社のうち99％に当たる7 

万9,028社を包括しており，信者数においても我が国最大の宗教団体となっ

ている。毎年，著名な神社では大勢の核稽筋人数を集めていることが報道さ

れ，また祭礼などを通して地域社会と密接にかかわっている。 

他方で，教派神道系‘新教派系は，特定の開祖が一定の神道的教義を創唱

することによって成立した宗教団体である。このうち教派神道系は，幕末維

新期に創設され，戦前に公認されていた13の神道教派及びそれらの系譜を引

くもので，薫荏教，甘僕笑嘗教 笑策，鈴鍛教 釜晃教など71教団があり

信者数は352万人である。教派神道系の施設では，神社よりも教会と呼ばれ

るものの方が多い。また，新教派系は，上記の13派とはかかわりなく新たに

創設されたもので，42教団，信者数32万人である。 

(3）日本の宗教団体 	 教系の教団も含まれている。 

我が国において現在活動している宗教団体は．おおむね神道系，仏教系． 	 真言系は，同じく平安時代初めに弘法大師空海が開いた真言宗の流れをく 

キリスト教系及ぴ諸教に分類される。これらの分類ごとに文部科学大臣所轄 	 むもので，44宗派・教団，信者数は1,014万人である。伝統的宗派では，高 

の宗教法人となっている全国的な教派，宗派，教団を中心にその状況を紹介 	 野山益前車尋を総本山とする高野山真言宗，魯霜院を総本山とする真言宗 

する。なお，文中の教団数，信者数等は，文化庁で実施する「宗教統計」に 	 魯笛派 長春等を総本山とする真言宗血笛派が大きく,それぞれ宗教法人と 

よるものであり，各宗教法人の報告に基づき集計している。 	 なっている全真言系寺院の28%, 23%, 21％を包括する。また，修験道系の 

① 神道系 

神社神道系は，神社における祭由を中,ムとした宗教団体である。特定の創 	 含まれている。 

唱者を持たないという点で，宗教学でいうところの自然宗教，民族宗教に該 	 浄土系には，鎌倉時代初めに塞熊が開いた浄土宗系統の各派，その弟子競 

当すると考えられている。中でも神社本庁は，9,629万人の信者を擁する包 	 総を祖とする真宗系統の各派のほか，同じく鎌倉時代に一遍が開いた時宗， 

括宗教法人であり，全国の宗教法人となっている神社のうち99％に当たる7 	 平安時代末に良忍が開いた融通念仏宗など21宗派・教団があり, 信者数は 

万9・028社を包括しており，信者数においても我が国最大の宗教団体となっ 	 L933万人である。巾でも，知恩院を総本山とする浄土宗，西本願寺を本山と 

ている。毎年，著名な神社では大勢の核稽 Q)人数を集めていることが報道さ 	 する浄土真宗本願寺派，東本願寺を本山とする真宗大谷派が大きく，それぞ 

れ・また祭礼などを通して地域社会と密接にかかわっている。 	 れ宗教法人となっている全浄土系寺院の23%, 34%. 29％を包括している。 

他方で，教派神道系‘新教派系は，特定の開祖が一定の神道的教義を創唱 	 禅系には，鎌倉時代に栄西らが中国から伝えた臨済宗各派，同じく鎌倉時 

することによって成立した宗教団体である。このうち教派神道系は 幕末維 	 代に道元が伝えた苦摘宗,江戸時代初めに隠元が伝えた賛業宗など22宗派 

新期に創設され，戦前に公認されていた13の神道教派及びそれらの系譜を引 	 教団があり，信者数は176万人である。なかでも曹洞宗は,宗教法人となっ 

くもので，薫荏教，甘僕笑嘗教 笑策，鈴鍛教 釜晃教など71教団があり 	 ている全禅系寺院の70％を包括する。次いで臨済宗妙心寺派が大きい。 

信者数は352万人である。教派神道系の施設では，神社よりも教会と呼ばれ 	 日蓮系は，鎌倉時代に日蓮が創唱した教えに基づくもので，39宗派・教 

るものの方が多い。また，新教派系は，上記の13派とはかかわりなく新たに 	 団．信者数は1,539万人である。伝統的宗派では，身楚笛夫警寺を総本山と 

創設されたもので 42教団，信者数32万人である。 	 する日蓮宗が，全日蓮系寺院の69％を包括している。日蓮系では,釜髪答 

括する。また，修験道系の宗派ゃ，答讐貰教了撃措教団などのいわゆる新宗 

立正桜叢会などのほか，包括宗教法人ではないが創価学会などいわゆる新宗 
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図9-i 我が国の宗教の系統 

神社神道系 （神社本庁など15敦団） 

教派神道系I（黒住教，出雲大社教，大本．御議教‘金光教など71 
教団） 

(42教団） 

天 台 系 

I真 言 系I  

浄 土 系 

系  

」日 系  

」タ良仏教系 

（天台宗，念法興教，孝道教団など20教団） 

（高野山真言宗，真言宗智山派．真言宗豊山派，解脱

会，真如苑，中山身語正宗など44教団） 

（浄土宗，浄土真宗本願寺派，真宗大谷派など21教団） 

（曹洞宗，臨済宗妙心寺派など22教団） 

（日蓮宗，霊友会，立正佼成会など39教団） 

（法相宗など6教団） 

教 系 

kj (2thi) 

教 （カトリック中央協議会など2教団） 

（日本基督教団， 日本聖公会， 日本バプテスト連盟

末日聖徒イェス・キリスト教会など46教団） 

キリスト教系 

教」  

（注）品，謂農繋。文部科学大臣所軸の宗教法人となっている全国的な教派宗 
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教の大教団が多いこともその特徴である。 
ほっモう 

奈良仏教系は，法相宗など奈良時代の南都六宗の系譜を引くもので，6宗

派，信者数は71万人である。 

③ キリスト教系 

旧教には，ローマ・カトリック系とロシア正教会系があり，2教団，信者

数は46万人である。教会数，信者数ともにローマ‘カトリック系のカトリッ

ク中央協議会力汐0％以上を占める。 

新教には，英国教会系，ルター派系，カルバン派系などの諸教派があり， 

46教団，信者数は54万人である。なかでも，戦前，新教各派が合同して結成 
キリスト 

した日本基督教団は，宗教法人となっている新教の教会の52％を包括してい 
まつじつせいと 

る。このほか，日本聖公会，日本バプテスト連盟，末日聖徒イェス・キリス

ト教会の教会も多い。 

④ 諸教 

文化庁では，以上に挙げた神道系，仏教系，キリスト教系の3系統に分類

されない団体を諸教としてまとめている。これらの中には複数の宗教が融合

して成立した宗教や，従前からあるいずれの宗教とも関係なく独自に創唱さ

れて成立した宗教もある。 

この中には世界的な展開規模と長い歴史を持つイスラームも含まれる。ま

た，請教の教団には，大正末から終戦前後に誕生したいわゆる新宗教系の教 
せいちょう 

団が多いという傾向がある。例えば，パーフエクトリバティー教団，生長の

家．世界救世教などの教団が属している。 

また，天理教は，戦前，教派神道13派のーつであったが，戦後，教派神道

を脱し，現在は諸教に入っている。 

なお，諸教に分類されるもののうち，包括宗教法人は31教団あり．その信

者数は660万人である。 
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表9-2 宗教団体・法人の教師，信者数 

（平成18年12月319現在） 
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2・我が国の宗教団体・法人数，信者数の動向 

文化庁では・毎年・宗教法人と都道府県の協カを得て，「宗教統計」を作

成している。以下では，この統計によって我が国の宗教団体・法人数，信者

数の動向を紹介する。 

(1）現状 

我が国で活動している宗教団体の全部を細大漏らさず知ることは困難であ

るが・文化庁が把握できた限りでも約羽万の宗教団体が存在する。そのうち

宗教法人となっているものは，平成18年末現在 18万2,868法人である。こ

の宗教法人数の内訳を示したのが表9-iである。 

宗教法人には・神社，寺院，教会等の法人（単位宗教法人）と，これらを

包括する教派‘宗派・教団等の法人（包括宗教法人）の2種類あり，包括宗

教法人は4叩法人・単位宗教法人は18万2,468法人ある。単位宗教法人のう

ち・いずれの教派・宗派，教団等にも包括されない法人（単立宗教法人）は 

6503法人あり・この中には教団的規模を持つ大きな宗教法人も含まれてい

る。単位宗教法人について，宗教法人となっていないものも含めた宗教団体

数を示したのが図9-3である。 

また・図9-4に示した我が国の信者総数は，先に示した約22万の宗教団

体の信者数を合算したもので，平成］s年末現在，約2億884万人である。 

(2）推移 

宗教法人数について過去50年間，全体としては大きな変動がなかった。宗

教法人のうち・神道系の神社，仏教系の寺院の大半は歴史的経緯から宗教法

人となっており，全国の単位宗教法人数の大部分を占めている。 

信者数について・過去50年間にお‘ナる 5年ごとの信者数の推移を示したの

が図9-2である。系統ごとに増減の傾向が異なっているのは，各教派, 宗

派・教団ごとの実際の増減が反映された以外にも．新しい団体の山現や，既 
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表9'--- 1 宗教法人数総括表 

（平成18年12月31日現在） 
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（文化庁「宗教年鑑」による） 
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図9--2 系統別信者数の推移 

（百万人） 

250 

存の大きな団体が，ある時点で信者把握の方法を変更したことなどが影響し

ているものと考えられる。 

第2節 宗務行政の推進 

1．宗教法人法と宗教法人審議会 

(1）宗教法人法の概要 

宗教法人法は，宗教団体が，礼拝の施設その他の財産を所有し，これを維

持運用し，その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資す

るため，宗教団体に法律上の能力を与えることを目的としている。このた

め，憲法に定められた信教の自由と政教分離の原則を最大限尊重し，宗教法

人の自由と自主性，責任と公共性の二つの要請を基本としてその体系が組み

立てられている。 

同法は，昭和26年7月3日の制定以来，実質的な改正は行われていなかっ

たが，社会状況の大きな変化に対応し，所轄庁がその責任をより適切に果た

し，宗教法人の管理運営の民主性，透明性を高めるため，平成7年12月25日

に一部改正を行った（8年9月15日施行）。 

宗教法人法の特色の第一は，宗教法人の規則の作成，変更，合併等につい

て所轄庁の認証を必要とする「認証制度」を採っていることである。 

「認証」 とは，法律で定める要件を備えているかどうかを審査し，それを

認めたことを表示する行為である。認証制度は，宗教団体の実態を備えない

ものが宗教法人になったり，法令に適合しないような規則が作成されたりす

ることを防止している。 

第二は，責任役員制度である。宗教法人の事務決定機関として責任役員を 

3人以上置き，そのうちの1人を宗教法人を代表する代表役員とすることと

している。これらの代表役員及び責任役員の資格等は，宗教法人の特性に応

じ自由に規則で定めることができることとされている。 

第三は，公告制度である。財産の処分等や合併，解散等，宗教法人の重大

な進路の決定に当たっては，公告によりあらかじめ信者その他の利害関係人

に周知させ，宗教法人の公正な連営と自主性の発揮に期待するとともに，そ

の公共性を重んじている。なお，同様の趣旨から，信者その他の利害関係人 
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であって・閲覧について正当な利益を有し 不当な目的でない者には 宗教

法人の事務所備付け書類の閲覧請求権が認められている。 

宗教法人の自主性を尊重する観点から 所轄庁の権限は ①宗教法人設立

の際の規則・規則変更 合併又は任意解散の認証，②設立又は合併の認証の 

1年以内の取消し・③公益事業以外の事業に対する停止命令，④裁判所に対

する解散命令の請求・⑤ ②～④に該当する疑いがある場合の報告徴収 質

問に限られており 宗教法人に対するー般的な監督命令権 強制的な調査権

等は有しないものとされている。 

なお・宗教法人は・登記をした場合に所轄庁に届け出なlナオ1ばならないほ
か・毎会計年度終了後4か月以内に 役員名簿 財産目録等，ー定の事務所

備付け書類の写しを所轄庁に提出しなけれぱならない。 

(2）宗教法人審議会 

文部科学省には,文部科学大臣の諮問機関として宗教法人審議会が置かれ

ている。同審議会は・宗教法人法の規定によりその権限に属している事項を

処理するほか 所轄庁が権限を行使するに関し，文部科学大臣に意見を述べ

ることができる。具体的には，文部科学大臣が所轄の宗教法人に対して不認

証の決定をしようとするとき 所轄庁が報告徴収・質問 公益事業以外の事

業の停止命令・認証の取消しをしようとするとき 認証に関する決定に関す

る不服申立てに対して文夢科学大臣が却下以外の裁決又は決定をしようとす

るとき等においては・必ず宗教法人審議会の意見を聞かなければならないこ 

ととされている。 

2．宗務行政の推進 

(1）事務所備付け書類の写しの提川制度の徹底 

文化庁では・平成7年の法改正により宗教法人に義務付1ナられた，役員名

簿や財産目録などの事務所備付け書類の写しの所轄庁への提出制度につい 
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て，徹底に努めている。文部科学大臣所轄宗教法人の1.8年中提出期限分の書

類については，約98％の法人から提山されている。 

'(2）不活動宗教法人の整理促進 

改正法の施行に伴い，所轄庁への書類の提出の有無等から，従来その把握

が困難であった，いわゆる不活動宗教法人の実態把握がある程度可能になっ

た。不活動宗教法人は，その名義が売買の対象となり，第三者が名義を悪用

して事業を行う等，社会的な問題を引き起こすことがあり，ひいては，宗教

法人制度全体に対する社会的信頼の失墜を招くおそれがある。このため，文

化庁では，都道府県知事所轄法人を含む不活動宗教法人の整理促進に努めて

いる0 

近年では，平成16年度から毎年，都道府県の宗教事務担当者を対象とし

て，不活動宗教法人対策会議を開催しているほか，18年度からは,包括宗教

法人を対象とした取組を推進しており，不活動宗教法人対策会議の開催や， 

不活動宗教法人対策手引書の作成・配布などを実施している。 

(3）宗教法人の管理運営の適正化等に向けた取組 

文化庁では，都道府県の宗教法人事務担当者及び宗教法人の事務担当者を

対象に，各種研修会等を実施し，認証事務等の適切な推進や宗教法人の管理

運営の適正化に資する取組を行っている。 

都道府県の宗教法人事務担当者に対しては，昭和44年度から，認証事務処

理等に関する研修会を実施しており，平成19年度からは，さらに初任者を対

象とした宗教法人関係法令に関する研修会も併せて実施している。 

宗教法人の事務担当者に対しては，昭和42年度から，（財）日本宗教連盟

の協力の下，法人運営上の実務に関する研修会を実施しているほか，平成元

年度からは，文部科学大臣所轄の包括宗教法人等の事務責任者に対する講習

会も実施している。 
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そのほか・宗教法人の管理運営の適正化に資するため，宗教法人運営に関

するガイドプックや視聴覚教材（ビデオ）を作成し，宗教法人へ配布してい

る。 

(4）宗教及び宗務行政に関する調査研究 

我が国における宗教の動向を把握するために宗教団体（法人）数，信者数

等に関する宗教統計調査を昭和26年度から毎年度実施しており,その調査結

果については「宗教年鑑」 として作成．公表している。また，諸外国におけ

る宗教団体に関する法制度，税制度，宗教と社会とのかかわり等に関する調

査研究を平成8年度から実施している。さらに，現在の宗教法人制度が発足

してから50年以上が経過し，この間,我が国の社会情勢は大きく変化し，宗

教あるいは宗教法人を取り巻く環境も変化しているため，宗教法人制度の運

用等に関する諸課題等についての調査研究を平成17年度から行っている。 

1節 アイヌ文化の振興等のための法律の制定 
以前には，アイヌに関する政府の総合的な施策として，北海道が行う北海

道ウタリ福祉対策について支援措置を講じていたが，昭和50年代に入り，ア

イヌの人々や関係団体から．北海道旧土人保護法の廃止や新たな立法措置を

求める声が高まってきた。その要望を踏まえ．63年，北海道から国に対しア

イヌに関する新たな法律の制定等の正式な要請があった。 

これらを受け，平成元年12月に政府においても，従来の北海道ウタリ対策

関係省庁連絡会議の下に新法問題検討委員会を設け，2年1月から42回にわ

たり検討を進めたが，十分な結論を得るには至らなかった。 

その後，平成7年3月，内閣官房長官の下に「ウタリ対策のあり方に関す

る有識者懇談会」（座長】伊藤正己 元最高裁判所判事）が設置された。 

同懇談会は,約1年間，11回にわたり我が国におけるアイヌの人々の位世

付けについて，様々な角度から議論し，この分野の施策の新たな基本理念及

び具体的施策の在り方等にてル、て総合的な検討を行い，平成8年4月にその

報告を取りまとめた。 

この有識者懇談会報告を受けて，「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統

等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」（以下「アイヌ文化振興法」 

という。）が，平成9年 5月に公布され，同年7月から施行された。アイヌ

文化振興法は，アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対す

る知識の普及及び啓発を図るための施策を推進することにより，アイヌの

人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り，あわせて我が国の

多様な文化の発展に寄与することを目的としている。 
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図10-1 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発

に関する法律概要 

【制定経過】 
平成9年3月21日 閣議決定・国会（第140回）提出 

5月14日 公布 

7月1日 施行 

【立法趣旨】 

アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化（以下「アイ
ヌの伝統等」という。）が置かれている状況にかんがみ，アイヌ文化の振興並

びにアイヌの伝統に関する国民に対する知識の普及及び啓発（以下「アイヌ文

化の振興等」という。）を図るための施策を推進することにより．アイヌの
人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り．あわせて我が国の多
様な文化の発展に寄与することを目的とすること。 

I【法律の概要】 

~ 1 アイヌ文化の定義 

アイヌ文化とは，アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた音楽．舞 
踊，工芸その他の文化的所産及びこれから発展した文化的所産をいうこと。 

2 国及び地方公共団体の責務 

① 国は，アイヌ文化の振興等を図るための施策を推進するよう努めなければ 
ならないこと。 

I ② 地方公共団体は，当該地域の社会的条件に応じ，アイヌ文化の振興等を図 
I・ るための施策の実施に努めなければならないこと。 
~ 3 施策における配慮 
I 国及び地方公共団体は，アイヌ文化の振興等を図るための施策を実施するに 

~ 当たっては，アイヌの人々の自発的意思及び民族としての誇りを尊重するよう 
I 配慮するものとすること。 
14 基本方針 

~ 内閣総理大臣は．アイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本方針を 
I 定めなければならないこと。 
15 基本計画 
I 政令で定める都道府県（関係都道府県を定める政令により北海道）は，基本 
~ 方針に即して，アイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本計画を定め 
I るものとすること。 
~ 6 指定法人 

~ 北海道開発庁長官及び文部大臣は，アイヌ文化の振興等に関する業務を行う 
I 民法法人を，全国を通じてーに限り，指定（アイヌ文化振興・研究推進機構】 
L』z成9年11月刀日北海道開発庁文部省告示第ー号）することができること。 

第2節 アイヌ文化の振興等のための施策 

アイヌ文化振興法の成立を背景に，平成 9年 6 月に「（財）アイヌ文化振

興・研究機構」が設立された。同法人は，アイヌの人々の誇りの源泉である

アイヌの伝統等及ぴアイヌ文化の置かれている状況にかんがみ，アイヌ文化

の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発を図るための事業

を．アイヌの人々の自発的意思を反映しつつ実施することを目的としてい

る0 

また，同法人は，アイヌ文化振興法に基づき，同法に規定された業務を行

う者として．平成 9年11月に主務官庁である北海道開発庁（現国土交通省） 

及び文部省（現文部科学省）から指定された。 

以降．文化庁と国土交通省は連携・協力し，同法人の行う，アイヌに関す

る研究等への助成，アイヌ語の普及及びアイヌ文化の復元，再生，伝承，普

及，国内外との交流の促進, 優れたアイヌ文化活動の表彰・顕彰，アイヌに

関する情報の収集・提供，文化交流などから成る事業についての支援を通じ

てアイヌ文化の振興等を図っている。 

平成18イr-度からは，「ウタリ対策の在り方に関する有識者懇談会」が 8年 

4月にまとめた報告の中の提言のーつであり，アイヌ文化振興施策上の課題 
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用等事業 
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i事業 

~10年問の文化行政のあらまし～ 曹第襲費 第10章 アイヌ文化の振興 

となっていた「伝統的生活空間（イオル）の再生」 について事業化を図

空間活用等事業，自然素材育成事業及び体験交流事業を実施している。 
（国土交通省・文部科学省補助） 

アイヌ関i騒念合研究等助成事業 

（平成19年度） 

（文部科学省補助） 
i;‘り“主喜革鷲で奪隣落群響〒響「く素：ミ：孟 

1 アイヌ語教育事業 
・指導者育成 
・上級講座 
・親と子のアイヌ語学習事業 

2 アイヌ語普及事業 
・ラジオ講座 
・弁論大会 

図10-2 アイヌ関連施策事業体系図 

（文部科学省補助 

驚 
1 アイヌ文化伝承再生事業 
・マニュアル作成 
・実践上級講座 
・伝統工芸複製助成 

2 アイヌ文化交流事業 
・国内文化交流助成 
・国際文化交流助成 

3 アイヌ文化普及事業 
・伝統工芸展示・公開助成 
・アドパイザー派遣 
・工芸品展 
・文化フェスティバル 

4 アイヌ文化活動表彰事業 
・工芸作品コンテスト 
・アイヌ文化賞 

r1 	**- 
・広報情報発信 

・小・中学生向け副読本の作成配布 

・親と子のための普及啓発 

・セミナー 

・講演会 

I2 アイヌ文化交流センター事業 
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